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平成２４年第３回定例会会議録 

（会期日程表） 

 

開会 平成24年３月８日 
会期12日間 

閉会 平成24年３月19日 

 

月 日 曜日 会議別 開議時間 日       程 

３月８日 木 本会議 午前10時 

会議録署名議員の指名・会期の決定・陳情の委員会付

託・議長諸般の報告・村長行政報告・平成24年度村長

所信表明・議案提案説明 

３月９日 金 休 会   

３月10日 土 休 会  中学校卒業式 

３月11日 日 休 会   

３月12日 月 本会議 午前10時 一般質問 

３月13日 火 

本会議 午前10時 

同意第１号～第３号質疑・委員会付託省略 （即決） 

諮問第１号質疑・委員会付託省略     （即決） 

議案第３号～第11号質疑・総務常任委員会付託 

議案第12号～第21号質疑・予算審査特別委員会付託 

委員会 午後１時30分 

議案第３号～第11号総務常任委員会 （説明～採決） 

陳情第20号、第２号及び第３号総務常任委員会 

（検討～採決） 

３月14日 水 

委員会 午前10時 
議案第12号～第16号予算審査特別委員会 

（説明～採決） 

本会議 午後３時 
議案第12号～第16号予算審査特別委員会委員長報告、

質疑、討論、表決 

３月15日 木 委員会 午前10時 
議案第17号～第21号予算審査特別委員会 

（説明～検討） 

３月16日 金 委員会 午前10時 現地調査 

３月17日 土 休 会   

３月18日 日 休 会   

３月19日 月 

委員会 午前10時 
議案第17号～第21号予算審査特別委員会 

(検討～採決） 

本会議 午後３時 

総務常任委員会委員長報告、質疑、討論、表決 

予算審査特別委員会委員長報告、質疑、討論、表決 

総務常任委員会委員長報告(陳情)、質疑、討論、表決 

意見案等の処理（閉会） 
 

会期日数 12日間  本会議日数 ５日間  委員会日数 ５日間  休会日数 ５日間 
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陳 情 文 書 表 

 

受理 

番号 
受理年月日 件   名 陳情者氏名 付託委員会 

20 平成23年12月19日 
八重山地区教科書問題解決

に向けての要請 

子どもと教科書問題を

考える八重山地区住民

の会 

共同代表 仲山 忠亨 

       他９名 

総務常任委員会 

１ 平成24年２月７日 
地球社会建設決議に関する

陳情書 
荒木 實 議員配付 

２ 平成24年２月７日 
沖縄戦遺族のＤＮＡ鑑定実

施の国への要請の陳情 

沖縄戦遺骨収集ボラン

ティア「ガマフヤー」 

代表 具志堅 隆松 

総務常任委員会 

３ 平成24年２月８日 消費税増税に反対する陳情 

消費税廃止沖縄県各界

連絡会 

代表委員 仲本 興真 

代表委員 大城 郁男 

総務常任委員会 
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平成２４年第３回大宜味村議会定例会会議録 

 

（第１号）平成24年３月８日 

 

１．開会、散会の日時 

開  会（平成24年３月８日 午前10時00分） 

散  会（平成24年３月８日 午後12時29分） 

 

２．出席議員（10名） 

１番議員  大 城 佐 一 ６番議員  前 田   孝 

２番議員  新 城 一 智 ７番議員  安 里 重 和 

３番議員  平 良 英 勝 ８番議員  具志堅 朝 秀 

４番議員  東   武 久 ９番議員  平 良 嗣 男 

５番議員  宮 城 辰 德 10番議員  金 城   勇 

 

３．欠席議員（０名） 

な  し 

 

４．地方自治法第121条の規定により説明のため議場に出席した者の職・氏名は次のとおりである。 

村 長 島 袋 義 久  建設環境課長 山 城   均 

副 村 長 山 城 清 臣  村史編纂室長 米 須 邦 雄 

総 務 課 長 島 袋 一 道  会 計 課 長 山 城 文 子 

財 務 課 長 神 里 富 松  教 育 長 友 寄 景 善 

住民福祉課長 大 城   武  教 育 課 長 大 嶺   実 

企画観光課長 島 袋 幸 俊  
選 挙 管 理 
委員会書記長 

島 袋 一 道 

産業振興課長 新 城   寛  
農業委員会 
局 長 

宮 城 博 俊 

シークヮーサー 
振 興 室 長 

新 城   寛  監査事務局長 宮 城   豊 

 

５．職務のため議場に出席した事務局員の職・氏名は次のとおりである。 

事 務 局 長 宮 城   豊  主 事 松 川 雄 太 
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６．議事日程（第１号） 

日程番号 事件番号 件     名 摘 要 

１  会議録署名議員の指名  

２  会期の決定  

３  議長諸般の報告  

４  村長行政報告  

５  平成24年度村長所信表明  

６ 
同 意 

第 １ 号 
固定資産評価審査委員会委員の選任について 提 案 説 明 

７ 
同 意 

第 ２ 号 
固定資産評価審査委員会委員の選任について 提 案 説 明 

８ 
同 意 

第 ３ 号 
教育委員会委員の任命について 提 案 説 明 

９ 
諮 問 

第 １ 号 
人権擁護委員の候補者の推薦について 提 案 説 明 

10 
議 案 

第 ３ 号 
沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議について 提 案 説 明 

11 
議 案 

第 ４ 号 
国頭地区行政事務組合規約の変更に関する協議について 提 案 説 明 

12 
議 案 

第 ５ 号 
大宜味村総合計画策定条例 提 案 説 明 

13 
議 案 

第 ６ 号 
大宜味村総合開発審議会条例を廃止する条例 提 案 説 明 

14 
議 案 

第 ７ 号 
大宜味村総合計画審議会条例 提 案 説 明 

15 
議 案 

第 ８ 号 
大宜味村税条例の一部を改正する条例 提 案 説 明 

16 
議 案 

第 ９ 号 
大宜味村財産形成基金条例の一部を改正する条例 提 案 説 明 

17 
議 案 

第 1 0 号 
大宜味村企業支援賃貸工場の設置及び管理に関する条例 提 案 説 明 

18 
議 案 

第 1 1 号 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例 

提 案 説 明 

19 
議 案 

第 1 2 号 
平成23年度大宜味村一般会計補正予算（第７号） 提 案 説 明 
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日程番号 事件番号 件     名 摘 要 

20 
議 案 

第 1 3 号 

平成23年度大宜味村国民健康保険特別会計補正予算（第３

号） 
提 案 説 明 

21 
議 案 

第 1 4 号 

平成23年度大宜味村簡易水道事業特別会計補正予算（第６

号） 
提 案 説 明 

22 
議 案 

第 1 5 号 

平成23年度大宜味村公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号） 
提 案 説 明 

23 
議 案 

第 1 6 号 

平成23年度大宜味村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号） 
提 案 説 明 

24 
議 案 

第 1 7 号 
平成24年度大宜味村一般会計予算 提 案 説 明 

25 
議 案 

第 1 8 号 
平成24年度大宜味村国民健康保険特別会計予算 提 案 説 明 

26 
議 案 

第 1 9 号 
平成24年度大宜味村簡易水道事業特別会計予算 提 案 説 明 

27 
議 案 

第 2 0 号 
平成24年度大宜味村公共下水道事業特別会計予算 提 案 説 明 

28 
議 案 

第 2 1 号 
平成24年度大宜味村後期高齢者医療特別会計予算 提 案 説 明 
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◎開会及び開議の宣告 

○ 議長（金城 勇） おはようございます。 

 ただいまから平成24年第３回大宜味村議会定例会を開会いたします。 

 本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

 

◎会議録署名議員の指名 

○ 議長（金城 勇） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定よって、９番 平良嗣男議員及び１番 大城

佐一議員を指名します。 

 

◎会期の決定 

○ 議長（金城 勇） 日程第２ 会期の決定を議題にします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から３月19日までの12日間にしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（金城 勇） 異議なしと認めます。 

 したがって会期は、本日から３月19日までの12日間に決定しました。 

 

◎諸般の報告 

○ 議長（金城 勇） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

 本定例会の会議に出席を求め、説明員として通知のあった者の職・氏名は、お手元に配りました名簿

のとおりです。 

 本定例会までに受理した陳情は、お手元に配りました陳情文書表のとおり、総務常任委員会に付託し

ましたから報告します。 

 次に地方自治法第235条の２第３項の規定により、例月出納検査の結果報告書がお手元に配りました

とおり提出されています。 

 次に議長の会議等については、お手元に報告書を配付していますのでお目通しください。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

◎行政報告 

○ 議長（金城 勇） 日程第４ 行政報告を行います。 

 村長から行政報告申し出がありました。これを許します。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） おはようございます。平成24年第３回大宜味村議会定例会を招集いたしました

ところ、全議員御出席のもと審議できますことに対しまして心から感謝を申し上げます。 

 それでは行政報告を行います。 
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 特に辺土名高校の存続につきましては、平成24年１月20日に沖縄県教育委員会の県立高校再編整備計

画で辺土名高校の分校化が進められているというその中、国頭、大宜味、東、３村住民の辺土名高校を

存続させる３村住民大会を開催し、辺土名高校を単独校としての存続を求める大会決議をいたしました。

その決議書は１月26日に３村の村長と教育長が直接大城浩県教育長に手渡し、辺土名高校の存続を要請

してまいりました。 

 その他の行政報告及び平成23年度入札結果の報告につきましては、お手元にお配りしたとおりでござ

いますので、お目通しいただければと思います。 

 これで行政報告を終わります。 

○ 議長（金城 勇） これで行政報告を終わります。 

 

◎平成２４年度村長所信表明 

○ 議長（金城 勇） 日程第５ 平成24年度村長所信表明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） 平成24年度施政方針。 

 はじめに。 

 議員各位の日々のご精励に対し深く敬意を表すると共にご健勝を心からお喜び申し上げます。 

 平成24年第３回大宜味村議会定例会の開会にあたり、平成24年度の村政運営の基本となります予算案

等の議案の審議に先立ち、私の所信の一端を申し述べ、議員各位並びに村民の皆様のご理解とご協力を

賜りたいと存じます。 

 昨年３月11日東日本を襲った大震災から１年、被災地に強大な爪跡を残し、尊い多くの人命を奪った

地震・津波、そして多くの住民をふるさとから追い出した福島第一原子力発電所の事故は、私たちに大

きな教訓を与えました。被災地の痛みを国民で分かち合うという温かい心、役に立ちたいと行動する

人々等と全国に広がりました。我が村でも、義捐金、救援物資の申し入れやボランティアでの活動、産

業まつり等での物産販売や直接現地を見舞うなど温かい村民の心を強く感じました。早期の大震災から

の復旧・復興を願い、私たちにできる支援を検討して行きたいものです。 

 村政を取り巻く情勢。 

 国際社会の動向は、環境問題や経済対策等において各国協調の動きの反面、ギリシャの財政が悪化し

た問題により、欧州統一通貨であるユーロ信頼も揺るぎ、為替相場でのユーロ安が進んでいます。我が

国経済は、リーマンショックに端を発した世界的な金融危機以降本格的な回復に至っていません。ギリ

シャの財政危機を要因とした急激な円高、株安はようやく落ち着きは見せているが、長期にわたるデフ

レは依然続いています。失業率も高水準にあり雇用情勢も厳しく景気回復は不透明であります。 

 国内のいまだ先行きの見えない経済状況は、本村経済にも大きく影響し、大保ダム関連事業がほぼ終

了したこととも連動し、厳しい状況にあります。そのような中、急速に進む人口減少、超少子高齢化と

いう難題に直面しています。少子・高齢化社会や財政の緊縮化の中で、地域づくり、村づくりに求めら

れるものは、村民ができることは村民が実現していくという役場業務の民間活力導入を推進し、地域の

持続的な発展に向けて、「新たな公」・「村民の協働」が大事となってまいります。 

 村政運営にあたって。 

 私は、これまで本村の行政課題の解決に向けて全力を傾注してまいりました。これまでの行政運営に
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ご理解とご協力をいただきましたことについて深く感謝申し上げます。 

 沖縄が日本祖国復帰を果たしてから40年を迎え、本村においても、道路等のインフラ整備が進み、確

かな成長は実感できるものの、一方、世界的な経済情勢の混乱の中の国内経済の不安と厳しい行財政の

状況下にあって、行政運営においては財政をはじめ少子・高齢化、福祉、医療、介護、雇用、教育、環

境等の多くの課題が山積している状況であります。その解決のための諸施策を検討し総合的、体系的に

明らかにするため基本計画を策定し、取り組んできたところです。今後の村政を効果的に推進していく

には、これまでの事業の検証が重要です。検証を基に、施策を展開して行きたいと考えています。 

 昨年度、北部活性化特別振興事業導入により、総合福祉センターの整備に向けて取り組んできました

が、事業化する事ができず、課題として残っています。今後、補助事業や沖縄振興特別推進交付金（仮

称）の活用を検討し、整備に向け推進してまいります。 

 重点的に推進する事業として「三大プロジェクト」を設定してきました。 

 塩屋湾外海公有水面埋立地利用計画では、「結の浜」においては、インフラ整備の完了、結の浜団地

の完成により、80余名の生活が始まり、村立診療所が移転整備され診療が開始されました。分譲宅地の

分譲が現在９区画の契約が完了しています。産業用地の活用として、先の新聞報道等でもご承知のとお

り、平成23年度沖縄北部特別活性化事業の採択により、今年度結の浜に賃貸工場大宜味村企業支援施設

４室２棟5,200平方メートルが整備されます。それにより企業進出、雇用拡大による過疎対策、地域活

性化として大きく期待をするものです。現在、交流広場用地の利用計画を策定中であり、今年度も補助

金等を活用した施設整備を検討し、引き続き推進してまいります。 

 「長寿と癒しの森整備計画」については、陶芸関係の進出が具体化してきましたが、早期の全体計画

を策定し事業化する必要があります。今年度は、早期の実施に向け、実施計画の推進に取り組んでまい

ります。 

 大宜味型体験滞在・交流プログラムの構築は、平成17年度に沖縄北部特別振興事業を活用し、大宜味

型体験滞在・交流プログラムを策定し、それを活用しながら、持続可能な観光を目指し、関係機関と協

力し展開しているところです。村内のＮＰＯを中心に取り組んでいます。修学旅行の受入は、受入農家

も増え、農家収入にも繋がっています。引き続き推進していきます。 

 過疎対策は、特に最重要課題として取り上げてきました。住環境の整備はその対策として大きな効果

があります。沖縄北部特別振興対策事業費等を活用した村営住宅の建設や宅地分譲地の造成を実施して

きましたが、引き続き宅地の分譲に取組み人口増に繋げて行きたいと思います。また、住環境の整備と

同様に働く場の創設は、欠かすことのできない施策です。大宜味村企業立地促進条例が施行された事に

より、関係機関へ足を運び協力願いをしてきました。それにより、多くの情報が寄せられています。ま

た、先に述べました賃貸工場大宜味村企業支援施設への入居企業等を早めに決定し村内雇用の拡大、所

得向上が図られるよう努めてまいります。 

 沖縄振興特別推進交付金（仮称）については、行政課題対策として有効活用するため優先度等を検討

し取り組んでまいります。 

 健康長寿のいきいき輝く文化の村の実現のため各施策を述べていきたいと思います。 

 平成24年度予算案について。 

 我が国は、次元の異なる二つの危機に直面しています。 

 一つめに、少子高齢化による労働人口の減少の下で熟成社会に応じた産業構造への転換が遅れ「縮小
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均衡」による「やせ我慢の経済」が継続し、財政状況も日に日に厳しさを増していくという「そこに

あった危機」。 

 二つめに、東日本大震災、原発事故と電力制約、円高、世界的な金融市場の動揺といった新たな「危

機の中の危機」。 

 二つの危機を克服するため、震災からの復興に全力を尽くすと共に、「そこにあった危機」に向けて、

平成22年６月に閣議決定された「新成長戦略」に定められた取組を加速・強化し、さらに、「なにかに

チャレンジすることによるリスク」よりも「何もしないことによるリスク」の方が大きいという考え方

に基づき、大胆な規制・制度の見直しを含め、産業構造を変革していくとともに、政治・行政の仕組み

の変革に取り組み「危機をチャンスに変える」という考え方で日本再生元年へのチャレンジとして平成

23年12月に平成24年度予算編成の基本方針が国において閣議決定されました。 

 本村では、国の「平成24年度の地方財政への対応」を見据えながら昨年同様ゼロベース予算を基本に

第４次総合計画の実現に向けた平成24年度予算編成を行ってまいりました。 

 さらに、本年度から実施される運びとなった沖縄振興特別推進交付金（仮称）を活用した事務事業へ

の取組も行ってまいります。 

 平成24年度一般会計予算案の特徴として、民生費、商工費、土木費、災害復旧費、公債費で前年度よ

り増加しているものの、議会費、総務費、衛生費、農林水産業費、消防費、教育費、諸支出金などの減

少により、対前年度比1.8％の延びとなっております。 

 次に、平成24年度予算案の概要は、一般会計予算案は、総額約25億６千万円で前年度25億１千３百万

円に比べ４千７百万円増加しております。特に商工業振興費、道路新設改良費、漁港建設費、介護保険

費、支援費に増額計上しております。 

 特別会計予算案は、総額約８億円となっており、その内訳については、国民健康保険特別会計予算案

は総額約５億８千６百万円で対前年度比0.2％増、簡易水道事業特別会計予算案は総額約１億６千３百

万円で対前年度比マイナス40.1％、公共下水道事業特別会計予算案は総額約１千３百万円で対前年度比

38.0％増、後期高齢者医療特別会計予算案は総額約３千７百万円で対前年度比0.4％増となっておりま

す。 

 １、行財政運営の基本施策。 

 （１）職員の資質の向上。 

 厳しい財政状況が続く中、複雑多様化する行政需要に対応し、より効率的な行政運営を行なう必要が

あります。職員一人一人が住民福祉向上のための奉仕に徹し、地域を愛する心や使命感を持ち、幅広い

視野と深い見識のもと、現状を適格に分析把握し、諸課題に積極的に取り組むため、県内の自治研修所

での各種研修や県外の市町村職員中央研修所（市町村アカデミー）への派遣、さらに職場での自主研修

を通して大宜味村政を担う職員の人材育成に努めるとともに、公正な業務を執行する職員の資質の向上

に取り組んでまいります。 

 （２）行政改革の推進。 

 本村はこれまで、昭和62年度に「大宜味村行政改革大綱」平成12年に「第２次大宜味村行政改革大

綱」平成17年に、「第３次大宜味村行政改革大綱」を策定し、現在は、「第４次大宜味村行政改革大

綱」に基づき、推進しているところであります。少子・高齢化の進行、情報の広範化や国際化の急速な

進展、地域主権という新たな時代の要請に応えるためには、行政改革は重要な課題であり、これまでの
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取り組みを検証し、行政改革を引き続き推進してまいります。 

 （３）財政運営。 

 本村では、依然自主財源が脆弱で財政的に非常に厳しい状況にあり、歳出における一般財源の削減を

最大限に図っていきます。 

 歳入においては、自主財源の確保、中でも村税は最も重要なものであり公平な税業務に努め、新たな

歳入財源創設を視野に入れ引き続き検討を重ね歳入拡大に努めていきます。 

 限られた財源の中で住民の要望に応えるため、補助金等の歳入の伴わない歳出予算の計上は、すべて

の事務事業の緊急性、優先度、行政効果、経済効果などの検討を行っていきます。 

 （４）住民サービス。 

 電算一元化に伴い、関連事務の連携強化により各種証明の迅速な交付を行い、行政サービスの向上に

つなげているところです。 

 前年度に引き続き旅券発給の申請及び交付に関する業務を行ってまいります。また、昼休み時間の住

民票、印鑑証明書及び戸籍謄抄本等の発行事務を引き続き実施し、村民への利便性を図ってまいります。 

 （５）復帰40周年記念事業。 

 平成24年度は、沖縄の祖国復帰40周年の節目の年で、沖縄21世紀ビジョン実現のスタートの年でもあ

ります。本村においても、村民とともにぶながやが棲む自然豊かな大宜味村の継承や「結の浜」の整備

を中心とした豊かな生活が実感できる村づくりのために、記念式典、写真展・映画会等のフォーラムの

開催に向け取り組んでまいります。 

 ２、豊かで住みよい村づくり。 

 （１）農業の振興。 

 これまで、国においても戸別所得補償制度の導入、食の安心・安全の確保、農山漁村の６次産業化を

三本柱として諸施策を推進しているところです。こうした中、本村においても、農家所得の減少、担い

手不足の深刻化、高齢化の進展、農山漁村の活力低下等、厳しい状況に直面し、食と農林漁業の再生は

待ったなしの課題として取り組み本村の農林水産業の産業発展に取り組んでいきたいと考えております。 

 今後におきましては、農地集積の推進、新規就農者への支援、女性農業者の能力の積極的な活用等を

含めた展開を図り、さらに、認定農業者や中核農家等、担い手農家の育成を図りながら、経営基盤の安

定化をめざし努めてまいります。併せて昨年同様平成20年度より行っている耕作放棄地対策事業及び遊

休地の利用を推進し放棄地及び遊休農地の解消に努めてまいります。また、耕作放棄地対策事業で展開

している雑穀類（そば等）についてこれまで以上の成果が上げられるよう取組を強化し新規作物として

の地位を確立させたいと考えています。 

 特産品であるシークヮーサー振興事業におきましては、昨年度相次ぐ台風襲来により生産量の減収が

見られたことから、今年度における対策等農家との連携を密に図りながら、裏年であるが収穫目標数量

の達成に鋭意努力して参ります。また、シークヮーサー消費拡大の取組においても青果（酢の物用）・

加工用・フルーツ用・薫り高いシークヮーサーの花の季別展開を村民、生産農家一体となって県内外へ

の消費拡大運動を推進、展開して参ります。 

 さらに、平成21年度から沖縄県の委託事業によるカンキツグリーニング病侵入警戒調査事業を継続し、

県をはじめとする関係機関との連携により村内からカンキツグリーニング病の撲滅を目指し努力して参

ります。特産加工施設の運営につきましては、指定管理者の積極的な自助努力を無駄にすることなく協
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力体制を村としても積極的に取組み、さらなるブランド商品展開に繋げていきたいと考えます。 

 また、さとうきび、パインアップルといった基幹作物の復活に積極的に努力し、面積拡大、担い手育

成等これまでの栽培技術の継承を視野に入れながら従前の生産高に近づけるよう施策を打っていきたい

と考えています。 

 次に、北部振興事業で導入したパパイヤ栽培について、営農指導・栽培技術の向上や出荷体制の整備

を粘り強く農家への指導を行い、安定価格が確保できるよう努力してまいります。 

 一方、被害が増加しております有害鳥獣の対策として、被害防止計画の策定完了に伴い狩猟者会及び

被害防止対策協議会が設立され、協議会を主体としての鳥獣被害防止対策を実施してまいります。 

 さらに、営農支援について、国・県・その他関係機関との連携を基に農家への支援体制を確立し魅力

あるむらづくり、地域とのコミュニケーションを図りながら、自然環境を活かした豊かで住みよい農業

地域の形成に努めてまいります。 

 （２）林業の振興。 

 林業の振興については、育成複層林・育成単層林の保育を継続実施してまいります。さらに、椎茸栽

培の台木であるクヌギの保育事業においてもこれまで同様、継続し椎茸生産者との連携を図り将来使用

可能な台木として保育事業に取り組んで参ります。 

 また、大保ダム周辺における長寿と癒しの森事業について、関係機関と連携、事業採択実施に向けた

取組を行います。 

 （３）畜産業の振興。 

 畜産業の振興については、自給飼料生産基盤に立脚した経営基盤安定畜産農家育成と地域農業の活性

化に努めてまいります。 

 また、排泄物の再利用を検討し畜産農家と耕作農家との連携を検討課題とし取り組んでまいります。 

 （４）水産業の振興。 

 水産業の振興については、栽培漁業や観光産業と連携した取り組みで、「漁港及び周辺海域」を利用

した、新たな振興を模索しながら漁家経営の安定向上に努めてまいります。 

 また、漁村地域整備交付金事業において、浮き桟橋・砂留提の工事に着手し漁港の環境整備に努めて

まいります。 

 （５）商工業の振興。 

 商工業の振興については、商工会を中心とし、連携しながら中小企業の経営安定、育成を図ってまい

ります。 

 次に、大宜味村農村活性化センターの運営管理は指定管理者への移行を視野に入れながら、施設の有

効活用と、活力ある村民参加型の活用ができないかを検討しつつ、村財政の負担軽減につながるよう再

度検討し実施できるよう努めてまいります。 

 また、引き続き、村産業まつり及び焼き物、木工、その他工芸等を支援し、産業の振興と地域社会の

活性化を図り、これらの人材等を活かし観光産業等との連携を図りながら、豊かで住みよい村づくりに

努めてまいります。昨年施行されました大宜味村企業立地促進条例を活かし、結の浜への商業施設や杣

山地区への企業誘致等も積極的に展開してまいります。 

 （６）観光の振興。 

 本村には、観光資源として石灰岩の山、多様性植物などの豊かな自然、塩屋湾のウンガミ、喜如嘉の
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芭蕉布など貴重な民俗的資源等多くあり、その豊かな観光資源を活かし、「健康・保養型」・「環境保

全型」観光を目指し、エコツーリズム・グリーンツーリズム等を網羅した「里」・「山」・「海」が連

動の大宜味型トライアングル観光を展開してまいります。現在、本土からの高校生の修学旅行を農業体

験や地元に伝わる文化、生活等体験を通して、人との繋がりの大切さ、食育、地域の伝統文化を学ばせ

るため、農家では民泊受け入れを東村、国頭村と協力し行っています。素通りの観光から滞在する観光

へ転換する大きな機会であり、積極的に推進してまいります。平成25年２月に第24回全国椿サミットが

本部町を主会場に、国頭村、大宜味村を分会場として開催されます。本村では、群生する椿や石灰岩の

森を活かし、本村の特産品や文化等を参加者に伝え、今後の観光振興に繋げて行きます。本村の観光の

課題である、ホテル等の宿泊施設の誘致を推進してまいります。 

 ３、健康ユイマールの村づくり。 

 （１）健康福祉の村づくりの推進。 

 健康福祉の村づくりの推進については、高齢者社会が進む本村において、子ども、高齢者、障がい者

が村民誰もが安心して暮らしていける、健康で、互いに助け合い、支えあうユイマール社会の実現を目

指します。また、村民の福祉ニーズ、地域の福祉の課題を的確に把握し、具体的な福祉サービスに取り

組んでまいります。 

 さらに、「結の浜」に開設されました村立診療所周辺地域に老人や児童世代間交流等の福祉活動や癒

しと介護予防及び健康増進が享受できる機能を持った総合福祉保健センターの整備を推進してまいりま

す。 

 （２）児童・母子福祉の充実。 

 児童・母子福祉の充実は、少子化の中にあっても、子どもがのびのびと育つよう、地域全体で児童を

育てるための多様な保育サービスを実施してまいります。併せて、子どもを安心して生み育てることが

できるよう、こども医療費助成を引き続き実施し、各種福祉資金制度の活用促進等を図り、働きながら

子育てをしている皆さんの子育て支援、生活支援等の施策を推進してまいります。保育の安心安全性の

確保、子供の個々の発達に応じた充実した保育の実施と働く親の子育て支援のために保育所の新設整備

を推進してまいります。 

 また、ひとり親家庭の生活支援、経済的支援を推進してまいります。 

 （３）障がい者福祉の充実。 

 障がい者福祉の充実は、障がいのある人が住み慣れた地域で安心して主体的に生活していくために、

その基本的な生活を支える適切なサービスが必要であり、障がいのある人々が社会活動へ積極的に参加

できるよう、自立支援サービスを行ってまいります。 

 （４）高齢者福祉の充実。 

 高齢者福祉の充実については、高齢者をとりまく社会環境はますます複雑化、困難化を深めておりま

す。このような社会状況の中で、人間としての尊厳を持ち、健康で安心して在宅で生活ができるよう、

支援事業・介護予防事業等必要施策を講じてまいります。 

 （５）保健医療施策の充実。 

 本村は全国でも長寿の村として知られておりますが、働き盛りの年齢層の健康、生活の実態から今後

とも長寿村を継続できるか厳しいものがあります。よって、健康づくり推進協議会と連携を密にして

「健康・長寿沖縄一を再び」を合い言葉に地域住民に密着した総合的な健康づくり対策を積極的に推進
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してまいります。 

 また、村民が安心して受診できる地域医療体制を確立するために、結の浜に開設した村立診療所・村

立歯科診療所を十分に活用し村民の健康増進を図ります。 

 （６）国民健康保険の充実。 

 国民健康保険財政の健全化に向け、収納率の向上を図るとともに、健全な保険制度活用のため、相談

体制の充実を図り、村民の国民健康保険制度への理解と意識の高揚を図ってまいります。 

 また、特定検診の受診率の向上と特定保健指導の充実を図り疾病の予防と医療費の縮減を図ってまい

ります。 

 ４、心豊かな文化の薫り高い村づくり。 

 （１）学校教育の振興。 

 本村の幼児・児童・生徒の、公正公平な教育を保障すると共に、個々の発達段階に応じた教育を推進

する必要があります。そのため、人材の確保と施設や教材備品等を整備し教育環境の充実を図り、家

庭・地域と連携することにより、より一層の教育効果を高め、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな

体」の育成を積極的に推進してまいります。 

 地域人材を活用し地域全体で学習やクラブ活動の学校教育活動を支援し、教員が一層教育活動に力を

注ぐことができるよう、中学校支援地域本部事業を継続実施してまいります。 

 学校生括や学習上の困難をもつ特別に支援を要する児童生徒に対し、学校生活上の介助や学習指導上

の支援等を行うための特別支援教育支援員を配置し、児童生徒一人一人の教育の保障に努めてまいりま

す。 

 中学校に於いては、思春期多感な年齢にあり、心のケアが学力面にも大きく影響をしていくことから

スクールカウンセラーを配置し、学校生活上の様々な課題をサポートできるよう継続配置していきます。

併せて、教育相談員を引き続き配置し、多様化する子どもたちや保護者の相談へ速やかに対処する体制

を築いてまいります。 

 生活保護世帯や非課税世帯等生活が困窮している世帯に対し就学援助事業を継続実施いたします。 

 安全・安心な子どもの活動拠点や居場所を小学校に設け、地域の方々の参画を得て、学習活動やス

ポーツ・文化芸術活動、地域住民との交流活動等の機会を提供する放課後子どもプラン推進事業を引き

続き支援してまいります。 

 また、東日本大震災の教訓から、避難通路の確認や海抜表示など防災訓練の実施の強化など、安心安

全な学校作りに努めてまいります。 

 外国語教育・国際理解教育については、ＡＬＴ（外国語指導助手）を幼稚園・小学校・中学校に配置

し、引き続きその充実を図ってまいります。 

 幼稚園における幼児教育は、人格形成を培う最も重要な時期であることを鑑み、個人の個性を重視し

た教育計画の基、健やかな成長に資する良好な環境の整備を図ると共に、安心安全な子育て支援をする

ため預かり保育を継続実施いたします。生活保護世帯や非課税世帯等に対し負担軽減支援といたしまし

て幼稚園就園奨励事業を引き続き実施いたします。幼保一体化については、国の動向を見極めながら、

適切に対応してまいります。 

 学校給食については、子ども達の健全な発育と健康管理のため、栄養バランスの取れた安心・安全な

給食作りに努めてまいります。又、学校給食を生きた教材として「長寿の里」に繋げられる食習慣の形
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成ができるよう食育の充実を図ってまいります。 

 懸案となっている中学校の移転問題や小学校の統廃合の課題等について、村民へ丁寧に説明し、合意

形成を図りつつ本村学校の望ましい在り方の方針を固めてまいりたいと思います。 

 （２）生涯学習の振興。 

 今回で20回目を迎える「体験の翼交流事業」は、児童生徒に沖縄と異なる福島県の雪国の自然、地域、

歴史や文化に触れ、心豊かでたくましい児童生徒の人材づくりの一環として、引き続き実施してまいり

ます。 

 「わんぱく体験団」事業は、大宜味村の自然や文化を見たり、触たりして、実体験活動を通して生き

る力を育みジュニアリーダーの育成に取り組んでまいります。 

 平成19年に設置された人材育成基金を有効活用し、夏休み期間中における海外短期留学学生派遣事業

として中・高生徒の派遣し、国際性豊かな人材の育成を推進してまいります。平成23年度に派遣した高

校生一名が平成24年度アメリカのセントジョーンズ大学に奨学生として入学するという素晴らしい実績

もここで報告をしておきたいと思います。 

 育英資金貸付事業も積極的に活用し、より多くの子ども達が学びへの意識が高められるよう支援して

まいります。 

 （３）地域文化の振興。 

 地域文化芸術活動の振興については、展示会や芸能祭などのイベントを開催し、村民の芸能活動を支

援してまいります。 

 文化財保護行政については、「喜如嘉の芭蕉布」や「塩屋湾のウンガミ」、「旧大宜味村役場庁舎」

や「大宜味村の猪垣」など国指定４件、県指定３件、村指定２件の指定文化財、そのほかにも地域に残

る民俗芸能等、私たちの祖先が長い歴史の中で築き上げてきた文化遺産が数多く存在します。 

 これらの文化遺産の積極的な保護・継承・発展に努めてまいると共に、新たな文化遺産の指定保護業

務、文化財の公開・活用に努めてまいります。 

 （４）スポーツ・レクリエーションの充実。 

 日常生活の中で積極的に健康づくり、体力づくりの機運を高め「健康長寿のいきいき輝く文化の村」

づくりに努めてまいります。 

 新緑のやんばる路を多くのランナーが走り、交流を深める34回目を迎える歴史ある塩屋湾一周トリム

マラソン大会の成功に向け取り組んでまいります。夜間照明施設、クラブハウス、学校体育施設の有効

利用を促進し、村民の健康づくりを推進してまいります。 

 本年７月20日～22日に開催される国民体育大会第32回九州ブロック大会のボート競技が塩屋湾で行わ

れる大会の成功に向け関係機関・団体等と連携を緊密にした取組をし、地域活性化につながるように取

組んでまいります。 

 結の浜交流広場用地（総合運動公園）の施設整備については、結の浜公園・スポーツ拠点整備検討委

員会での検討結果に沿って関係機関と連携し推進してまいります。 

 （５）村史編纂について。 

 村史編纂業務につきましては、平成23年７月19日に村史編纂委員会から第２次大宜味村史編纂基本計

画について答申がなされ、それを受けて７月25日に「新大宜味村史編さん基本計画」を策定致しました。

新村史の発行は前期・中期・後期に分けて10年計画で行い、平成24年度～26年度を前期とし、「大宜味
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の戦争証言集」編、「シマジマ」普及版、「シマジマ」編の発行、平成27年度～30年度を中期とし、

「人と自然」編、「移民・出稼ぎ」編、「民俗・ことば」編、「写真集」の発行、平成31年度～33年度

を後期とし、「通史」編、「村史普及版」、「資料」編の発行を計画しております。発行に際しては各

編ごとに専門部会を設置して作業を進めることにしております。 

 新村史編さん基本計画に基づき平成23年度は「戦争専門部会」と「シマジマ専門部会」の二つの部会

を発足させ、戦争体験証言の記録や17集落の資料収集等を行っております。平成24年度につきましては、

平成23年度の作業の成果を受け17集落の歴史、文化、産業、等を紹介する「シマジマ」普及版の発行を

予定しております。更に戦争体験証言についても更なる記録を行い、「大宜味の戦争証言集」編の平成

25年度発行に向けての編集作業を進めてまいります。 

 ５．安心・安全な村づくり。 

 （１）道路の整備。 

 昨年度において、橋梁の長寿命化修繕計画の策定に伴い、管理する道路橋の現況を把握し、道路の安

全性信頼性を確保してまいります。 

 （２）水道の整備。 

 水道は、村民が健康で文化的な生活を営み社会経済活動を支える重要な役割を果たしております。本

年度も水の安定供給を図るために、老朽管や施設等整備を実施してまいります。また維持管理及び健全

運営にも一層の取組をしてまいります。 

 （３）下水道の整備。 

 生活環境の改善及び公共水域の水質保全を図り快適な住環境を創造する目的で進めてきました下水道

整備事業も昨年度供用を開始しております。安心な利用を提供できるよう管理運営には十分な取組をし

てまいります。 

 （４）公営住宅の整備。 

 村内における住宅事情の緩和と村民福祉の向上を図り、若者の村内定着を促進し過疎対策に資するた

め事業推進してまいりました村営住宅も、現在162戸の整備となっております。今後においては、より

過疎対策に繋がる定住促進的な村営住宅の建設を推進する必要があり、実現に向け関係機関との調整も

進めてまいります。また、老朽化している村営住宅の修繕、改修を行い安心・安全な生活環境の整備を

図ってまいります。 

 （５）港湾の整備。 

 塩屋湾については、港湾指定廃止等の検討も踏まえて、本来の港湾整備や水産業の利活用も視野にお

いて、整備に向けて関係機関へ要請をしてまいります。 

 （６）快適な生活環境の推進。 

 一般廃棄物処理基本計画の改訂に伴い、村民の生活環境を資源循環の視点から見直し、環境意識の啓

発とゴミの減量化・再利用、ゴミの分別収集の徹底や各種団体の資源ゴミ回収を奨励し、リデュース・

リユース・リサイクルに基づいた３Ｒを推進していくために、村民・事業者・行政の３者が適切な役割

分担と協働により「循環型社会」の構築に向けてまいります。 

 し尿処理については、公共用水域の水質汚濁の防止及び公衆衛生の向上を図るため合併処理浄化槽へ

の転換整備促進、維持管理の指導を行ってまいります。 
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 （７）消防・防災の推進。 

 村民の生命・身体及び財産の保護を目的に平成21年度に策定しました大宜味村地域防災計画に添って、

安心・安全な村づくりを推進しています。 

 昨年３月11日に発生した東日本大震災は、これまでの防災に対する考えを根本から覆すものでした。

防災計画の見直しや災害に対処していくには、「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識と心構

えを持ち、地域連帯意識を強め、地域住民が主体的に防災活動を行う体制の構築が必要であり、特に、

自主防災組織は防災・減災に有効なもので、自主防災組織の立ち上げを積極的に推進してまいります。

自主防災組織及び県との協働での、避難訓練等を推進してまいります。また、消防団をはじめ地域住民

が初期消火等を迅速に実施できるよう消化栓等の消防設備整備に向け検討してまいります。 

 消防組織の県統一広域化については、沖縄県消防広域化協議会に参加し、推進してきましたが、県を

中心とする議論の場で仕切り直す動きになっております。消防救急デジタル無線及び消防指令センター

整備については、推進してまいります。 

 防災無線の整備については、県が進めてきましたデジタル化整備事業が、村内で効率的により充実し

た運用ができるよう、県事業の対象区域外についても現在進めている村事業を引き続き行ってまいりま

す。 

 （８）情報通信の整備。 

 北部広域ネットワーク施設整備事業によるブロードバンド化は、情報格差が大幅に改善され、役場の

各種事業やネットワーク、小中学校の授業に幅広く利用されています。さらに、民間開放により多くの

個人・法人が加入利用されています。今後とも、情報通信の高速化と民間への普及を推進してまいりま

す。 

 施策課題について。 

 沖縄県祖国復帰40年を迎え、これまで様々な振興事業や補助金等が導入され、道路等のインフラ整備

においては、確かな豊かさが実感できるようになりましたが、しかし、まだ多くの施策に課題がありま

す。北部連携促進事業や沖縄振興特別推進交付金（仮称）を有効に活用し、村民の意向に沿った施設の

実現等諸課題解決に取り組んでまいります。 

 沖縄電力の風力発電設備の建設については、大宜味村地域新エネルギービジョンに基づき推進してき

ました。村民から、健康への影響等を心配する声があることから、健康不安解消に向け、再生可能エネ

ルギー講演会等を行ってきました。今後とも、村民へ再生可能エネルギーについての必要性などを説明

するとともに、沖縄電力と被害防止に関する協定を結び、沖縄県と協力して推進してまいります。 

 また、24年度は、復帰40周年事業の展開、国民体育大会九州ブロック大会のボート競技、全国椿サ

ミット沖縄大会が開催されます。それらの催しが円滑に行われ成功できますよう村民のご理解とご協力

をお願い申し上げます。 

 以上、各種施策について申し上げましたが、「健康長寿のいきいき輝く文化の村」実現に向け、みな

さまのなお一層のご理解とご協力を心からお願い申し上げ、平成24年度の施政方針といたします。 

平成24年３月８日   

大宜味村長 島袋義久 

 以上、長々大変失礼いたしました。ありがとうございました。 

○ 議長（金城 勇） これで平成24年度村長所信表明を終わります。 
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○ 議長（金城 勇） 休憩します。 

（午前１０時５９分） 

 

○ 議長（金城 勇） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時０７分） 

 

◎同意第１号の上程、説明 

○ 議長（金城 勇） 日程第６ 同意第１号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題と

します。 

 本件について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） 同意第１号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 大宜味村固定資産評価審査委員会の委員に次の者を選任したいので、同意を求める。 

 住 所  大宜味村字大兼久103番地 

 氏 名  前田 正則 

      昭和26年６月17日生 

平成24年３月８日提出 

大宜味村長 島袋義久 

提案理由 

 地方税法第423条第３項の規定により、同意を求める。 

 なお、履歴書を添付してございますので御参照いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

以上です。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 

 

◎同意第２号の上程、説明 

○ 議長（金城 勇） 日程第７ 同意第２号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題と

します。 

 本件について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） 同意第２号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 大宜味村固定資産評価審査委員会の委員に次の者を選任したいので、同意を求める。 

 住 所  大宜味村字塩屋564番地 

 氏 名  古波蔵 武 

      昭和27年２月26日生 

平成24年３月８日提出 

大宜味村長 島袋義久 
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提案理由 

 地方税法第423条第３項の規定により、同意を求める。 

 なお、履歴書を添付してございますので御参照いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 

 

◎同意第３号の上程、説明 

○ 議長（金城 勇） 日程第８ 同意第３号 教育委員会委員の任命についてを議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） 同意第３号 教育委員会委員の任命について 

 大宜味村教育委員会委員に次の者を任命したいので、同意を求める。 

 住 所  大宜味村字大宜味582番地１ 

 氏 名  涌井 充雄 

      昭和24年９月３日生 

平成24年３月８日提出 

大宜味村長 島袋義久 

提案理由 

 委員の任期満了に伴い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、同意

を求める。 

 なお、履歴書を添付してございますので御参照いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 

 

◎諮問第１号の上程、説明 

○ 議長（金城 勇） 日程第９ 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者に次の者を推薦したいので、意見を求める。 

 住 所  沖縄県国頭郡大宜味村字田嘉里171－２ 

 氏 名  池原 伸子 

      昭和24年５月18日生 

平成24年３月８日提出 

大宜味村長 島袋義久 

提案理由 

 人権擁護委員法第６条第３項の規定により、意見を求める。 

 なお、履歴書を添付してございますので御参照いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 

 



- 19 - 

 

◎議案第３号の上程、説明 

○ 議長（金城 勇） 日程第10 議案第３号 沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議につ

いてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） 議案第３号 沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第291条の３の規定により、沖縄県介護保険広域連合規約を次の

とおり変更する。 

平成24年３月８日提出 

大宜味村長 島袋義久 

 沖縄県介護保険広域連合規約の一部を変更する規約 

 沖縄県介護保険広域連合規約（平成14年沖縄県指令企第363号－第369号）の一部を次のとおり変更す

る。 

 第６条中「中頭郡北谷町」を「中頭郡読谷村」に改める。 

 附則 

 この規約は、広域連合長が規則で定める日から施行する。 

提案理由 

 沖縄県介護保険広域連合の事務所の位置の変更に伴い、沖縄県介護保険広域連合規約を変更するため、

地方自治法第291条の11の規定に基づき、関係地方公共団体の議会の議決が必要である。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 

 

◎議案第４号の上程、説明 

○ 議長（金城 勇） 日程第11 議案第４号 国頭地区行政事務組合規約の変更に関する協議につい

てを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） 議案第４号 国頭地区行政事務組合規約の変更に関する協議について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条の規定により、国頭地区行政事務組合規約の一部を次の

とおり変更する。 

平成24年３月８日提出 

大宜味村長 島袋義久 

 国頭地区行政事務組合規約の一部を変更する規約 

 国頭地区行政事務組合規約（昭和55年沖縄県指令総第200号）の一部を次のとおり変更する。 

 第５条の次に次の１条を加え、同条の見出しとして「（駐在所）」を付する。 

 （駐在所） 

 第５条の２ 国頭村に駐在所を置く。 
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 附則 

 この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行する。 

提案理由 

 消防吏員駐在所を設置することに伴い、国頭地区行政事務組合規約を変更するため、地方自治法第

290条の規定に基づき議会の議決が必要である。 

 よろしくお願いいたします。以上です。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 

 

◎議案第５号の上程、説明 

○ 議長（金城 勇） 日程第12 議案第５号 大宜味村総合計画策定条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） 議案第５号 大宜味村総合計画策定条例 

 上記の議案を別紙のとおり提出する。 

平成24年３月８日提出 

大宜味村長 島袋義久 

提案理由 

 総合的かつ計画的な村政の運営を図るため、総合計画の策定に必要な事項を定める必要があり、この

案を提出する。 

 なお、内容につきましては、担当課長から説明させますのでよろしくお願いいたします。 

○ 議長（金城 勇） 企画観光課長。 

 （島袋幸俊企画観光課長 登壇） 

○ 企画観光課長（島袋幸俊） では大宜味村総合計画策定条例の内容について、概略説明します。 

 全体を８条から構成になっています。 

 第１条で趣旨を、この条例は、総合計画の策定に必要な事項を定めるとしています。 

 第２条で用語の定義をしています。 

 第３条では、策定するときあらかじめ大宜味村総合計画審議会に諮問すると定めています。 

 第４条で基本構想を策定するときは、議会の議決を経ると定めています。 

 第８条で必要な事項を村長が定めるとしております。 

 附則で施行期日を平成24年４月１日としています。 

 以上です。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 

 

◎議案第６号の上程、説明 

○ 議長（金城 勇） 日程第13 議案第６号 大宜味村総合開発審議会条例を廃止する条例を議題と

します。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 
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○ 村長（島袋義久） 議案第６号 大宜味村総合開発審議会条例を廃止する条例 

 上記の議案を別紙のとおり提出する。 

平成24年３月８日提出 

大宜味村長 島袋義久 

提案理由 

 総合計画審議会条例を制定することに伴い廃止する必要があり、この案を提出する。 

 大宜味村総合開発審議会条例を廃止する条例 

 大宜味村総合開発審議会条例（昭和49年条例第19号）は、廃止する。 

 附則 

 この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 

 

◎議案第７号の上程、説明 

○ 議長（金城 勇） 日程第14 議案第７号 大宜味村総合計画審議会条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） 議案第７号 大宜味村総合計画審議会条例 

 上記の議案を別紙のとおり提出する。 

平成24年３月８日提出 

大宜味村長 島袋義久 

提案理由 

 総合計画について、村長の諮問に応じ、審議するための審議会を設置する必要があり、この案を提出

する。 

 なお、内容につきましては、担当課長から説明させますのでよろしくお願いします。 

○ 議長（金城 勇） 企画観光課長。 

 （島袋幸俊企画観光課長 登壇） 

○ 企画観光課長（島袋幸俊） 大宜味村総合計画審議会条例について説明します。 

 これまで議案第６号で提案されました廃止前の大宜味村総合開発審議会条例で総合計画を審議してき

ました。そういうこともありまして、条例名を検討して、今回の大宜味村総合計画審議会条例に変えて

おります。 

 また総合開発審議会条例では、見出しがある条とない条、そのあたりも整備をしております。審議会

の招集を村長が行うとなっておりましたが、今条例では審議会の会長に変えております。庶務を企画観

光課において処理するという形で整備しております。 

 提案しておりますこの条例の第５条の第１項で審議会は会長が招集するということになっているんで

すが、招集の「ショウ」がてへんが抜けておりますので、訂正して提案していきたいと思います。 

 以上です。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 
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◎議案第８号の上程、説明 

○ 議長（金城 勇） 日程第15 議案第８号 大宜味村税条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） 議案第８号 大宜味村税条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を別紙のとおり提出する。 

平成24年３月８日提出 

大宜味村長 島袋義久 

提案理由 

 地方税法等の一部を改正する法律が平成23年12月に公布されたことに伴い税条例の一部を改正する必

要があるのでこの案を提出する。 

 なお、内容につきましては、担当課長から説明させますのでよろしくお願いします。 

○ 議長（金城 勇） 財務課長。 

 （神里富松財務課長 登壇） 

○ 財務課長（神里富松） 議案第８号 大宜味村税条例の一部を改正する条例について概要を説明し

ます。 

 今回の改正は、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な

財源の確保のための臨時的な措置及び東日本大震災に係る雑損控除額等の特例に関する地方税法等の一

部を改正する法律が平成23年12月２日及び12月14日に公布されたことに伴い、税条例の一部を改正して

おります。 

 主な内容ですが、たばこ税の税率を1,000本につき「4,618円」から「5,262円」に、さらにたばこ税

の税率の特例の改正、村民税の分離課税に係る所得割の額の特例等の削除、個人の村民税の均等割に

500円を加算する改正及び東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の改正であります。 

 施行期日は、公布の日からとしておりますが、たばこ税については平成25年４月１日、村民税の分離

課税に係る所得割の額の特例等は平成25年１月１日、個人の村民税の均等割に500円を加算する改正は

平成26年度から平成35年度までの各年度分への適用としております。 

 資料として、新旧対照表を添付しておりますので御参照ください。よろしくお願いします。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 

 

◎議案第９号の上程、説明 

○ 議長（金城 勇） 日程第16 議案第９号 大宜味村財産形成基金条例の一部を改正する条例を議

題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） 議案第９号 大宜味村財産形成基金条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を別紙のとおり提出する。 
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平成24年３月８日提出 

大宜味村長 島袋義久 

提案理由 

 字句及び基金の運用指針を整備するため、この案を提出する。 

 なお、内容につきましては、担当課長から説明させますのでよろしくお願いします。 

○ 議長（金城 勇） 財務課長。 

 （神里富松財務課長 登壇） 

○ 財務課長（神里富松） 議案第９号 大宜味村財産形成基金条例の一部を改正する条例について概

要を説明します。 

 今回の改正は、第１条において字句の削除及び第７条の基金の運用指針において、公用施設の整備の

規定を明確にするための改正としております。 

 なお、施行期日を公布の日としております。 

 資料として、新旧対照表を添付していますので御参照ください。よろしくお願いします。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 

 

◎議案第１０号の上程、説明 

○ 議長（金城 勇） 日程第17 議案第10号 大宜味村企業支援賃貸工場の設置及び管理に関する条

例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） 議案第10号 大宜味村企業支援賃貸工場の設置及び管理に関する条例 

 上記の議案を別紙のとおり提出する。 

平成24年３月８日提出 

大宜味村長 島袋義久 

提案理由 

 本村への企業進出、創業企業等を支援する大宜味村企業支援賃貸工場を設置することに伴いこの案を

提出する。 

 なお、内容につきましては、担当課長から説明させますのでよろしくお願いします。 

○ 議長（金城 勇） 企画観光課長。 

 （島袋幸俊企画観光課長 登壇） 

○ 企画観光課長（島袋幸俊） 主な内容について説明します。 

 全部で19条からなります。 

 第１条は、目的をうたい、企業進出地場産業の育成を図り、創業企業等支援のため賃貸工場を設置す

ることの必要な事項を定めるとしています。 

 第２条で名称を大宜味村企業支援賃貸工場、位置を大宜味村字塩屋1306番地の３とし、第３条で使用

者を公募することと定義しています。 

 第４条で大宜味村内に事務所を設置できるものを要件の一つとしています。 

 第８条で使用期間を10年を上限とし、更新ができるよう規定しています。 
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 第11条で使用料をトップライト仕様、１室23万7,000円。それ以外、１室21万1,000円と定め、５年以

内の減額や２室以上の使用の場合の減額ができるよう定めています。 

 附則で公布の日から施行するとうたっています。 

 また施行規則を説明資料として提出していますので、ごらんいただきたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 

 

◎議案第１１号の上程、説明 

○ 議長（金城 勇） 日程第18 議案第11号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） 議案第11号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

 上記の議案を別紙のとおり提出する。 

平成24年３月８日提出 

大宜味村長 島袋義久 

提案理由 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行

に伴い、関係条例を整備する必要があるのでこの案を提出する。 

 なお、内容につきましては、担当課長から説明させますのでよろしくお願いします。 

○ 議長（金城 勇） 総務課長。 

 （島袋一道総務課長 登壇） 

○ 総務課長（島袋一道） 議案第11号、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権一括法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

の説明をいたします。 

 第１条の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例については、地域主権一括法による地方自治法の改

正に伴う総合計画策定条例と、総合計画審議会条例の制定により改正するものです。 

 第２条の大宜味村立公民館に関する条例については、地域主権一括法による社会教育法の改正に伴う

公民館運営審議会に関して改正するものです。 

 第３条と第４条、土地改良関係の条例については、地域主権一括法による土地改良法の改正に伴う準

用、引用条項を改正するものです。 

 第５条の大宜味村営住宅に関する条例については、地域主権一括法による公営住宅法の改正に伴い、

附則に読替規定を加える改正をするものです。 

 当地域主権の一括法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の施行日は、平成24年４月１日から施

行することを附則に記しております。 

 なお、それぞれ新旧対照表が説明資料にありますので、お目通し願いたいと思います。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 
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◎議案第１２号の上程、説明 

○ 議長（金城 勇） 日程第19 議案第12号 平成23年度大宜味村一般会計補正予算を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） 議案第12号 平成23年度大宜味村一般会計補正予算（第７号） 

 平成23年度大宜味村の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9,668万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ42億5,626万1,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

 第２条 繰越明許費の追加は「第２表繰越明許費補正」による。 

 （債務負担行為） 

 第３条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限

度額は、「第３表債務負担行為」による。 

 （地方債の補正） 

 第４条 地方債の変更は、「第４表地方債補正」による。 

平成24年３月８日提出 

大宜味村長 島袋義久 

 なお、内容につきましては、副村長から説明させますのでよろしくお願いします。 

○ 議長（金城 勇） 副村長。 

 （山城清臣副村長 登壇） 

○ 副村長（山城清臣） 平成23年度大宜味村一般会計補正予算（第７号）の概要を説明いたします。 

 今回の予算の補正は、総額で9,668万3,000円の減額補正となっております。 

 歳入について、主な款で概要を説明いたします。予算書の１ページをお開きください。 

 ７款自動車取得税交付金136万1,000円の減額ですが、県交付見込額の減額によるものであります。 

 11款分担金及び負担金145万3,000円の増額ですが、主に保育料133万2,000円の増額であります。 

 13款国庫支出金2,760万2,000円の減額ですが、主に民生費国庫負担金の子ども手当国庫負担金1,381

万7,000円の減額、障害者自立支援給付費354万5,000円の増額、衛生費国庫補助金の地方改善施設整備

事業補助金1,563万円の減額であります。 

 14款県支出金276万8,000円の増額ですが、主に災害復旧費県補助金の林道災害普及事業750万8,000円

の増額、衛生費県補助金100万7,000円、民生費委託金の子ども手当システム経費委託金189万3,000円の

減額であります。 

 予算書の２ページをお開きください。 

 20款村債7,130万円の減額ですが、主に過疎対策事業費5,150万円、土木費1,400万円、災害復旧事業

費570万円の減額であります。 
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 以上が歳入の主な概要です。 

 続きまして歳出について、主な款で概要を説明いたします。予算書の３ページをお開きください。 

 ２款総務費1,781万2,000円の増額ですが、主に一般管理費の共済費の退職手当にかかる特別負担金

2,367万円の増額、企画費委託料210万9,000円、戸籍住民基本台帳費委託料132万3,000円の減額であり

ます。 

 ３款民生費1,900万4,000円の減額ですが、主に支援費の扶助費676万2,000円の増額、障害者福祉費の

扶助費232万円、老人保護措置費の扶助費227万4,000円、児童福祉費総務費254万1,000円、児童措置費

の委託料189万4,000円、子ども手当1,561万3,000円の減額であります。 

 ４款衛生費6,678万1,000円の減額ですが、主に予備費の予防接種委託料154万6,000円、塵芥処理費の

負担金、補助及び交付金216万5,000円の減額であります。 

 ６款農林水産業費5,880万1,000円の減額ですが、シークヮーサー振興費の需用費等255万8,000円の減

額、林道事業費の喜如嘉林道開設事業を県との調整で見合わせたことによる委託料、工事請負費5,416

万2,000円の減額であります。 

 予算書の４ページをお開きください。 

 ８款土木費3,454万6,000円の減額ですが、主に土木総務費112万6,000円、道路維持費の地方改善施設

整備事業中止による3,050万3,000円、公共下水道費の操出金200万円の減額であります。 

 10款教育費489万1,000円の減額ですが、主に社会教育総務費266万円の減額であります。 

 11款災害復旧費259万1,000円の減額ですが、主に農林水産施設災害復旧費212万1,000円の減額であり

ます。 

 12款公債費107万1,000円の減額ですが、借入期間及び利率の減少により利子207万1,000円の減額であ

ります。 

 予算書の５ページをお開きください。 

 14款予備費を1,324万1,000円増額しております。 

 以上が歳出の主な概要です。 

 予算書の６ページをお開きください。 

 第２表に繰越明許費補正ですが、２款総務費に２件、４款衛生費に１件、６款農林水産業費に３件、

７款商工費に２件、11款災害復旧費に１件としております。 

 予算書の７ページをお開きください。 

 第３表債務負担行為ですが、期間、限度額を定めた２件の補助金を計上しております。 

 予算書の８ページをお開きください。 

 第４表地方債補正ですが、限度額を５億9,115万3,000円から５億1,985万3,000円としております。 

 なお、詳細については、委員会で担当課長等から説明させていただきます。よろしくお願いをいたし

ます。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 

 

◎議案第１３号の上程、説明 

○ 議長（金城 勇） 日程第20 議案第13号 平成23年度大宜味村国民健康保険特別会計補正予算を

議題とします。 
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 本案について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） 議案第13号 平成23年度大宜味村国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 平成23年度大宜味村の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,297万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ６億1,098万2,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」による。 

平成24年３月８日提出 

大宜味村長 島袋義久 

 なお、内容につきましては、副村長から説明させますのでよろしくお願いします。 

○ 議長（金城 勇） 副村長。 

 （山城清臣副村長 登壇） 

○ 副村長（山城清臣） 平成23年度大宜味村国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の概要でござ

います。 

 補正額は2,297万7,000円の減額補正となります。 

 歳入の主な概要を御説明したいと思います。予算書、１ページをお開きください。 

 １款国民健康保険税29万4,000円の増。 

 ４款国庫支出金618万7,000円の減。 

 ５款療養給付費交付金98万円の増。 

 ９款共同事業交付金1,778万9,000円の減。 

 11款繰入金56万2,000円の減。 

 以上が歳入の主な概要です。 

 歳出の主な概要は、予算書、２ページをお開きください。 

 ２款保険給付費458万円の減。 

 ７款共同事業拠出金1,485万1,000円の減。 

 ８款保健事業費79万1,000円の減。 

 12款予備費279万1,000円の減。 

 以上が歳出の主な内容です。 

 なお、詳細については、委員会で担当課長から説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 

 

◎議案第１４号の上程、説明 

○ 議長（金城 勇） 日程第21 議案第14号 平成23年度大宜味村簡易水道事業特別会計補正予算を

議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 
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○ 村長（島袋義久） 議案第14号 平成23年度大宜味村簡易水道事業特別会計補正予算（第６号） 

 平成23年度大宜味村の簡易水道事業特別会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ65万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ２億7,698万7,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

 第２条 地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、

「第２表繰越明許費」による。 

平成24年３月８日提出 

大宜味村長 島袋義久 

 なお、内容につきましては、副村長から説明させますのでよろしくお願いいたします。 

○ 議長（金城 勇） 副村長。 

 （山城清臣副村長 登壇） 

○ 副村長（山城清臣） 平成23年度大宜味村簡易水道事業特別会計補正予算（第６号）の概要を説明

いたします。 

 今回の補正は、総額で65万8,000円の減額補正となっております。 

 歳入の主な概要を説明します。予算書の１ページをお開きください。 

 ３款繰入金65万8,000円の減額ですが、簡易水道一般管理費の減額によるものであります。 

 以上が歳入の概要です。 

 歳出の主な概要を説明します。予算書の２ページをお開きください。 

 第１款簡易水道総務費165万9,000円の減額ですが、主に職員給料と職員手当及び公課費の水道使用料

消費税の減額によるものです。 

 ４款予備費へ100万1,000円増額しております。 

 以上が歳出の概要です。 

 なお、詳細については、委員会で担当課長等から説明させていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

 すみません。第２表の繰越明許費については、727万4,000円の補正でございます。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 

 

◎議案第１５号の上程、説明 

○ 議長（金城 勇） 日程第22 議案第15号 平成23年度大宜味村公共下水道事業特別会計補正予算

を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） 議案第15号 平成23年度大宜味村公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 平成23年度大宜味村の公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
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 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ200万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ865万1,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」による。 

平成24年３月８日提出 

大宜味村長 島袋義久 

 なお、内容につきましては、副村長から説明させますのでよろしくお願いします。 

○ 議長（金城 勇） 副村長。 

 （山城清臣副村長 登壇） 

○ 副村長（山城清臣） 平成23年度大宜味村公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）の概要でご

ざいます。 

 今回の予算の補正は、総額で200万円の減額補正となっております。 

 歳入の主な概要を説明いたします。予算書の１ページをお開きください。 

 ３款繰入金200万円の減額ですが、公共下水道一般管理費の減額によるものであります。 

 以上が歳入の概要でございます。 

 歳出の主な概要を説明いたします。予算書の２ページをお開きください。 

 １款公共下水道事業総務費234万4,000円の減額ですが、主に公共下水道一般管理費の光熱水費と処理

施設管理委託費の減額によるものであります。 

 ４款予備費へ34万4,000円の増額をしております。 

 以上が歳出の主な概要です。 

 なお、詳細については、委員会で担当課長等から説明させていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 

 

◎議案第１６号の上程、説明 

○ 議長（金城 勇） 日程第23 議案第16号 平成23年度大宜味村後期高齢者医療特別会計補正予算

を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） 議案第16号 平成23年度大宜味村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 平成23年度大宜味村の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ68万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ3,698万3,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」による。 
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平成24年３月８日提出 

大宜味村長 島袋義久 

 なお、内容につきましては、副村長から説明させますのでよろしくお願いいたします。 

○ 議長（金城 勇） 副村長。 

 （山城清臣副村長 登壇） 

○ 副村長（山城清臣） 平成23年度大宜味村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について御

説明いたします。 

 補正額68万2,000円の減額補正となります。 

 歳入の主な概要を説明します。予算書、１ページをお開きください。 

 １款後期高齢者医療保険料24万3,000円の増であります。 

 ４款繰入金92万5,000円の減であります。 

 以上が歳入の主な概要です。 

 歳出の主な概要を説明いたします。予算書、２ページをお開きください。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付費68万1,000円の減であります。 

 ４款予備費1,000円の減であります。 

 以上が歳出の主な概要です。 

 なお、詳細については、委員会で担当課長等から説明をさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 

 

◎議案第１７号の上程、説明 

○ 議長（金城 勇） 日程第24 議案第17号 平成24年度大宜味村一般会計予算を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） 議案第17号 平成24年度大宜味村一般会計予算 

 平成24年度大宜味村の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ25億5,826万3,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （地方債） 

 第２条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

 （一時借入金） 

 第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、９億円と定め

る。 

 （歳出予算の流用） 

 第４条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用するこ

とができる場合は、次のとおりと定める。 



- 31 - 

 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不

足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

平成24年３月８日提出 

大宜味村長 島袋義久 

 なお、内容につきましては、副村長から説明させますのでよろしくお願いいたします。 

○ 議長（金城 勇） 副村長。 

 （山城清臣副村長 登壇） 

○ 副村長（山城清臣） 説明いたします。 

 平成24年度一般会計予算の概要を説明いたします。 

 予算総額は25億5,826万3,000円で、前年度予算額25億1,360万4,000円に対し、4,461万9,000円の増額

で、対前年度比1.8％の伸びとなっております。 

 歳入について、主な款で御説明します。 

 予算書の１ページをお開きください。 

 １款村税ですが、１億7,134万7,000円で対前年度マイナス218万円となっております。主なものとし

て、村民税216万2,000円の増額、固定資産税393万3,000円の減額となっております。 

 ６款地方消費税交付金、７款自動車取得税交付金において、それぞれ対前年度マイナス138万円、120

万2,000円となっております。 

 予算書の２ページをお開きください。 

 ８款地方特例交付金ですが、15万9,000円で対前年度比マイナス489万4,000円となっております。 

 ９款地方交付税ですが、135万9,000円で、対前年度マイナス100万円となっております。 

 11款分担金及び負担金ですが、1,524万7,000円で対前年度256万8,000円の増額となっております。こ

れは民生費負担金の保育料の増額であります。 

 13款国庫支出金ですが、１億6,700万3,000円で対前年度3,871万7,000円の増額となっております。主

なものとして、民生費国庫負担金1,329万5,000円の減額、土木費国庫補助金4,636万3,000円、総務費委

託金580万5,000円の増額となっておりまして、障害者自立支援給付費の増額、子ども手当国庫負担金の

減額、社会資本整備総合交付金及び生物多様性保全活動支援事業委託金の皆増であります。 

 14款県支出金ですが、１億6,250万6,000円で対前年度942万4,000円の増額となっております。主なも

のとして、民生費負担金の障害者自立支援給付費の増額、民生費県補助金の地域支え合い体制づくり事

業交付金の皆増、農林水産業費県補助金の漁村地域整備交付金事業補助金、総務費委託金の選挙費委託

金の増額、他方、衛生費県補助金の不法投棄・散乱ごみ監視等事業補助金、商工費県補助金の緊急雇用

創出事業補助金と、民生費委託金の子ども手当システム経費委託金の皆減となっております。 

 予算書の３ページをお開きください。 

 15款財産収入ですが、1,864万9,000円で対前年度1,482万1,000円の減額となっております。主なもの

として、利子及び配当金の財政形成基金利子、不動産売払収入の結の浜宅地分譲売払用地代の減額と

なっております。 

 17款繰入金ですが、２億2,450万2,000円で対前年度１億1,362万1,000円の増額となっております。な

お、繰入金の内訳ですが、財政調整基金より8,720万円、財産形成基金より１億1,880万円、園芸農業活

性化事業基金より150万円、人材育成基金より205万円、結い基金より16万3,000円、光をそそぐ基金よ
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り328万9,000円、中山間ふるさと農村活性化基金より150万円、水源基金より1,000万円となっておりま

す。 

 18款繰越金ですが、5,000万円で前年度3,000万円の減額となっております。繰越金につきましては、

平成23年度一般会計予算の３月補正後の予備費をおよそ6,000万円としておりましての計上であります。 

 19款諸収入ですが、8,064万円で対前年度3,290万5,000円の減額となっております。主なものとして、

水源基金助成金、水源基金造成積立助成金の減額であります。 

 20款村債ですが、２億1,408万6,000円で対前年度3,041万4,000円の減額となっております。主に過疎

対策事業債の減額であります。 

 以上で歳入の説明を終わります。 

 続きまして、歳出について主な款で説明いたします。 

 予算書の４ページをお開きください。 

 １款議会費ですが、6,425万3,000円で対前年度946万2,000円の減額となっております。主なものとし

て、地方議会議員年金制度の廃止に伴う特別職共済会費の減額であります。 

 ２款総務費ですが、４億2,157万6,000円で対前年度2,780万5,000円の減額となっております。主なも

のとしては、一般管理費の市町村総合事務組合負担金の増額、防災行政無線整備の減額、会計管理費の

増額、企画費の減額、戸籍住民基本台帳費の外国人登録システム委託料の減額、選挙費の増額となって

おります。 

 ３款民生費ですが、５億4,788万円で対前年度144万7,000円の増額となっております。主なものとし

て、社会福祉総務費の委託料の皆増、国民健康保険費の操出金の減額、老人保護措置費の減額、介護保

険費の負担金、補助及び交付金の増額、支援費の扶助費の増額、児童福祉総務費の増額、児童措置費の

子ども手当の減額となっております。 

 ４款衛生費ですが、３億1,472万円で対前年度633万4,000円の減額となっております。主なものとし

て、診療所費の診療所建設関係経費の減額、後期高齢者医療費の負担金、補助及び交付金の増額、塵芥

処理費の不法投棄・散乱ごみ監視等事業の減額となっております。 

 ６款農林水産業費ですが、１億9,480万8,000円で対前年度3,188万2,000円の減額となっております。

主なものとしては、農業委員会費の増額、農業振興費の広告料の皆増、農地費の緊急雇用創出事業の皆

減、シークヮーサー振興費の需用費の減額、林業総務費の減額、林業振興費の委託料の減額、村道事業

費の皆減、漁港建設費の工事請負費の増額となっております。なお、農業振興費の肥料購入補助、シー

クヮーサー振興費の生産助成金は前年度と同額としております。またパインアップル増殖新植奨励特別

支援対策費用はパインアップル育苗管理業務委託料に変えて同額計上しております。 

 予算書の５ページをお開きください。 

 ７款商工費ですが、9,219万円で対前年度6,501万5,000円の増額となっております。主なものとして、

商工業振興費の工事請負費等の皆増、観光費の環境共生型観光地形成支援事業委託料等の減額となって

おります。 

 ８款土木費ですが、２億1,570万7,000円で対前年度１億430万3,000円の増額となっております。主な

ものとして、土木総務費の工事請負費等の減額、道路新設改良費の橋梁及び村道の工事請負費等の増額、

公共下水道費の操出金の増額となっております。 

 ９款消防費は１億3,033万5,000円で対前年度1,969万7,000円の減額となっておりますが、これは、平
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成23年度に実施した消防吏員駐在所建設費、小型動力ポンプ付水槽車相当分の減額、給与、共済費等の

増額であります。 

 10款教育費ですが、２億4,569万円で対前年度390万4,000円の減額となっております。主なものとし

て、事務局費の事務賃金の増額、教師用教科書・指導書・指導教材等の減額、統計調査費の皆減、学校

管理費の特別支援教育支援員賃金の減額、文化財保護費の全国重要無形文化財保持団体協議会補助金の

皆減、学校給食費の備品購入費の増額であります。 

 予算書の６ページをお開きください。 

 12款公債費ですが、２億6,115万1,000円で対前年度68万1,000円の増額となっております。主なもの

として、利子の増額となっております。 

 13款諸支出金ですが、4,443万5,000円で対前年度2,594万4,000円の減額となっております。主なもの

として、財政調整基金積立金、財産形成基金積立金、水源基金積立金の減額となっております。 

 14款予備費は、2,379万8,000円で対前年度213万7,000円の減額となっております。 

 以上で歳入歳出予算の概要の説明を終わります。 

 なお、７ページに起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法を掲げた第２表地方債を記載

しておりますので御参照ください。 

 それから８ページから169ページにわたり、事項別明細書となっておりますので御参照ください。 

 さらに170ページに債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額また

は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書、170ページ、地方債の現在高調書を、

そして172ページには給与費明細書を載せておりますので御参照ください。 

 詳細については、委員会で各課長等から説明させたいと思いますのでよろしくお願いをいたします。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 

 

◎議案第１８号の上程、説明 

○ 議長（金城 勇） 日程第25 議案第18号 平成24年度大宜味村国民健康保険特別会計予算を議題

とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） 議案第18号 平成24年度大宜味村国民健康保険特別会計予算 

 平成24年度大宜味村の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５億8,648万9,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

 第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１億円と定め

る。 

 （歳出予算の流用） 

 第３条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用するこ

とができる場合は、次のとおりと定める。 
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 （１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費

の各項の間の流用。 

平成24年３月８日提出 

大宜味村長 島袋義久 

 なお、内容につきましては、副村長から説明させますのでよろしくお願いいたします。 

○ 議長（金城 勇） 副村長。 

 （山城清臣副村長 登壇） 

○ 副村長（山城清臣） 平成24年度大宜味村国民健康保険特別会計予算の概要について説明をいたし

ます。 

 歳入歳出総額は、５億8,648万9,000円で対前年度117万9,000円の増額で対前年度比0.2％の増額と

なっております。 

 歳入について、款の主な事項で御説明したいと思います。 

 予算書の１ページをお開きください。 

 １款国民健康保険税は、6,794万7,000円で対前年度132万1,000円の減額となっております。減額の主

なものとして、一般被保険者国民健康保険税の減でございます。 

 ４款国庫支出金は、２億1,238万2,000円で対前年度26万円の増額となっております。増額の主なもの

として、療養給付費負担金の増となっております。 

 ５款療養給付費交付金は、2,217万6,000円で対前年度712万9,000円の増額となっております。 

 ６款前期高齢者交付金は、5,433万9,000円で対前年度262万4,000円の減額となっております。 

 ７款県支出金は、3,225万円で対前年度38万4,000円の減額となっております。 

 ９款共同事業交付金は、１億355万5,000円で対前年度174万2,000円の増額となっております。減額の

主なものとして、高額療養費共同事業交付金の増となっています。 

 次に予算書の２ページをお開きください。 

 11款繰入金は、7,849万7,000円で対前年度449万7,000円の減額となっております。主なものとしては、

財政安定化支援事業繰入金の減となっております。 

 続きまして歳出の説明をいたします。 

 予算書の３ページをお開きください。 

 １款総務費は、370万1,000円で対前年度44万円の減額となっております。減額の主なものとして、一

般管理費の減でございます。 

 ２款保険給付費は、３億5,602万円で対前年度377万8,000円の減額となっております。主なものとし

て、療養給付費の減でございます。 

 ３款後期高齢者支援金等は、6,027万7,000円で対前年度503万4,000円の増額となっております。 

 ５款老人保健拠出金は、8,000円で前年度同額でございます。 

 ６款介護納付金は、3,816万6,000円で対前年度６万1,000円の減額となっております。 

 ７款共同事業拠出金は、１億1,007万2,000円で前年同額です。 

 次に予算書の４ページをお開きください。 

 ８款保健事業費は、750万9,000円で対前年度13万円の減額となっております。 

 なお、詳細については、委員会で担当課長から説明させたいのでよろしくお願いいたします。 
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○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 

 

◎議案第１９号の上程、説明 

○ 議長（金城 勇） 日程第26 議案第19号 平成24年度大宜味村簡易水道事業特別会計予算を議題

とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） 議案第19号 平成24年度大宜味村簡易水道事業特別会計予算 

 平成24年度大宜味村の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億6,308万3,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （地方債） 

 第２条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

 （一時借入金） 

 第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000万円と定

める。 

 （歳出予算の流用） 

 第４条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用するこ

とができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不

足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

平成24年３月８日提出 

大宜味村長 島袋義久 

 なお、内容につきましては、副村長から説明させますのでよろしくお願いします。 

○ 議長（金城 勇） 副村長。 

 （山城清臣副村長 登壇） 

○ 副村長（山城清臣） 平成24年度大宜味村簡易水道事業特別会計予算の概要について説明をいたし

ます。 

 予算総額は、１億6,308万3,000円で対前年度１億935万2,000円の減額で、対前年度比40.1％減となっ

ております。 

 歳入について、款の主な事項で御説明したいと思います。 

 予算書の１ページをお開きください。 

 ２款国庫支出金は、912万8,000円で対前年度6,087万2,000円の減額となっておりまして、これは水道

施設整備補助金でございます。 

 ３款繰入金は、一般会計より繰入金8,119万2,000円で対前年度32万円の減額となっております。 

 ４款繰越金は、100万円で対前年度同額となっております。 
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 ５款諸収入は、700万3,000円で対前年度1,800万円の減額となっておりまして、これは水源基金助成

金の事業費減でございます。 

 ６款村債は、450万円で対前年度3,050万円の減額でございます。 

 続きまして歳出の説明をいたします。 

 予算書の２ページをお開きください。 

 １款簡易水道総務費は、6,787万円で対前年度1,799万8,000円の減額となっております。減額の主な

原因として、水源基金事業による工事費の減額となっております。 

 ２款簡易水道事業費は、1,371万2,000円で対前年度9,129万8,000円の減額となっております。減額の

主な要因は水道施設整備事業費の減額でございます。 

 ３款公債費は、8,100万1,000円で対前年度5,600万円の減額でございます。 

 以上で歳入歳出予算の概要の説明を終わります。 

 なお３ページに、第２表の地方債を記載しておりますので御参照ください。 

 さらに14ページ以降に、地方債の現在高調書等を添付しておりますので御参照ください。 

 詳細については、委員会で担当課長から説明させたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 

 

◎議案第２０号の上程、説明 

○ 議長（金城 勇） 日程第27 議案第20号 平成24年度大宜味村公共下水道事業特別会計予算を議

題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） 議案第20号 平成24年度大宜味村公共下水道事業特別会計予算 

 平成24年度大宜味村の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,336万3,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

平成24年３月８日提出 

大宜味村長 島袋義久 

 なお、内容につきましては、副村長から説明させますのでよろしくお願いいたします。 

○ 議長（金城 勇） 副村長。 

 （山城清臣副村長 登壇） 

○ 副村長（山城清臣） 説明いたします。 

 平成24年度大宜味村公共下水道事業特別会計予算の概要について説明をいたします。 

 予算総額は、1,336万3,000円で対前年度368万2,000円の増額で、対前年度比38％増の予算となってお

ります。 

 歳入について、款の主な事項で説明したいと思います。 

 予算書の１ページをお開きください。 

 ３款繰入金は、一般会計より繰入金1,190万円で、対前年度262万9,000円の増額となっております。 
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 続きまして歳出の説明をいたします。 

 予算書の２ページをお開きください。 

 １款公共下水道事業総務費は、981万円で対前年度263万4,000円の増額となっております。これは公

共下水道の余剰汚泥処理費発生に伴う管理費の増であります。 

 ３款公債費は、304万5,000円で対前年度104万8,000円の増額でございます。 

 以上で歳入歳出予算の概要の説明を終わります。 

 詳細については、委員会で担当課長から説明をさせたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 

 

◎議案第２１号の上程、説明 

○ 議長（金城 勇） 日程第28 議案第21号 平成24年度大宜味村後期高齢者医療特別会計予算を議

題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） 議案第21号 平成24年度大宜味村後期高齢者医療特別会計予算 

 平成24年度大宜味村の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,748万1,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

平成24年３月８日提出 

大宜味村長 島袋義久 

 なお、内容につきましては、副村長から説明させますのでよろしくお願いいたします。 

○ 議長（金城 勇） 副村長。 

 （山城清臣副村長 登壇） 

○ 副村長（山城清臣） 説明いたします。 

 平成24年度大宜味村後期高齢者医療特別会計予算の概要を説明いたします。 

 予算総額は、3,748万1,000円で対前年度15万3,000円の増額でございます。0.4％の増となった予算で

ございます。 

 歳入について、款の主な事項で御説明したいと思います。 

 予算書の１ページをお開きください。 

 １款後期高齢者医療保険料ですが、1,793万2,000円の計上となっております。主に特別徴収保険料に

よるものでございます。 

 ４款繰入金は、1,937万円を計上しておりまして、一般会計から繰り入れしております。保険基盤安

定繰入金として計上しております。 

 続きまして歳出の説明をいたします。 

 予算書の２ページをお開きください。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金として、3,706万4,000円を計上しております。 

 なお、詳細については、委員会で担当課長から説明させたいと思いますのでよろしくお願いいたし
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ます。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 

 

◎散会の宣告 

○ 議長（金城 勇） 以上で本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これで散会します。 

 御苦労さまでした。 

（午後１２時２９分） 
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平成２４年第３回大宜味村議会定例会会議録 

 

（第２号）平成24年３月12日 

 

１．開議、散会の日時 

開  議（平成24年３月12日 午前10時00分） 

散  会（平成24年３月12日 午後12時55分） 

 

２．出席議員（10名） 

１番議員  大 城 佐 一 ６番議員  前 田   孝 

２番議員  新 城 一 智 ７番議員  安 里 重 和 

３番議員  平 良 英 勝 ８番議員  具志堅 朝 秀 

４番議員  東   武 久 ９番議員  平 良 嗣 男 

５番議員  宮 城 辰 德 10番議員  金 城   勇 

 

３．欠席議員（０名） 

な  し 

 

４．地方自治法第121条の規定により説明のため議場に出席した者の職・氏名は次のとおりである。 

村 長 島 袋 義 久  建設環境課長 山 城   均 

副 村 長 山 城 清 臣  村史編纂室長 米 須 邦 雄 

総 務 課 長 島 袋 一 道  会 計 課 長 山 城 文 子 

財 務 課 長 神 里 富 松  教 育 長 友 寄 景 善 

住民福祉課長 大 城   武  教 育 課 長 大 嶺   実 

企画観光課長 島 袋 幸 俊  
選 挙 管 理 
委員会書記長 

島 袋 一 道 

産業振興課長 新 城   寛  
農業委員会 
局 長 

宮 城 博 俊 

シークヮーサー 
振 興 室 長 

新 城   寛  監査事務局長 宮 城   豊 

 

５．職務のため議場に出席した事務局員の職・氏名は次のとおりである。 

事 務 局 長 宮 城   豊  主 事 松 川 雄 太 
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６．議事日程（第２号） 

日程番号 事件番号 件     名 摘 要 

１  一般質問  
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○ 議長（金城 勇） 起立、昨日３月11日で東日本大震災から１年がたちました。改めて被災され、

犠牲になられた方々の御冥福を祈り、哀悼の意を込めて黙とうしたいと思います。 

(黙とう） 

○ 議長（金城 勇） 黙とう直れ。着席 

 

◎開議の宣告 

○ 議長（金城 勇） おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

 

◎一般質問 

○ 議長（金城 勇） 日程第１ 一般質問を行います。 

 

◇ 平 良 嗣 男 議員 

○ 議長（金城 勇） 通告順により、発言を許します。 

 結の浜、周辺の国道バス停の設置について、平良嗣男議員。 

 ９番 平良嗣男議員。 

○ ９番（平良嗣男） それでは一般質問をさせていただきたいと思います。 

 結の浜周辺の国道バス停の設置について質問をさせていただきたいと思います。結の浜には村営団地、

分譲、そして村立診療所があり、診療所へ行くために塩屋駐在前のバス停より歩いて行くため、高齢者

の方々が大変困っているとのことでありますが、村当局としてどう考えているのか。またバス協会への

要請等が行われているのかどうか。要請されているのであれば、いつごろになるのかお伺いをいたした

いと思います。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） おはようございます。それではただいまの平良嗣男議員の結の浜周辺の国道バ

ス停の設置についてお答えをいたします。 

 これまで結の浜に隣接する国道58号に路線バスの停留所を設置する必要があるため、北部国道事務所

や沖縄県バス協会に手続方法や設置についての問い合わせをしてまいりました。具体的な要請は結の浜

に設置ができ、供用が開始したとき関係機関も対応可能であるとのことから、昨年の10月から11月に結

の浜の診療所に来院者及び村営住宅入居者に対するアンケートを実施しております。その結果は、ほと

んどの方が結の浜に路線バスの停留所を望まれているということでありました。平成24年２月９日に沖

縄バス協会、株式会社琉球バス交通、沖縄バス株式会社へ文書で要請しております。バス停留所の設置

または国道事務所や警察署等との調整の必要がありますが、村としては住民の生活交通の不便を解消す

るため、円滑に調整ができるよう取り組んでまいります。 

○ 議長（金城 勇） ９番 平良嗣男議員。 

○ ９番（平良嗣男） ただいまの答弁においては、バス協会への要請がされているということでござ
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いますので、早急にこれが設置できるようにひとつお願いしたいものであります。やはり病院へ行くと

いうことは、体調が悪いために行くわけですよね。そのためにはああいう遠いところから、老人から行

くと、年輩者から行くと遠いわけです。若い者は近いという感じを持つかもしれないが、このような塩

屋駐在から、または安根のほうから歩いてくる高齢者の皆さん方が多々見られるわけです。そういう中

でやっぱり雨や風がある場合に、大変体調が悪いために行くが、そういう場合に歩いていくということ

は余計体調を崩す。途中で倒れてしまうんじゃないかと、そういうようなこともありますので、早目に

行政の力で設置をしていただくようにお願いをし、早急にそのことを望んでこの件については一般質問

を終わらせていただきます。 

○ 議長（金城 勇） これで結の浜、周辺の国道バス停の設置についての質問を終わります。 

 次に大宜味村入札制度等々について、平良嗣男議員。 

 ９番 平良嗣男議員。 

○ ９番（平良嗣男） それでは大宜味村入札制度等々についてお伺いをいたしたいと思います。 

 国、県、市町村等の入札制度がどうなっているのかお伺いをいたしたいと思います。また最近、県警

より内々に調査等を受けたことは御承知のことと思うが、村長を初め、特別職及び一般職員の規律、業

者等々との飲酒などに関し十分なる注意を図ることも必要かと思うが、どう考えているのかお伺いをい

たしたいと思います。なお、現在、村で執行しています委託業務及び工事関係の入札方法について、法

令、条例ではどのようになっているのか。または業務はどのように行われているのか、あわせてお伺い

をいたしたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） ただいまの平良嗣男議員の御質問にお答えいたします。 

 入札制度あるいは職員規律等につきまして、特に職員規律等については御指摘のとおりでございます。

それでは順を追ってお答えいたしますが、まず国、県、他市町村の入札方法は、平成22年度までに国、

県、政令都市ですべての団体が総合評価方式を導入しております。県内の市町村におきましては、一部

の公共工事で試行的に総合評価方式を導入していますが、大半は指名競争入札であります。職員の規律

の確保につきましては、公務員の信頼の確保、利害関係者等との間の禁止行為、飲酒運転の防止につい

て、年度初めや年末の村長訓示や、課長会議等でも強く指導をしております。本村における入札方法に

つきましては、指名競争入札を実施していますが、公共工事の公平性、透明性を確保するため総合評価

簡易方式を検討しているところであります。現在実施の指名競争入札業務の流れは担当課からの業者選

定依頼を受け、業者選定委員会を経て指名業者を選定しております。以上でございます。 

○ 議長（金城 勇） ９番 平良嗣男議員。 

○ ９番（平良嗣男） 現在は、電子入札とかそういう時代になっていると思うんですがね、国、県は

そういうふうに行っているでしょうけれども、そういうことは承知しているわけですが、談合防止のた

めには行政としてその受け皿はやはり、村長は今あったんだが、つくっておく必要があるでしょうとい

うようなことなんですよね。やはり今回のようないろんなものが出ると、やはりみんなが気をつけて

やっていかないといかんわけだから、行政を通しての入札のあり方というのはしっかりとやっていかな

いと、これはいかないだろうというようなことが第１点であります。ある村においては、工事の予定価

格を事前に公表いたしまして、そして現場説明をなくする。なくするとはどういうことかというと、御
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存じでしょうけれども、業者が集まらない、そういう中で現場説明をなくして、村の最低入札価格を提

示するわけですから、村としてはその最低入札価格を事前に公表して、現場説明をなくするというよう

なことなんですね。どれがいいかわかりませんよ。しかしそういうような事もあるということです。村

の財務規則の第94条を見ると、その財務規定上は最低価格が10分の７から10分の９というふうになって

おりますね。それから見ると、例えば100万円の予定価格であれば、70万円から90万円の範囲になるわ

けです、最低価格が。それから見ると、一つの方法かもしれませんが、もちろん設定価格は村長がいろ

いろやるでしょうけれども、この３択ではどういうふうになるかわかりませんけれども、３つの封筒に

この範囲内でこの価格をつくって、これを入札業者が集まった中でくじを引いてもらうと、そのものを

引く、くじを引いてもらう、一番くじを引いたものがその３択から選んでくじを引くと。これで村長が

決定していくというような方法もあろうかと思います。これはあくまでも決定者は村長ですから、そう

いう中で価格を決定するというような方法もあろうかと思いますが、これは皆さん方がこれから考えて

いけばいいことだと思うんですが、何が言いたいかというと、やはりこれまでいろいろとあったわけで

す。そういうふうな煙がないところに炎は立たないと、疑いがかかるということは何かあるからこうい

うのがあったわけですよね。だからそこら辺をなくすためにも、我々、議員ももちろん襟を正しながら、

村長以下、特別職はもとより、職員もそれは公務員としての規律を正して業務執行に励んでもらわない

といかんじゃないかというふうに思っております。今の若い子供たちは大変すばらしい、本当に一生懸

命頑張っている。そういう子供たちを濁らすことのないように、業務に励んでいただきたいなというふ

うに思います。叱咤激励をしながら、ひとつ皆さんがうたっている、施政方針の中でうたっている職員

の資質の向上でうたっているように公平な業務執行する職員の資質向上に取り組んでいっていただきた

い。皆さんはそういうふうにうたっているわけですから、これは当たり前のことであるし、そこら辺は

皆さん方も公平な職員をつくっていただきたい。そういうことで村民福祉のためにひとつ頑張ってもら

いたいと思いますが、村長の答弁を受けて終わりたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

○ 村長（島袋義久） 最後の部分の職員の公務等については私のほうでお答えいたします。確かに議

員御指摘のとおり、みんなが協働をして、そして村民に公平、公正な立場で業務を実施していかなけれ

ばいけない。そういう意味ではお互いに協力し合うという素地をつくっていくと、それが職場雰囲気を

高めていって、お互いに村民福祉のために取り組んでいこうや、頑張っていこうやという、そういう素

地をつくっていくようにいつも心がけているところでございまして、これから今後も、職員の規律、そ

れはしっかりしていきたい、徹底していきたいという思いがございますので、これからもまた職員が一

緒になって頑張っていきます、一丸となって頑張っていきます。議会の皆さん方の御協力もお願いいた

しまして、決意の一端を申し上げて答弁といたします。 

 失礼しました。ただいまの訓示、やっていけないような行為等については先ほど申し上げましたよう

な禁止行為に当たるようなことは絶対やっていけませんよと、それは意思確認はしているつもりであり

ますし、また今後、こういうことがないようにさらにお互いに協働して進めていきたい、協力していき

たい。絶対ないようにするというような基本的な方針。そしてとりわけ飲酒運転といいますか、そうい

うことについても非常に大宜味村はワーストから数えていけるということですから、特にそういうこと

も含めて、お互いからまず襟を正していきましょうというようなことを常に言っておりますし、またそ

のことをさらに強化していきたいと思います。 
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○ 議長（金城 勇） これで大宜味村入札制度等々についての質問を終わります。 

 次に社会福祉法人一心福祉会の村有地利活用と造成について、平良嗣男議員。 

 ９番 平良嗣男議員。 

○ ９番（平良嗣男） それでは社会福祉法人一心福祉会の村有地の利活用と造成についてお伺いをい

たしたいと思います。平成23年の３月定例議会におきまして一般質問をさせていただきましたが、社会

福祉施設誘致や当時の厚生省社会援護局よりの払い下げ交渉等々については説明をしてきましたが、村

当局として津波1971番地の35の造成等々について、一括交付金を優先に活用していきたいとのことで

あったと思いますが、平成24年度、新年度の予算を見る限り計上されていないが、村としてどういう対

処をする予定なのかお伺いをいたしたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） ただいまの平良嗣男議員の御質問にお答えいたします。 

 御指摘のとおりでございますが、平成23年12月定例会においても新城一智議員の質問にお答えいたし

まして、一括交付金、これ仮称でございますが、その活用をしたいと回答いたしましたことはただいま

議員御指摘のとおりでございます。平成24年度のことについての御指摘がございますが、平成24年１月

において、沖縄県より一括交付金（仮称）の平成24年度要望予定事業調べがありまして、その中に御質

問の事業について平成24年度要望事業として提出をしてあります。ところが現在、一括交付金（仮称）

の交付要綱等がまだ定められていないことと、沖縄振興に資する事業の観点からマッチしないのではな

いかという県からの助言を受けているところでございます。そのため今回の予算、予定事業の決定に

至っておらず、現在の今年度の予算に計上されていないという現状でございます。今後は、さらに県と

調整を図りつつ事業の採択に向けて力いっぱい取り組んでいきたいと思っております。 

○ 議長（金城 勇） ９番 平良嗣男議員。 

○ ９番（平良嗣男） それでは今の一括交付金に関連いたしましてお伺いをいたしたいと思いますが、

まずは先ほど村長からあったように、一括交付金は国の交付金であるわけですね。この制度の設定、例

えば交付要綱等がまだ示されていないというようなことであるので、その件はじゃあどうなっているの

かお伺いしたいなと。交付要綱ができていないというんであれば、それはどうなっているのか、その件

はどうなっているかということをお伺いしたいと思います。また一括交付金要綱が定まらない状況であ

ればですよ。とりあえず町として、私が思うのは財政形成基金を活用して要領が定まったら、それが定

まって使えるんであれば、そこにまた戻すとかというようなことは考えていなかったのか。なお、単独

事業でもやろうという意識がなかったのかどうかということです。そこら辺どういうふうに村長は思っ

ているのかお伺いしたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 財務課長。 

○ 財務課長（神里富松） ただいまの一括交付金の要綱等についてどうなっているかということに対

してお答えしたいと思います。まず平成24年度からの一括交付金、仮称ではあるんですが、沖縄県分で

すね、交付額としては決定されております。去る２月の後半に沖縄県市町村協議会、そこで各市町村の

配分額は決定されております。しかし今、国会で沖縄振興特別措置法、その中に一括交付金等も含まれ

ておりまして、現在審議中であります。この３月中には要綱等が定められるのではないかというふうに

県からも、私たちも聞いております。まだ内容については細かい点は聞かされておりません。ただ沖縄
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県と内閣府あたりではこの交付要綱あたりはある程度詰めたんじゃないかということもあって、こう

いった事業には使えるんじゃないか、こういうふうな事業には使えるんじゃないかみたいなことは聞い

ております。それで今、要望予定事業調べあたりには提出はしているわけですが、何せまだ交付要綱が

決定されていませんので、確実な事業ということはできなくて、予算も一応計上していないということ

でございます。この３月中には決定されるのではないかという県からの意見というか、情報を聞いては

おります。以上です。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

○ 村長（島袋義久） ただいま議員御指摘の中で、この約束いたしました調整、それはどうしても

やっていかなければいけないことであります。そのとき、今回の事業調査の中で１番目にこのことを上

げて調査出してありますけれども、全くだめだという判断ではありませんで、我々はできるだけそうい

うことを使いながら実施をしていきたいと考えておりまして、その線で今回さらにそれを、県との調整

を図る、その一部余地があるという判断を持っておりますので、そこのほうに取り組みをしっかりして

いきたいということで、これから県との調整を重点にしていきたいと思っておりますし、県の一括交付

金もこれに使えないかというようなことも考えながらやっております。他の歳入でできないかという話

については、まず我々は一括交付金の追求をしっかりやってきて、そのあとのことを考えたいというこ

とでございまして、造成についての約束ということについては、これは約束事だと思っておりますので、

実施しなければいけないと思ってはおります。 

○ 議長（金城 勇） ９番 平良嗣男議員。 

○ ９番（平良嗣男） 皆さんも歳入探しは模索していると思うんですが、交付金要綱が定まらないと

きには先ほど言ったように、一括交付金を使ってできるのかできないのか。これを優先的に、村長は一

括交付金を使ってやるという、優先的にやっていくという考えを現在持っていると思うんですが、じゃ

あできなかった場合はどうするかということなんです。その場合には、だから先ほど言ったように単独

予算でもやるのかどうかということですね。村長、私はね、これまでの経過もちょっと申し上げるんだ

が、今の一心福祉会が1982年４月に一心療護園を開設させてきたわけです。そのときに当時の一般会計

予算が15億円なんですよ。その財政の厳しいながら、昭和56年第３回臨時議会、そこで議案第33号とし

て、７月23日の１日間ではあったんですが、そのときに4,000万円の債務負担行為を行っているんです。

これは先人の皆さん方は何としても我が村に福祉施設を誘致したいと、そういう思いと、福祉で村おこ

しをしたいという強い思いがあったからそういうふうな厳しい財政の中でも4,000万円の債務負担行為

を起こしてまででもやってきたわけです。これからいくとね、村長、あなたは政治家として新年度予算

の施政方針、これの福祉分野を見ても造成関連、そういうふうにやるというんであれば、造成等に関し

ても施政方針の中に文言が一言もないでしょう、文言あるべきじゃないですか。これから熱意を持って

やろうという気があるんだったら、それぐらいの文言を入れて推進していきますということぐらいあっ

ていいんじゃないかと思うんですが、そこら辺どういうふうに思っていますか。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

○ 村長（島袋義久） ただいま強い御指摘がございましたが、先ほど来、申し上げましたように、

我々、約束をしたことでございまして、それは実行していきたいと、いくよということであれうが、そ

の予算の裏づけをできるだけ一括交付金を活用して、それを使ってきて期待にこたえられるようなこと

をしたいなと。それが一番実行に近い方法だというふうなことを思いながらでありまして、その後、今、



- 46 - 

 

先ほどおっしゃっていました当時の予算の出し方等も、これは一定しているつもりでありますが、そう

いうことを踏まえながら、独自のことも考えなければいけないと思いますけれども、当面、一括交付金

というものがありますので、そこを追求していきたいということでございます。 

○ 議長（金城 勇） 議員の質問は既に３回になりましたが、会議規則第55条のただし書きの規定に

よって特に発言を許します。 

 ９番 平良嗣男議員。 

○ ９番（平良嗣男） 議長ありがとうございます。村長、今一括交付金の話だけやるわけですけれど

も、じゃあこれでできなかった場合にはどうするんですかということを私は聞きたいわけ。だから村長

はその思いがあるんであれば、私がさっき述べたように、なぜ新年度予算の中にも、施政方針の中にも

村長は政治家としてその施政方針の中の一文字でも文言を入れることができなかったのかということで

す。そういう中であれば、業務遂行もやらすんじゃないかと思っているんです。働く職員としてもやり

やすい、そういうようなことができなかったかということなんです。じゃあこれができなかった場合に

は村長としてどのような予算を探して、歳入を探してやっていくか、そこら辺をはっきり答弁を受けて

終わりたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

○ 村長（島袋義久） ただいまの施政方針への御指摘につきまして、一括交付金が確実にできるとい

う時点でやろうという思いがあったんですが、今、それがさっき申し上げたような状況なので、ちょっ

と今、ここには申し上げられないということで、気持ちといいますか、考え方としてはしっかり持って

いるつもりでございます。それで県のほうの21世紀ビジョンの福祉の分野の中でも、まだこれは確定し

ていませんけれども、平成24年度で確定しますけれども、その中のもので県の交付金や、あるいは県の

事業との関係で一括交付金を入れることができるのかというようなことも考えながら追求しているとこ

ろでございます。そこまでやって、その後、議員がおっしゃっているようなことを考えていくというよ

うな順序で今考えているところでありまして、そう長くだらだらということにはならないと思っており

ます。 

○ 議長（金城 勇） 以上で平良嗣男議員の質問を終わります。 

 

 ◇ 大 城 佐 一 議員 

○ 議長（金城 勇） 次に公共交通機関である路線バスの運行について、大城佐一議員。 

 １番 大城佐一議員。 

○ １番（大城佐一） 交通機関である路線バスの運行について一般質問をしていきたいと思います。 

 現在、村内で運行されている路線バスは辺土名線と川田線の２系統でありますが、利用者の減少によ

り厳しい運行状況でありますが、村内唯一の公共交通機関確保のために、県や村から補助金をバス会社

に交付して運行を維持しているわけですが、今後の継続もそういった不透明な点もありまして、村とし

ては今後の対策としてどのような考えがあるのかお伺いしたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） ただいまの大城佐一議員のバス路線の運行についての御質問にお答えをいたし

ます。 
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 御指摘のとおり、確かに児童生徒あるいは高校生の通学、高齢者や交通手段に不便を囲っている村民

の足の確保のために公共交通機関の路線バスは必要であると考えております。将来においても、生活路

線バスの確保は行っていきたいと考えております。現在、バス会社も経営が厳しい中で、中型車両への

切りかえ、本土中古バスの導入、修繕費、人件費の削減をしていると聞いております。村としては平成

24年度も引き続き生活バス路線確保対策を推進してまいりたいと思っております。 

○ 議長（金城 勇） １番 大城佐一議員。 

○ １番（大城佐一） ただいまの答弁で、これからも生涯にわたって確保をやっていきたいというこ

とでありますが、村としてもこの生活路線バス確保対策事業として、毎年県からの補助金で大体147万

円ぐらい、村の単独も借金して300幾らか出しているわけですから、その辺もぜひ村民のためにやって

いただきたいと思いますが、先ほど答弁の中で子供たち、高校生の交通手段を確保するということであ

りましたが、なぜこの路線バスの確保ということで質問を出したかというと、私、最近、この辺土名高

校の児童数の減ということもありまして、今、存続の問題も大変３村で頑張っているところであります

が、東の高校生の話を聞くと、東から塩屋で乗り換えして、また辺土名高校へ行くよりは、直接、１本

で名護、名護高校前通りということで、朝の交通はあるわけです。それでひとつ提案したいのが、今、

東に回っているバスが名護から東回りで平良まで行くものと、後は川田線ですね、塩屋から川田まで

行っての折り返し、この川田線は当初はユウドマリまでだったが、この高江区民の要望で2003年から延

長されたという話を聞いております。例えばこの川田線の朝１本は、川田線を名護じゃなくて、１本は

辺土名のターミナルに行くとか。あとは東から回った平良周りを辺土名まで経由させるとか、その辺の、

これは都度、都度にダイヤの改編があるわけなんです。その辺の改編のときには、村としての改編の会

合には出席やっておられるのか、またこういったダイヤ改編に対しても要望は今まで出されてきたのか、

その辺ひとつお伺いしたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 総務課長。 

○ 総務課長（島袋一道） ただいまの質問にお答えします。 

 ダイヤ改編等についての会合には直接参加はしておりません。ですけれども、北部でのバス対策の担

当会議とか、そういった場では、今大宜味村でのバス路線の現状とか要望等については、随時話をして

おります。例えば辺土名高校生の足の確保についてもバスの延長といいますか、そういったことについ

ては意見は出しておりますけれども、具体的にまだ、どっちかというと実現されなくて、バス会社の財

政状況とか、そういったことが説明されて余り成果は上がっていないんですけれども、今後とも引き続

きそういった路線バスの延長等については意見をしていきたいと思います。以上です。 

○ 議長（金城 勇） １番 大城佐一議員。 

○ １番（大城佐一） ダイヤ改編などは参加していないということなんですが、高校生の確保のため

には何か頑張ってというような意見もありますが、村としても条例の中に大宜味村のバス対策協議会設

置要綱というのはちゃんとうたわれていることですから、これは東村もあるし、国頭村もあるわけなん

ですよ。だからこの３村でバス会社とも、各３村の協議会、ちゃんと要綱にも、第５条にも他の市町村

にまたがる路線バス路線にかかわる事項については、関係市町村で組織する路線バス対策協議会を協議

し、検討、調整を行うということでちゃんとうたわれているわけですから、そういったこの３村の協議

会を持ったことがあるのか、その辺もひとつお聞きしたいと思います。それから先ほど関連、この路線

バスに対しては東村の総合計画の後期基本計画の中にも相当危機感を持って、今後のバス対策をどうす
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るかということでちゃんと書かれているわけなんです。もしこの路線がどうしても赤字でなくなれば、

じゃあ村独自のコミュニティーバスの運行を求める意見が住民からたくさん出たと。そしてまた国頭村

も既に有償バスも通っているし、またコミュニティーバスも国頭村は持っているわけです。例えばこれ

は村としても３村協議して、毎年、毎年借金して300幾らかは出しているわけですから、その辺も活用

して、もし赤字経営でバス会社ができないということであれば、その辺の将来的な見通しも考えて、こ

のコミュニティーバスの導入も検討されていけたらどうかなと思っておりますが、その辺をお聞きして

終わりたいんですが。あと１件、先ほど平良嗣男議員からのバス停の件もありますが、その辺を関連し

てこれも一緒にお伺いしたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 総務課長。 

○ 総務課長（島袋一道） 大宜味村のバス対策協議会については、今年度も６月に開催しております。

その中の内容としましては、先ほどからあります交通機関のバス路線の確保についてです。先ほどあり

ましたように、補助事業がありますのでその確認をしております。３村でのバス対策協議会というのは

開いたことはありませんが、北部地区の協議会の中で、そういう情報交換はしております。先ほどあり

ましたコミュニティーバスについては、国頭村はそういうコミュニティーバスを導入しておりますし、

この３村としても導入についてはどうなのかという情報の交換はしております。それで先ほど言いまし

た、６月のバス協議会の中でも強く結の浜でのバス停の設置の意見もございましたので、それで進めて

おりまして、アンケートとか、そしてバス協会、琉球バスあるいは沖縄バスへのバス停の設置について

の要請もしてきております。以上です。 

○ 議長（金城 勇） これで公共交通機関である路線バスの運行についての質問を終わります。 

 次に村立診療所の現状について、大城佐一議員。 

 １番 大城佐一議員。 

○ １番（大城佐一） 村立診療所の現状について。 

 村民が安心して受診でき、村民のニーズに適切に対応する地域医療体制を確立するために、新たに結

の浜に開設した村立診療所についてお伺いしたいと思います。 

 まず現在のスタッフの構成についてどうなっているのか。 

 現在までの受信状況はどういうふうになっているのか。 

 また今後の訪問看護及び診療についてどういう考えを持っているのかお伺いしたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） ただいまの大城佐一議員の御質問にお答えいたしますが、これは議員御指摘の

結の浜に開設して後のことについてだと理解をしておりまして、まず１点目のスタッフ構成につきまし

ては、平成23年10月11日、結の浜に開設いたしました診療所につきまして、現在、順調に診療を行って

いるところであります。現在、医師１名、看護師１名、カイロ整体師１名、事務長１名、事務員１名、

送迎員１名の合計６名の構成となっております。 

 ２点目の現在までの受診状況につきましては、結の浜での診療からでございます。１日当たり平均、

10月は42名、11月50名、12月46名、１月46名という結果でございます。 

 ３点目の訪問看護及び診療につきましては、訪問看護及び診療については、村民より強い要望がある

ことは認識しております。そのため村としては、診療所と数回にわたり協議を重ねて実施の要望をして
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きたところであります。その結果、訪問診療については平成24年４月実施する予定になっております。

なお、一部におきましては、１月より実施しています。訪問看護につきましては、４月以降、体制を整

えながら実施する予定で準備を進めております。以上です。 

○ 議長（金城 勇） １番 大城佐一議員。 

○ １番（大城佐一） 今現在のスタッフが医師１人、看護師１人、カイロ技師が１人、事務１人、送

迎１人ということになっておりますが、今、村長が掲げている健康長寿のいきいき輝く文化の村にする

ために、大宜味村の医療ですね、これでいいのか、この体制で本当にやっていけるのかどうか。それと

もう１点は時間外が余り村内にいないということなんですよね、一番の問題は。いつでも安心して受診

できる、安心して住める村ということは、近くに医者がおればいつでも安心できると思うんですが、そ

の辺はどうなっているのか、それとこのスタッフを見ると、これは前の医者のスタッフなんですが、医

師を初め、看護師が、訪問看護の看護師が２人、パート看護婦が３人、リハビリ、事務、医療事務と普

通の事務と、９名いたわけなんです。現在は看護師が１人、本当にこの看護師１人でこういったことを

十分な治療がやっていけるのかですね。あと１点は、受診状況なんですが、これは月ですよね、月で42

名というと、１日当たり１人、２人までいないという状況になっておりますが、そういう状況でこの運

営が、村立診療所につき33万円という助成は与えているわけですが、隣にお願いしている薬局は患者が

いないと成り立たないわけなんです。しかも薬局としては賃貸して、お金払って借りているわけですか

ら、その辺患者数の減の原因は、診療所の空白があってそこから流れた人もたくさんいると思います。

その患者を呼び戻すためには、村当局を初め、この診療所スタッフを初め、相当な努力がない限り、ま

た相当な誠意を見せて村民に、住民にアピールしないと患者も本当に信用できる医者なのか。あるとこ

ろによると誤診という話も何度か耳に聞こえています。その辺、村としても誤診というのも聞いている

のか、その辺もお伺いしたいと思います。あと４月から訪問診療は開始するということでありますが、

この訪問診療も在宅医療によって平成４年の改正により、規定された改正により、訪問診療が規定され、

これは患者の病状に応じて計画的に患者宅を訪問して実施される行為とされている。このため在宅医療

は訪問診療が基本であるが、病状により、当然往診も必要となるということが書かれていますが、これ

が訪問診療だけじゃなくて、往診のほうもぜひ、当然高齢者が多い大宜味村でありますので、ぜひ患者

の意見も聞いて在宅、往診する考えもぜひ取り入れてほしいと思うんですが、その辺はどのような考え

なのですか。 

○ 議長（金城 勇） 住民福祉課長。 

○ 住民福祉課長（大城 武） 大城佐一議員の質問にお答えします。 

 まずこの体制でやっていけるかということなんですが、村としては診療所を委託しているものですか

ら、医師の経営に対する体制ということがありますので、そういうことを今尊重している状況です。２

点目に時間外にいないということなんですが、診療所としては朝９時から５時まで診療するという形で、

５時以降の束縛というか、そこら辺はやっていない状況です。それと看護師が１名ということについて

も、やっぱり最初の質問と同じように診療所の体制ということです。それと１日当たりの診療、受診者

の数なんですが、これは月当たり42名じゃなくて、１日平均42名です。10月で、11月が50名、12月46名、

１月46名という形で、９月の喜如嘉で診療しているときが、最終的にはこの病院へ移るということで、

かけ込みといったらおかしいんですが、そういった形での数で、そのときが46名平均あったそうです。

９月以前については正確な数は把握していないんですが、40名いるかどうかということで、現在、受診
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者数については安定している状況です。それと、これまで診療所と訪問診療、訪問介護、看護とかです

ね、12月からいろいろ協議してきまして、４月１日からは訪問診療を実施してもらうことになっており

まして、現在、１月からは１人の方を訪問診療している状況です。訪問診療をしながら、訪問診療を

やっていく中で訪問看護だけが必要な方も出てくるものですから、これにつきましては４月以降やりな

がら、おのずとスタッフとかをふやしていかないといけないような状況に来ると思いますので、診療所

側としても状況を見ながらスタッフの強化とか、そこら辺を考えていきたいということを言われていま

した。誤診の件ですが、直接村民からは聞いてはないんですが、やっぱり誤診と判断できるかどうかと

いうところがこっちでも判断できなくて、こういうことがありましたということは一応担当のほうから

聞いています。以上です。 

○ 議長（金城 勇） １番 大城佐一議員。 

○ １番（大城佐一） ぜひ高齢者人口の多い大宜味村でありますので、ぜひ訪問診療とあわせて、往

診のほうもぜひやっていただきたいと思います。ちなみに前回のスケジュールを見ると、前の医師のス

ケジュールなんですが、土曜日の午後に押川の出張診療所とか、こういうことをやっているわけです。

７時から８時半まで、こういった老人でも自分で来られないところに出張診察もしているわけなんです

から、そういったものを大宜味村のために考えてやる、誠意のある医師もぜひ村からお願いしたらどう

かなと思っております。そしてあと１点というか、あと二、三点聞きたいんですけれども、在宅医療は、

これは外来診療の延長線上にあるようで、訪問介護と往診、あと看取りの診療を基本的に連携したもの

ととらえられているというふうにあるんですが、この看取りについてはどう思うのか。現在、今、診療

所にどういった医療器具が整っているのか、そしてこの医療器具を有効に現在活用しているのか、その

辺をお聞きしたいんですが。 

○ 議長（金城 勇） 住民福祉課長。 

○ 住民福祉課長（大城 武） まず訪問診療についてなんですが、これまで診療所のほうと協議して

きまして、診療訪問看護については可能ということを受けていまして、往診については患者から要請が

あったときに往診へ行くものですから、その間、病院をあけることになりますので、そういったことで

はちょっと対応できないんじゃないかということを受けています。それと看取りについても、これにつ

いても今のところそこまではやりきれないんじゃないかということを受けています。医療機器について

ですが、現在、内科に対する機器とかはいろいろそろえているんですが、現在ちょっと以前と違うとこ

ろは、胃カメラとかが機材はあるんですけれども、今の状況では対応できないということで、胃カメラ

とか必要な場合はほかの専門員を紹介しているような状況です。以上です。 

○ 議長（金城 勇） 議員の質問は既に３回になりましたが、会議規則第55条のただし書きの規定に

よって特に発言を許します。 

 １番 大城佐一議員。 

○ １番（大城佐一） 看取りに関しても、地域にいる医者に監察医というか、死亡確認をできるよう

なあれまでとってもらって、地域にいる医者にやってもらえばお互いの親族も安心できると思うんです。

これは何かあって警察に行った場合には時間がかかって大変という話も聞こえております。こういった

医師がおればすぐ、速やかにできるわけですから、その辺もぜひ考えてもらいたいと思います。あとこ

の機器なんですけれども、こんな器具もあるのに、これは先生が扱えないのか。使うことができないわ

けですか、今いる医師が。その辺答えてください。今いる先生がこの器具が使えないのか。もしこれを
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利用するのであれば毎週何曜日か、前だったら土曜日か何曜日かに北部病院から呼んでやっているわけ

ですよね、専門員を呼んで。こっちでちゃんとこの機械を使ってやっているわけなんです、地元で。あ

ともう１点、往診で、あけることができないということなんですが、その辺もやり方次第ではできるわ

けなんですよ、これ。１人だからできないんじゃなくて、これを前はやっているわけなんです、ちゃん

と。こういうこともひとつ考えてやってもらいたいと思います。そしてぜひ村民が安心して、いつでも

かかりつけの医師がそばにいるという、いつも安心して暮らせるような村にしてほしいと思います。あ

と１点は、医師住宅、何でこういう医師住宅をつくったのか、こっちに住んでできるような医師はいな

いのか、もう１回模索する必要はないかなと思っておりますが、その辺の意見は村長に最後に聞いて終

わりたいと思いますが、どうですか。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

○ 村長（島袋義久） いろいろ御指摘がございますが、村民が安心して診療が受けられるという、い

わゆる安心して生活ができると、そういう環境をつくってくれということでございますが、そのことに

つきましては私たちとしてもしっかり努力をしていかなければいけない。体制の問題もありますので、

それを踏まえながら体制づくりも含めて考えていかなければいかんだろうと思います。そして医師住宅

でございますが、その医師がここに住んでもらいたいというのは我々の希望でもあるし、そうあってほ

しいわけなんですが、何せ今、医師不足等のいろいろ条件が重なって、現在の医師はもう既に自分の確

固たる住宅があるということもあって今使われてはいないわけですが、できるだけそういう方向でつ

くってありますので、活用ができたらと思いますけれども、先ほど申し上げたような現状の中で厳しい

面もございます。そういうことを含めながら今後の課題にしていきたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 住民福祉課長。 

○ 住民福祉課長（大城 武） 先ほどありました胃カメラについてなんですが、緊急事態は操作可能

らしいんですが、検査にかかる時間がかなり長くかかるものですから、それで今、実施していない状況

です。代替医師という形では可能だとは思いますが、そこら辺は診療所と十分協議して、いい方向に話

し合いをしていきたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 以上で大城佐一議員の質問を終わります。 

 

○ 議長（金城 勇） 休憩します。 

（午前１１時０３分） 

 

○ 議長（金城 勇） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１４分） 

 

◇ 宮 城 辰 德 議員 

○ 議長（金城 勇） 次に大宜味村の「道の駅」の運営について、宮城辰德議員。 

 ５番 宮城辰德議員。 

○ ５番（宮城辰德） 大宜味村の「道の駅」の運営についてちょっとお聞きいたします。 

 大宜味村の道の駅で販売されている商品について調査したことがあるのかどうか、現在、道の駅で販

売されている商品は８割以上が村外から持ち込まれているものでございます。村のものは大根がメーン
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でありまして、ほかはすべてだと、葉野菜まですべて村外から持ち込まれている。特に鹿児島方面、内

地方面からも葉野菜まで入れられているという現状ですけれども、調査したことがあるかどうかお伺い

します。村として現状の運営でよいとお考えなのか、それとも今後、改善していく計画があるかどうか

等をお伺いしたい。よろしくお願いします。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） ただいまの宮城辰德議員の道の駅の運営についてお答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、村外商品の割合が非常に高いということは我々も認識をしております。御指摘

にありますようなことにつきましては、我々としては非常に気を使っているところでございますが、道

の駅及び活性化センターの本来の目的を達成できていないということは、運営のあり方について改善す

べき点が多々あるんだというふうに思っております。そこで今回の施政方針にも述べてありますように、

運営管理について指定管理者への意向を視野に入れながら施設の有効活用と活力ある村民参加型の利活

用ができるよう改善をしていきたいというふうに考えているところであります。 

○ 議長（金城 勇） ５番 宮城辰德議員。 

○ ５番（宮城辰德） 今、指定管理という話もありますけれども、本来の、お互い道の駅でという、

当初の目的がどうであったかということも考えながらやるべきじゃないかということを私は思うわけで

す。要するに今、私もちょっと羽地漁業協同組合のほうに所属していまして、そこのほうにも文書とし

て来ていたということなんですけれども、お互いのミスで地域になくて、平成24年３月１日に大宜味村

地産地消推進協議会の設置についてと、すばらしいものを設置しようということで今やられているわけ

ですよね。ですからそういった大宜味村の目的である長寿の村とか、いろんなもので安心で安全である

商品を提供しようということも、設置しようということでありますし、その中でどういう形で持ってい

くかと、私が言いたいのは指定管理をしたときにこういったものを踏まえてできるのかどうか。本来は

大宜味村で生産された農産物、水産物、そういったものを直売店として１つのアッタイグヮーから出て

くるものとか、そういったものを目的としてつくられたことだと思うんですけれども、毎年、毎年、手

登根さん１人で頑張っている状況で、行政としてどういう形で協力しながらやってきたかということが

見えないわけです。言いたいのは、今後、すぐには変えられないと思いますけれども、中期的にどう

いったプロジェクトをつくるとか、そういった形のある計画があるのかどうか、お伺いしたいと思いま

すので、担当課長でもよろしいのでよろしくお願いします。 

○ 議長（金城 勇） 産業振興課長。 

○ 産業振興課長（新城 寛） ただいま宮城辰德議員から御指摘があったように、まず設置の目的と

して改善センター及び道の駅について、農林水産物の販売や特産品の加工販売、食材の供給販売、特産

品の開発、研究、展示、直売等の共同利用ですね。あと村民健康の文化伝習交流とか、いろいろ設置目

標があります。これについてなかなかできていなかったことについて、我々も多々反省をし、今後、村

長の施政方針にも述べているように、この指定管理者、それだけがいいのかという話じゃなく、ここも

含めて話し合いを持っていきたいと思っております。新年度、平成24年度の半年をかけて運営委員会等

を開いて、もう一度、話を持ち、現在３業者ですか、道の駅に入っている３業者も含めて、また話し合

いを持って今後の取り組みを展開していきたいと考えております。 

○ 議長（金城 勇） ５番 宮城辰德議員。 
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○ ５番（宮城辰德） ちょっと遅いようではありますけれども、すばらしいそういう計画があります

から、大宜味村の道の駅を窓口にして、農産物のそういった一つの拠点として大宜味村の顔、要するに

農業、漁業から出てくる品物、加工製品が販売されていくというのが一番望ましいことだと思います。

特に今、観光というものを強く進めている中で、大宜味村の道の駅に来て、何だ大宜味村のものはない

じゃないかと、そういう雰囲気では寂しいんじゃないかということで思います。それから道の駅の設備

についても古くなってきて、故障してきていると。例えば今、台風時にはシャッターが壊れていると、

閉められなくなっていると。それから今、露店で、テントを伸ばしてやっている部分も雨漏りして大変

だと、そういったものもどういう形で修繕していくかということをぜひ前向きに検討して、きれいな道

の駅にしていただきたいと。ちょっと愚痴になりますけれども、皆さんそばにあります花、それから苗

木等を販売している地域のことですけれども、去年の末ですか、私情報来たのは。もう古くなっている

から撤去しますよという話を聞きました。それから３月の初めまでどういう状況で進めるということが

ないので、私はもうそういう植えている方に、もう閉めますのでということで引き取りをやめるという

話をしていたということを聞いております。しかし先日、来てそういうものをまた直してあげますよと、

要するにこの長い期間借りている方に報告しなかったかということが大変寂しい話ですよね。やる気を

なくして、緊急になってまたどうかというのは、本当は思いやりのあるそういう仕方でやっていただき

たいということなんですよ。そういったものを含めて今後の対応について一言御答弁があればお願いし

て、私の質問を終わります。よろしくお願いします。 

○ 議長（金城 勇） 産業振興課長。 

○ 産業振興課長（新城 寛） 今の御質問のグリーンハウスについては、本当に時間がかかってし

まって、店主には非常に迷惑をかけたところです。私ども運営委員会を開いて、じゃあこのグリーンハ

ウスについてどういうふうに持っていくかということを協議いたしました。その中でやはりグリーンハ

ウスは必要だということであります。今回の当初予算のほうには上げているところではないんですが、

今後、グリーンハウスの改良もしながら残していく方向で考えております。これも含めて、農村活性化

センター及び道の駅、その運営につきまして、先ほども述べたように、平成24年度、またここに力を入

れながらどういうような展開を持っていくか、村民を初めとする皆さんの御意見を聞きながら、どうに

か平成11年当時の最初の活気ある道の駅、そこに持っていきたいと考えておりますので、御了承をよろ

しくお願いします。 

○ 議長（金城 勇） 以上で宮城辰德議員の質問を終わります。 

 

◇ 平 良 英 勝 議員 

○ 議長（金城 勇） 次に村道災害復旧工事について、平良英勝議員。 

 ３番 平良英勝議員。 

○ ３番（平良英勝） それでは村道災害復旧工事について一般質問をさせていただきます。 

 昨年は大型台風襲来により、沖縄県を初め、全国的な大きな被害をもたらせたことは御存じのとおり

でございます。本村においても村道、農道、林道と、村全体に倒木、地滑り、落石等の被害があり、そ

の後、多くの箇所は復旧が終了している状況でありますが、田嘉里第１団地近くの村道のり面が、昨年

の台風により落石がありましたが、いまだに復旧されている状況ではありません。その箇所は学童の通

学路、住民の生活道として利用されています。現在も降雨、強風のたびに落石している状況であります。
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村として来年度予算で復旧工事が計画されているのかお伺いしたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

（島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） ただいまの平良英勝議員の村道災害復旧工事の御質問についてお答えいたしま

す。 

 御指摘のとおり、昨年は大型台風や異常降雨量により、村内各地において土砂災害が発生いたしまし

た。道路災害事業においては、採択条件として最大24時間雨量80ミリ以上の降雨、時間雨量20ミリ以上、

最大風速15メートル以上の異常気象状況下で道路の構造に支障が生じた場合に適用されます。本現場に

おいても事前調査は行っておりますが、採択要件には至らなかった経緯があります。しかしながら議員

御指摘のとおり、通学路や生活道路として利用されている道路の安全確保の面から危険除去に配慮する

必要があります。現在、道路片側にバリケードを設置して注意喚起を行っておりますが、応急処置とし

てのり面の土石と樹木の除去を実施してまいります。議員御質問の新年度予算での計上計画ですが、現

時点では計上されておりませんが、地形、地質等を調査して復旧工法を検討し、早い時期での予算を確

保し対応してまいりたいと思っております。 

○ 議長（金城 勇） ３番 平良英勝議員。 

○ ３番（平良英勝） 今、村長の答弁にありましたが、調査はしたということでありますが、どうい

うった調査をしたかはわからないんですが、ここは私が質問した内容についても、通学路なんですよね、

今見たら対策も何もされていない、ただカラーコーンが置かれてやっている状態で、いつ石が落ちてく

るかわからない状態ですね。木も何も触っていません。強風になった場合は木が動いて落石するんです

ね。向こうはグリ石みたいな石なので、石ではないんですよ。雨降ったり、風が吹いたりしたら常に落

ちてくる状況なんですよ。子供たちがもし雨降りとか、強風のときに通って場合に落ちてしまったらも

う大変なことになりますよね。こういった状態ですので、今、予算は計上されていないということをお

聞きしたんですが、ぜひ早目に計画、調査して、結果を出して、早目に処置をしないと、いつまでたっ

てもできない状態では困りますよ。村民の生活道なんですよね。スクールバスも毎日通っています、中

学のですね。こういった状況の、非常に住民が利用している道なんです。早目にこういった道路は改善

して、木を伐採してフェンスを張るとか。カラーコーンを置いては防護は何もならないんです。石はど

こに飛んでいくかわらかないです、ああいった高いところから転がっていったらですね、どこまで飛ん

でいくかわからない状態で。もし子供たちがここから通りながら当たった場合はどうなりますか。非常

に危険な場所なんですよ。今、全然触っていない状態なんですよね、ただカラーコーンを置いてこれで

終わりと、道も狭い、一方通行になっているんです。両方通行できないんですよ、対面通行は。こう

いった状況で何で肝心な道を早目に対策とらないか不思議でたまらないです。村長ぜひですね、今年予

算は取られていないというんですが、ぜひ何かの予算で早急にこの道を復旧してください。そうじゃな

いといつも不安で、子供たちは不安で通っているんです。これはおかしいです。早目にこういった、村

民が常に使っている道をですね、早目に復旧工事しないということは、これは予算取れるんじゃないで

すか、どうにかやってくださいよ。関連してあと１件あります、村道の件ですね。以前に田嘉里前区長

からお話聞いたんですが、田嘉里の985番地の２、美里橋と浜の間の直線の陥没しているところがあり

ます。課長ありますよね、山城豊の前の道路なんですよ、向こうは工事するということを私は区長から

聞いたんです、向こうは工事するということになっていますということで、２カ年になりますよね、ま



- 55 - 

 

だ全然触っていないです。向こうもいつも水たまりで、道路の半分以上は水がたまっているんです、常

に。排水も20年来掃除されていないと思います、あのＵ字溝ですね、今、住宅が数年の間に四、五軒で

きていますよね。こういった排水路もちゃんとしないと、生活排水もどこに流すかということなんです。

向こうもちゃんと整備するか、補修をやってもらいたいと思います。これは予算は取られているんじゃ

ないですか、課長にお伺いします。 

○ 議長（金城 勇） 建設環境課長。 

○ 建設環境課長（山城 均） ただいまの平良議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 先ほどの村長の答弁にもございました。最初の事前調査ということにつきましては、道路債、公共土

木債の災害事業の採択要件等について該当するものなのかということで現場を確認しましたところ、道

路の利用に構造とか、そういったものについての影響がないということで事前の県からの確認等につい

てもその災害の採択には該当しないということで報告しました。それから先ほどの村長の答弁にもござ

いましたように、応急処置としましては、やはり議員から御指摘がありましたように、ちょっと赤土で

はなく、地形等についても、地質についても風化岩とか、そういった石灰岩の一枚岩ではなく、そうい

う地質でもあるということで応急処置として、今年度予算の修繕等の予算等を確認しまして、できる範

囲の倒木、木の伐採、それから上にあります土石等、取れる範囲の危険除去についての応急処置はすぐ

できる範囲で行う。それで４月の予算を第一優先にして除去等に使うということで、すぐこれにつきま

しては対応させていただきたいと思います。それから予算確保という点につきましては、この地形等の、

地質等の調査を行いまして、どの方法がいいのか、落石防止がいいのか、それとものり面の保護を行う

のかということを確認調査をしまして、それに見合う予算を確保していきたいということで考えており

ます。そういうことで一応、応急処置としましては、すぐにも行う準備をしまして、今、積算関係等を

行っておりますので、議員御指摘のとおり、また児童生徒の通学路でもありますので、そういう安全な

道路ということで、危険除去についてはすぐに対応させていただきたいと思います。田嘉里のほうの村

道についてですが、今年も２世帯の新築がありまして、住宅地として整備されつつあります。そういう

中で排水関係の確認ということですが、これまで末端関係の排水等についても十分調査をしておりませ

んでしたので、その辺も確認しまして、道路の排水の状況を見て、新年度につきましては塩屋と津波の

排水の条件が悪いところについて、生活改善という感じの事業で行っておりますので、それを十分調査

行いまして、その事業にマッチしているかどうかということで考えて、調査しまして、その路線につい

ても計上していきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） ３番 平良英勝議員。 

○ ３番（平良英勝） 今、建設環境課長から御答弁がありました。誠意を持って取り組んでいきたい

ということでありますので、この件について早急に対策をとるなり、またいろいろと対策を講じてもら

いたいと思います。以上で質問を終わります。 

○ 議長（金城 勇） 以上で平良英勝議員の質問を終わります。 

 

 ◇ 安 里 重 和 議員 

○ 議長（金城 勇） 次に有害鳥獣対策協議会について、安里重和議員。 

 ７番 安里重和議員。 

○ ７番（安里重和） 有害鳥獣対策協議会について質問したいと思います。 
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 鳥獣による農林水産業に係る被害防止のための特別措置法が議員立法により提出され、平成19年12月

14日可決成立し、平成20年２月21日に施行されて４年余りになりました。近隣の町村よりおくれはとり

ましたが、我が大宜味村にも協議会を設置することができたと聞き、村が作成した大宜味村鳥獣被害防

止計画に目を通させていただきました。この大宜味村鳥獣被害対策協議会が農家などの救世主になるこ

とを期待しております。それでは次の３点についてお伺いしたいと思います。 

 １点目、鳥獣の種類としてイノシシ、カラス、シロガシラ、ヒヨドリ、マングースの５種類が対象と

なっておりますが、コウモリも対象とすることができなかったのか。 

 ２点目、法第９条の３項でうたっている実施隊は村長の任命する者とありますが、その実施隊は大宜

味村狩猟者会（民間の隊員）だと思いますが、会員は何名いるのか。また任命した個々の名前を公表し

ていただきたい。 

 ３点目、事業費としてソフト・ハードに分けてどれだけの予算を積算しているのか、この３点につい

て村長に答弁お願いします。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） ただいまの有害鳥獣対策協議会について、安里議員の御質問にお答えをいたし

ます。 

 ３点ございますので、順を追って答弁いたします。１点目のコウモリも対象にすることができなかっ

たかということにつきまして、議員御指摘のコウモリにつきましては、国においてはコウモリ種全般が

環境大臣許可権限とされており、生態調査等のためや専門研究機関による保護許可基準が設けられてい

ることから、県及び村の現段階での鳥獣被害防止対策計画の対象外となっております。 

 ２点目の有害鳥獣特措法第９条第３項における実施隊については、現在、任命はまだ行っておりませ

ん。予定としましては、議員お考えのとおり、大宜味村狩猟者会のメンバーの任命を予定しております。

狩猟者会のメンバーにおきましては、会長承諾のもと、区長会での報告は行っておりますので、今後に

おきましても広く農家を初めとする住民へ知らせていきたいと考えております。 

 ３点目の事業費としてソフト・ハードに分けてどれだけの予算を積算しているかについては、ソフト

事業においては200万円の限度額以内を予定しております。ハード事業におきましては740万円を予定し

ております。ただし、確定額ではありませんので御了承をお願いいたします。以上です。 

○ 議長（金城 勇） ７番 安里重和議員。 

○ ７番（安里重和） 村長、答弁どうもありがとうございました。ハード事業に対して、捕獲方法で

罠や侵入防止柵を設置するかと思われますが、どのような罠を仕掛けるのか、またどのような資材を使

用し施工するのか。また狩猟者の制服や腕章等の着用はあるのか、施工計画等がありましたら、ぜひと

も担当課長でよろしいですからお願いします。 

○ 議長（金城 勇） 産業振興課長。 

○ 産業振興課長（新城 寛） 今、議員からの御質問ですね、まずソフト事業とハード事業に分けら

れております。ソフト事業におきましては、この先ほど言っていた実施部隊のほうの事務的経費及び研

修会、講習会、そういったものの活動費等に充てられる予算が200万円以内という話になっております。

次にハード対策事業といたしまして、自力施工が基本です。農家の自力施工による資材費への定額補助、

それを考えております。それについてはワイヤーメッシュ等、あと近隣市町村におきましてはモズク網
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の再利用、そういうような形でやられております。罠につきましてはいろいろな罠があります。それに

ついてはまた狩猟者の免許等もありますので、そこら辺を考慮しながらやっていきたいと。村長からの

答弁にもありますように、事業費としては200万円以内のソフト事業、ハード事業におきましても740万

円、そこにつきましては現在、直接協議会のほうに入ってくる予算であり、村議会を通しての予算では

ないということを御認識お願いします。現在、これが限度額みたいな形になっておりまして、平成24年

度について、これからまた申請を行いながら予算の確保に向けてやっていきたいと。今年、平成23年２

月29日に設置しております。鳥獣被害防止対策協議会、そこのほうで予算化を行って、そこで事業を

行っていく予定であります。よろしくお願いします。平成24年２月29日に協議会の設立総会を持ってお

ります。よろしくお願いします。 

○ 議長（金城 勇） ７番 安里重和議員。 

○ ７番（安里重和） あと１点、狩猟者の制服とか腕章等の計画等は。 

○ 議長（金城 勇） 産業振興課長。 

○ 産業振興課長（新城 寛） そこにつきましても、先ほどのソフト事業の中での狩猟者におけるそ

こでの経費で購入できると考えております。そこでもってそういうことをやっていきたいと考えており

ますので、よろしくお願いします。 

○ 議長（金城 勇） 議員の質問は既に３回になりましたが、会議規則第55条のただし書きによって

発言を特に許します。 

 ７番 安里重和議員。 

○ ７番（安里重和） 答弁どうもありがとうございました。施工する場合には、安全には十分注意し

て施工していただきたいと思います。また村民の救世主になるよう期待し、私の質問はこれで終了いた

しますが、この場を借りてこの協議会の設置について苦慮していただいた具志堅朝秀議員、また新城 

寛産業振興課長、本当にお礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。 

○ 議長（金城 勇） 以上で安里重和議員の質問を終わります。 

 

○ 議長（金城 勇） 休憩します。 

（午前１１時４６分） 

 

○ 議長（金城 勇） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時４７分） 

 

 ◇ 前 田   孝 議員 

○ 議長（金城 勇） 次に火葬場駐車場のライン引きについて、前田 孝議員。 

 ６番 前田 孝議員。 

○ ６番（前田 孝） 火葬場駐車場のライン引きについてお伺いをいたします。 

 駐車場のラインが大部分が消えかかっております。それは皆さん御承知のとおりだと思います。特に

中央部分につきましては、完全に消滅しているんです。それで利用者の不便を解消するためにも早急に

対処すべきだと思うわけなんですけれども、村長の御見解をお伺いいたします。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 
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 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） ただいまの前田 孝議員の火葬場駐車場のライン引きについての御質問にお答

えいたします。 

 議員御指摘のとおり、駐車場の白線が完全に消滅しているという状況でございますが、そういうこと

があって利用者に非常に不便を来している、そういう認識に立っております。それでさらに複雑を招い

ているものと思いますので、新年度の早い時期に新たなライン引きの予算を確保し、駐車場の機能を高

め不便解消を図ってまいります。 

○ 議長（金城 勇） ６番 前田 孝議員。 

○ ６番（前田 孝） これは本来ですと、議会で指摘されずに執行部のほうもさっさとやるべきです

よ。それとこのラインについては火葬場だけじゃなく、村の管理するすべての施設ですよ。改善セン

ター、役場、各学校とか、そういったすべて網羅して再度そういう状況を掌握する必要があると思うん

です。それで必要なところはすぐやるということでやっていただきたい。なぜこのライン引きの件につ

いてお話しますかというと、１つ事例があるんですよ。焼香しに来られた高齢者の方が中央部分で線が

しっかりしていないものですから斜め駐車しているんですね。そうするとその駐車場係と口論している

んです。そういうことで最期のお別れに来ている人はやっぱり心安らかにさせたいですよね。そこで口

論して、気持ちが悪くなってはやっぱりそれはいかんじゃないかということで、そういう事例がありま

したので、早急にやっていただきたいと。それと関連して申し上げますが、建物本体の名称、大宜味村

立となっていますね。そして国道のそばの案内板にも大宜味村営と書かれております。どれが正しいで

すか、両方とも正しくないんですよ。設置条例をごらんになってください。設置条例では大宜味村火葬

場なんです、「立」も「営」も必要ないんです。役場正面玄関で大宜味村立役場と書きますか、大宜味

村営役場と書きますか、それではいかないんじゃないですか。そして国道沿いの案内板の下のほうは大

分腐食している。それをやりかえる場合に国道に左折する場合にちょっと邪魔なんです、あれは、視覚

的に。立てかえする場合にはひとつ検討を要するんじゃないかとそう思うんですね。それもあわせて

やっていただきたいし、その村立、村営の名称の統一というのは基本的なものですよ、条例上として。

大宜味村営役場とはないでしょう、そうでしたらこっちもたまには大宜味村立とか、大宜味村営役場と

書いてみたらどうですかねと思うぐらい。それは担当課も十分やらないと、それで新聞掲載する場合に、

その業者は大宜味村営とインプットしているんです。私も指摘したんですね、前に、村営は抜いてくれ

と、営は。だけれどもインプットされているから今慶弔欄見ますと大宜味村営火葬場と全部新聞そうな

んです。条例上きちんと確認出してください、条例上は大宜味村火葬場なんです。それで総点検と、そ

の看板名称の問題、それと案内板を立てかえする場合の設置場所の検討ですね、その３点についてお伺

いして、この件に対する質問は終わります。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

○ 村長（島袋義久） ただいまの前田 孝議員の御質問にお答えいたします。 

 御指摘のとおりでございまして、今さっき申し上げましたように、この火葬場については具体的にす

ぐやりますということと、それからその他のところは幾らか出ましたけれども、すぐはできない部分と

いいますか、追いながら、予算との相談をしながら改善していくというようなことは考えております。

当面今は、非常に差し当たって必要な部分は火葬場のものと、もう１件は診療所の出入り口のものが見

えないという、そこは非常に急を要するなということもあって、今、そこら辺は考えているところであ
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りますが、実施に向けて考えていきたいと思っておりまして、今、全地域における必要な部分について

はしっかり調査をさせたいと思います。そして看板と名称と位置については、それはぜひ検討させてく

ださい。位置については、今のような安全の面からしっかりいい場所があるかどうかということも含め

て検討させていただきたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） これで火葬場駐車場のライン引きについての質問を終わります。 

 次に大保ダムからの取水に対する財源確保の見通しについて、前田 孝議員。 

 ６番 前田 孝議員。 

○ ６番（前田 孝） 大保ダムからの取水に対する財源確保の見通しについてお伺いをいたします。 

 平成18年２月27日に、沖縄本島北部地域ダム所在市町村連絡協議会が６市町村参加して発足をいたし

ております。これまでの同協議会での協議の概要と助成措置の見通しについてお伺いいたします。また

施政方針にうたわれております「新たな歳入財源創設を視野に入れ」ということなんですが、本財源を

想定されてのことでしょうか。あるいはダム所在による国有資産等所在市町村交付金を想定されている

のか、あわせてお伺いをいたします。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） ただいまの前田議員の御質問にお答えいたします。 

 御指摘のとおりでございますが、水源涵養林の保全や施設維持管理の費用の一部負担を受益者に求め

る水源税の導入に向け、国、県との調整や県外の事例研究などの目的で協議会が設置され、担当課長で

構成する幹事会で研究を重ねてきました。当初、北部地域独自の法定外目的税を制定化、沖縄県におけ

る水源環境税の導入を制定するのか２案を検討してきました。その後、税制の検討、税導入以外の財源

確保の２本柱として検討を重ねています。税制の検討でも北部地域独自の法定外目的税導入が沖縄県に

おける水源環境税の導入を制定するのか検討が行われてきました。税導入以外の財源確保については、

県企業局からの予算確保、沖縄県水源基金の継続を具体的に検討しています。そのうち沖縄県における

水源環境税、県企業局からの予算確保、沖縄県水源基金の継続を重点的に研究しています。その後、大

宜味村、国頭村、東村において、水源地域振興交付金創設の検討がなされ、その結果を幹事市町村であ

る名護市へ提出しています。水源地域振興交付金創設については、ほかの案に比べてメリットが大きい

ことから３件とともに検討してきました。平成20年度以降は、沖縄県水源基金の継続を除く３案につい

て検証し、その中から水源地域振興交付金創設に絞り込み、根拠や裏づけを見いだす作業を行ってきま

した。しかしながら明確な根拠や裏づけを見いだすことや、県民の理解を得ることができない状況が続

いています。平成23年度には県企業局、受益市町村と６市町村の担当課長で今後の水資源利活用の会議

を２回持ち、水源地域の考えを受水市町村等に理解させるための努力をしてきました。一部の市町村で

は、お世話になっている水源地域を助成する必要があるのではないかという意見もありますが、制度化

するには厳しい状況は続きます。施政方針の新たな財源は、大保ダムからの取水に対するものを限定し

たものではなく、結の浜への企業立地にある法人村民税や固定資産税、分譲地の固定資産税などを含め、

現在ある財源の増や新たな補助事業の検討などを総合的にうたったものであります。以上です。 

○ 議長（金城 勇） ６番 前田 孝議員。 

○ ６番（前田 孝） 先ほど村長のほうから検討事項として水源環境税の導入の問題、１点目。県企

業局からの予算確保、それと沖縄県水源基金の継続、水源地域振興交付金の創設という、この４番目の
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ものは平成19年度に北部３村から追加提案されたものだと理解をしているわけなんですが、その中で水

源環境税の導入については、平成20年度以降も継続して、一番現実味があるということで幹事会での結

論が理由としては上げられております。県企業局の予算確保も検討を継続していくと、水源基金からの

問題についても御承知のように平成24年度で解散するということですから、これは検討に値しないとい

うことで３番目のものについては省かれているというように理解しているんですが、水源地域振興交付

金、これは先ほど申し上げましたように、北部３村から平成19年度に新たに追加された案なんですが、

そこの実施計画の中では平成22年度に要請して、平成23年度に制度設立して、平成24年度より支給開始

を目安に検討をしていくということになっているんですが、現在、案として最も有効な案はどれである

のか、そしてその実現性の見通しはどうであるのか、その２点についてお伺いをいたします。 

○ 議長（金城 勇） 企画観光課長。 

 （島袋幸俊企画観光課長 登壇） 

○ 企画観光課長（島袋幸俊） ではただいまの質問にお答えしていきたいと思います。 

 まず１番有効なものはどれなのかということなんですが、今、幹事会では水源地域振興交付金創設に

ついて、それが一番現実味があるんじゃないかということで、特に平成23年度においてはそういう作業

を主に行ってきております。その交付金についてなんですが、やはり現代の資本主義社会においても資

源の調達、それは基本的に無償のものはあり得ないということです。水資源についても受水事業者にお

いては当然に有償として受水原価に加算されるべきものであるという考えから、水源地域の環境を保持

するために私たちが負担しているものですね、それを一部受水市町村の方々にもそれは負担してもらお

うという趣旨で、それを主に進めているところです。しかしながらこのいろいろな問題がありまして、

特にこの水は天から降ってきた水というのは主がいるものではないと思います。しかし私たちは、これ

まで慣行的に水を使ってきたし、川を利用して、あるいは守ってきました。そういうこともありまして、

慣行水利権は私たちは持っているんじゃないかという、今論争をしているところです。先ほど村長の答

弁にありましたとおり、那覇、南部、あるいは中部の市町村の中においては、やはり私たちもそういう

負担を一部やるべきでないかという市町村もあります。でもまだまだ県民の理解を得るという段階まで

は来ておりません。まだまだ非常に厳しい状況は続いています。そういうのを、この問題をクリアする

ために私たちも今研究しているところなんですが、この幹事会あるいは理事会だけではなくて、議員の

皆さんもそのあたりの考えを、アイデア等をぜひ私たちにいただきたいと思います。そのあたりをよろ

しくお願いして答弁としたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） ６番 前田 孝議員。 

○ ６番（前田 孝） 最も有力であるという案は、北部３村が平成19年度に追加提案された水源地域

振興交付金ということで答弁があったんですが、これは非常にほかの案に対して、比べて、この振興交

付金というのは受益市町村のメリットは高いんですよね、ほかよりですね。これは実現すれば全国でも

初めてのものだということであるわけなんですけれども、その分、他自治体で前例がないだけにクリア

すべき課題も大変多いだろうということが懸念されるわけなんです。それについてもやっぱりこれから

幹事会を開いて、勉強など進めて実現に向けて努力していただきたいと思うんですが、その連絡協議会

から要請した場合は立米当たり10円の365日ということであったんですね。今、その単価の問題につい

てどのように議論されているのか、その点もお伺いしたい。また先ほど議員の皆さんの協力という言葉

がありましたけれども、これは平成19年11月16日に北部３村の議員研修会も改善センターで行っている
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んです、大宜味村の改善センターですね。そのときに前副村長の宮城さんを講師に招いて、その水源地

についての勉強会もやった経緯がございます。そういうことで議員の皆さんもある程度理解しているん

ですが、しかしその具体的な中身についてまだはっきりわからないと思います。私は前から持っている

資料に基づいてやっているわけなんですけれども、これについては財源的に見ますと非常に魅力ある、

実現すれば魅力ある財源になると思っております。それは幹事会だけじゃなくて、前副村長のほうが非

常にこれは力を入れて取り組んで、その連絡協議会を立ち上げたということも理解しているわけなんで

すが、さっきの件と、そして副村長に見解をお伺いしたいんですが、前副村長もいろいろ御苦労なさっ

て、そういう協議会を立ち上げてきたお話を述べたんですが、副村長も重要課題として位置づけてこの

問題に、前副村長に劣らず取り組んでいかれる決意のほどをお伺いしまして、この件についての質問を

終わります。 

○ 議長（金城 勇） 副村長。 

○ 副村長（山城清臣） 前田議員の質問にお答えをいたします。 

 まず決意でございますけれども、当然のことながら水源基金が平成24年度でなくなるわけですから、

これにかわる財源を求めるのは当然だと思っております。先ほど村長、それから課長からも答弁があり

ましたけれども、私どもはまずこの今までの過程、歴史、特に山というのは私ども生活の糧であったわ

けですね。その山で、木をある面守ってきたわけでございます。そういう意味で水量の確保、水質の確

保は私どもがある面守ってきたという認識を持っております。そういう観点から、ぜひこの今出されて

おります制度については、私どもしっかりと受けとめて頑張っていきたいと思っております。以上、決

意でございます。 

○ 議長（金城 勇） 企画観光課長。 

○ 企画観光課長（島袋幸俊） 単価についての話であったんですが、当初10円を想定しておりました。

10円といいますと、月にすると平均的な家庭で400円ぐらいという話を聞いております。40立米ぐらい

が一般家庭での生活用水ではないのかという、そのあたりから想定して400円ということであるんです

が、しかし、今、この単価にこだわらず、まずその創設、それが先じゃないかということで、私たち幹

事会としては５円、あるいは１円でもそれは永代的にその確保ができればそれはいいんじゃないかとい

うことを考えております。この10円にこだわるんじゃなくてまず創設、議員のおっしゃったとおりこれ

は全国で初めての制度となります。そのためにハード部分もやはり高いです。受水市町村のほうからも、

またあるいは県のほうからも事例がないという話はやって、私たちこの連絡会の中でもそういうのがあ

ります。しかし今、北部のダムというのは、一市町村の山で受けた水を一市町村のダムで受けているよ

うな状況です。県外のダムというのは幾つかの県、あるいは多数の市町村をまたがった水源地域の市町

村と、また受水市町村あたりが重複しているような状況もあります。そのあたりのダムの違いを訴えて

はいるんですが、なかなか理解はそこまではされない状況でもあります。そういうのを打破するために

私たちも勉強していきたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） これで前田 孝議員の質問を終わります。 

 

 ◇ 新 城 一 智 議員 

○ 議長（金城 勇） 次に防災対策について、新城一智議員。 

 ２番 新城一智議員。 
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○ ２番（新城一智） では防災対策について一般質問をさせていただきます。 

 ３・11東日本大震災から１年がたちました。改めて被災された方にお見舞いを申し上げ、また亡くな

られた方に哀悼の意をあらわしたいと思います。いまだ被災地では行方不明者も3,155人と新聞紙面等

でもありましたが、原発事故やいろんな悲惨な状況が続いています。備えあれば憂いなしということが

あるように、記憶に新しいうちにさまざまな対策を考え、また計画し実行していくことが重要です。特

に津波対策については大変重要で、避難所、避難経路は一日も早く整備する必要がありますが、村当局

はどのように考えているのかまずお伺いしたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） ただいまの新城一智議員の防災対策についてお答えをいたします。 

 特に津波対策についてでございますが、これは避難所、避難経路は一日も早く整備することが大変重

要であるという議員の御指摘のとおり、我々も認識をしております。現在、住民福祉課では災害時にお

ける避難経路と要援護者の支援分担及び日々の安否確認等を行うため、地域支え合い体制づくり事業を

実施しております。さらに３月末までの沖縄県地域防災計画の修正及び平成24年度には市町村の防災計

画の修正業務が予定されているところであります。現在、各分野で進められている防災対策の修正計画

を参考にし、大宜味村の特性に似合った地域防災計画の修正を沖縄県と関係機関の連携のもと整備をし

ていきたいと考えております。 

○ 議長（金城 勇） ２番 新城一智議員。 

○ ２番（新城一智） さまざまな対策が、県も含めて予定されているということですが、やっぱり地

域の防災は地域で守るということが前提に来ないと、大宜味村も17字、部落あって、高台にある部落、

また海に面している部落、さまざまに変わってくると思います。だから防災計画も見直すのもそうなん

ですけれども、やっぱり想定もありますよね、想定外という言葉がよく使われますけれども、やっぱり

そういう想定をどこに置いて、どういう対処の仕方をするのかを村が主導して持ってもらって、避難経

路については各字ごとにそういう区長を中心、あるいは防災組織があるところは防災組織を中心とした

人たちの意見も取り入れながら、各字ごとに地形も違いますし、どれだけ早く高台に上れるかという。

部落によっても１カ所じゃなくて、２カ所だったり、３カ所だったりということも考えられるわけです

から、その辺は計画するに当たり、村は想定をしっかりして、その想定に基づいて各区長を中心、ある

いは防災組織があるところは防災組織を中心に避難経路、どれぐらいかかるか、見積もりとか、そうい

うのもあると思いますけれども、そういうところを尊重してやるべきじゃないかと考えますけれども、

その辺について答弁をお願いします。 

○ 議長（金城 勇） 総務課長。 

○ 総務課長（島袋一道） きのうだったんですけれども、東日本大震災から１年ということもありま

して、全国的にいろんな報道がありました。特に県においては、県の防災計画の修正ということで、今

月の末には公表したいということも出ております。それで先ほど議員の指摘もありましたけれども、

やっぱり３・11後は防災、減災というものの考え方を根底から変えたということです。沖縄においては

特に台風とか水害中心だったのが、津波をかなり意識した効率的な避難、平時の意識づけ、避難対策が

非常に重要ということと、自主防災組織のコミュニティーの強化や学校教育、観光客の避難誘導ですね、

特に帰宅困難時の対応とか、都市部におけるそういったものももろもろありまして、本当に防災、減災
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に対する考え方を見直すというんですか、修正しなければいけないことであります。その県の防災計画

等々の伝導で、村の防災計画も修正、見直しを平成24年度にはやっていきたいということを考えており

ます。その中で先ほどありましたように、どういった事態が起こるかという想定については、やっぱり

地域住民と十分に意見、議論を深めて村の防災計画の修正に役立てていきたいと思います。以上です。 

○ 議長（金城 勇） ２番 新城一智議員。 

○ ２番（新城一智） この防災について、根路銘でも次年度、事業でそういう対策が行われていると

いうことなんですけれども、そのあたりの想定はどういうところを想定して実施されているのか、その

辺も含めて伺えたらいいと思うんですけれども、あとやっぱり一日も早くということですので、県の防

災とかそういうのを待っていられない部分もあると思うんです。独自でやれる範囲で対策はとっていか

ないといけないと思いますので、別に国がどうとか、県がどうとかというよりも、村独自の考え方で村

民の安全を守っていかないといけないと考えますけれども、その辺について村長の決意と、また先ほど

あった根路銘の事業について、どの辺を想定されて、例えば沖縄近海でマグニチュード幾つで、津波が

どれぐらいあるとか、そういうこととか、どのような想定に基づいてそういう計画がされているのか、

もし想定があればですね、なければまたおかしいわけですから、お示しいただきたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 総務課長。 

○ 総務課長（島袋一道） 今、津波の高さのことの想定だというふうにとらえていいかと思いますが、

17メートルとか20メートルぐらいまで考えないといけないと思います。現在の防災計画では、一応は一

時的なものは５メートルということであって、それは一時的なものであって、特に基本的なところはと

にかく早く高いところに避難しなさいというような防災計画になっておりますので、その辺をこれまで

の、あるいはいろんな資料でやっていきたいと思います。先ほど村長の答弁の中にもありましたが、村

では既に高齢者のこういう避難路というんですか、要介護の方々の避難についての計画も平成23年度で

は終了し、平成24年度から走らせたいということになっております。そして沖縄における津波の震源地

というのが沖縄本島の南西部ですね、宮古、そのあたりだということもありますので、それはいろんな

資料等を検討して、本当に村民の安全、安心というんですか、それが確保できるような避難対策をやっ

ていきたいと思います。以上です。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

○ 村長（島袋義久） 先ほど一智議員の御指摘、御質問がありました独自でも考えないといけないん

じゃないかということでございますが、県のものも確かに非常に重要なことでございます。整合性を持

たせながら、我々として何ができるのかということを今の想定の確固たるものを含めてすぐ議論をして

いきたいというふうには考えておりまして、また想定はここまでという懸案といいますか、そういう確

定は、今あった17メートル、20メートル…、20メートルぐらいの想定はしないといかんかなと思ったり、

話はしているんですが、まだ確定的な村としての方針はこれからしっかり検討していきたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 議員の質問は既に３回になりましたが、会議規則第55条のただし書きの規定に

よって特に発言を許します。 

 ２番 新城一智議員。 

○ ２番（新城一智） ありがとうございます。やはり今、根路銘の件もお伺いして、５メートルの想

定で一時避難的なことだということです。ただ地震、１年前に起きた東日本大震災では12メートル以上

の津波が観測されたり、到達的には三十何メートルまでいったという話もありますけれども、やっぱり
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本州、今、東南海、南海地震という、連動して起こるというのが一番懸念されているところなんですけ

れども、向こうで起きた、地震によって起きた津波というのはタイムラグがあって、30分、40分かけて

沖縄に到達していくというのと、沖縄近海で起きたら10分、20分という、短い時間で来るという想定と、

やっぱり両方あるので、その辺を含めて避難所、避難経路の整備はやっぱり、村長が先ほど言われた県

のことも重要ということでありますけれども、あくまでも予算的な裏づけの部分でこの防災計画、県が

策定したのが重要ということでとらえていいんだろうと思いますけれども、やっぱり地域との連携とい

う意味では、先ほど福祉課の事業の件もありましたけれども、じゃあその地域においてだれがどの役割

をしてどういうふうに年寄りを安全な場所まで移すかというのも含めて、やっぱり考えるには各字ごと

で十分議論する必要があると思います。その辺を含めてもう一度村長から防災の危機意識も一日も早く

やらないといけないという思いを一言お伺いして終わりたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

○ 村長（島袋義久） ただいま新城一智議員の御指摘のとおりでございまして、対象になるのは村民

全員でありまして、その一番立地条件を知っている方々というのは地域に住んでいる方々。ですから

我々としても想定を含めながら村の考え方をしっかりしながら、どうしても実施の段階に持っていくた

めの説明ということと、御理解ということを得なければいけませんで、どうしてもこういう場合は各区

長会、あるいは区長を中心とした各部落でのその取り組みの強化をお願いしなければいけないと。それ

をまとめていくと全体、お互いに一人一人が助け合う避難の仕方というものはつくり出せるんじゃない

かなと、そういう期待を含めておりますけれども、地域住民、部落との連携を強化していきたいと思い

ます。 

○ 議長（金城 勇） これで防災対策についての質問を終わります。 

 次に風力発電施設について、新城一智議員。 

 ２番 新城一智議員。 

○ ２番（新城一智） では風力発電施設についてお伺いします。 

 いろいろ沖縄電力との交渉というか、事業も最終段階だと思いますけれども、協定も済んだりですね、

現在の進捗状況についてお伺いしたいと思います。どのようになっているのかお答えください。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） それではただいまの新城一智議員の御質問にお答えをいたします。 

 現在の進捗状況でございますが、９月定例会で村民、近隣住民の不安を取り除くため、風車から発生

していると思われる低周波及び低周波振動等による健康被害、または事故等の責任の所在を明確にして

協定を結ぶことの決議がなされました。住民の不安解消や事業への理解を深めるため、12月20日に再生

可能なエネルギー講演会を沖縄県と共催で開催してきました。その講演会では議決にあります心配を多

く解消できたものと考えております。また最も近距離の住民への理解をいただくため、ビジョン等の説

明を行ってきたところです。沖縄電力とは今後について、県を交えて調整しているところであります。 

○ 議長（金城 勇） ２番 新城一智議員。 

○ ２番（新城一智） 今、県を交えて沖縄電力と現在調整しているということであります。ただこの

健康被害については、医学的にもまだ解明されていない部分がありまして、今環境省も風車を法に基づ

く環境アセスの対象にするかということでも調査されて、まもなく結果が出ると思いますが、今後、今
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沖電は実証実験３年程度、平成27年度でしたか、数字が間違っていれば後で訂正をお願いしたいと思い

ますが、までを期間として実証実験をしたいということでありました。継続してやる可能性も県からも

あるようにやっていただきたいということも沖電は、担当者からそういう話もありましたけれども、例

えば実証実験を終了した後に、実際どう風力発電施設を運営していくのか、例えば村が引き取ってやる

のか、沖電がやるのか、それと例えば今実証実験ですので、本格的な稼働に際しては法的に環境アセス

が義務づけられたときに、もう建てた後なんですけれども、そういう法律に基づいてアセス手続をやれ

るのか、その辺もちょっと考えがありましたらお伺いしたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 企画観光課長。 

○ 企画観光課長（島袋幸俊） 臨床実験終了後の話なんですが、今のところ、村が運営すべきなのか、

また電力が引き続きやるのかという、そのあたりを聞いているんですが、今、村がやるという想定での

話はまだ、全く仮定での話であって、こっちにまだ具体的にそういう話も１回も出てきていないですの

で、そのあたりは慎重にやらなければいけないと思います。引き続き電力がこの耐用年数ぐらいまでは

やるものだと考えてはいるんですが、でもその中でも村民あるいは議会の理解は得る必要があるだろう

と思います。そのあたり、その時点になって話があればもう一度検証していきたいと思います。アセス

についても、現在、環境省が考えているようなものでは規模的に小さいということで、それを準じてや

るかどうかということになるかと思います。建てられているものにそれを当てはめていくというのも法

的にどうなのかというのも、そのあたりも検証しなければいけないと思います。法の趣旨ですね、その

たりも含めてその時点でまた考えていきたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） ２番 新城一智議員。 

○ ２番（新城一智） 施設は建つ前提で、村も新エネルギービジョンに照らし合わせて進めているわ

けですから、その辺はきちっとした指針を持たないと、また計画的に行わないと、今住民との間でごた

ごたがあるように、やっぱり低姿勢で、電力もそうですけれども、村のほうも、そういうコンセンサス

を得るような、将来こうあるべきだよという、あるべき姿を丁寧に説明して理解を得るというのが最初

のつまずきだったと思いますので、今後、実証実験終わったらどうするかということを聞かれて、じゃ

あ今わからないという答えではまた住民感情をさかなですることになりかねないので、この辺ははっき

りしていただきたいと思います。住民からの一番懸念されているのは、低周波という問題ですけれども、

我々、議会の総務委員会としても糸満市摩文仁、うるま市、今帰仁村、国頭村楚洲と、一応風車の周辺

を聞き取り調査なり、自分たちで感じてきました。やっぱりスイシ音という、要するに風切り音は風車

の下に来ると結構感じます。威圧感もあります、近くはですね。でも周辺を聞くと、聞こえるけれども

そんなにではないと、そんなに影響与えるものではないよという声もあります。また風切り音がひどく

てという声もありました。テレビについての、摩文仁は問題になってとまっているような状況だったん

ですけれども、そこは音が聞こえるところと聞こえないところにやっぱり分かれていました。楚洲につ

いても近くに養豚場があって、その養豚場の方に聞き取りをすると、風切る音はするけど、そんなに影

響ない、もっとこういうものはどんどんつくらないといけないんじゃないかという肯定的な意見もあり

ます。この肯定的な意見も、日本も原発事故を受けて、再生可能エネルギーが重要視されてきました。

中国の100分の１ぐらいの再生可能エネルギーの容量なんですね。おくれている。これは殿様企業と言

われている各電力との送電の問題とか、配電の問題とか、買い取り価格が一定しないという問題もあり

ます。その辺も含めての多分沖電は実証実験、容量も含めて、そういう感じじゃないかなと思いますけ
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れども、そういう新エネルギービジョンに基づいてやっていくのも理解できるわけですよ、地球環境の

ＣＯ２の削減も含めて再生可能エネルギーの利活用ということも考えれば。村民の理解を得るには、村

民の要望にもこたえていかないといけないと思います。そこで距離の問題が一番あると思います。現状、

近いところで300メートルでしたか、逆にそこで感じるんだったら、感じる可能性があるんだったら今

の用地の問題もあるでしょうけれども、計測した風力の問題もあるでしょうけれども、位置をずらすこ

とも考えられないのか、その辺も含めて、位置をずらすことが、もしそういう懸念があって折り合いが

つかなかった場合そういう方法がとれるのかどうか、その辺も含めて答弁お願いいたします。 

○ 議長（金城 勇） 企画観光課長。 

○ 企画観光課長（島袋幸俊） 位置の変更の問題なんですが、これは今、一番近い距離の住民の方に

はこっちのビジョンの説明はしてきました。近々、電力もこの人と会うということ、そのときにはこっ

ちも立ち会いしていこうということを相談しております。その中でやはり何らかの対策というのは相談

できるのではないかと考えております。位置の変更なのか、それとも窓ガラスあたりの強化なのか、そ

のあたりは電力が責任持ってやるということですので。また位置についての変更というのはビジョンの

中でも根路銘地区、杣山地区ということを設定しておりますので、そのあたりも含めて、なかなか位置

の大幅な変更というのは難しいだろうと考えております。 

○ 議長（金城 勇） 議員の質問は既に３回になりましたが、会議規則第55条のただし書きの規定に

よって特に発言を許します。 

 ２番 新城一智議員。 

○ ２番（新城一智） ありがとうございます。この大宜味村の新エネルギービジョンに沿った形で沖

電もやりたいということが合致してそういう事業が進んでいるわけですから、やっぱり村民の対応は沖

電だけじゃなくて、村のビジョンが乗っかっているわけであります。村長を中心に村民との理解を、ま

た信頼を築くためにしっかりやらないと、こういう新エネルギービジョンはこれからもやっていかない

といけないわけですから、今後、そういう新エネルギービジョンに対する村長の思い、これはやると決

めていると思うんですが、これからやるに当たっての問題解決もありますけれども、その思いを聞いて

この質問を終わります。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

○ 村長（島袋義久） ただいまの新城一智議員の御質問にお答えいたしますが、御指摘のとおり、村

民への理解というものが非常に重要視されなければいけないし、また御指摘があったようなすべてのも

のが、前段の、最初のスタートの時点での説明等が不足していたんじゃないかというような、そういう

ことの反省から村民の要望を取り入れられるような村民との会話といいますか、その説明、そういうこ

とを重要視してくれというようなことだと思っております。村民の理解を深めるために私たちはしっか

り資料整備しながら説明責任を果たしていきたいと思っております。いろいろ位置の関係もございまし

たが、村の新エネルギービジョンに沿って地球上の環境をよくするために我々も村の立場から、村でで

きることはできるだけの協力といいますか、支援をしていきたいと思っております。 

○ 議長（金城 勇） これで風力発電施設についての質問を終わります。 

 次に一括交付金の活用について、新城一智議員。 

 ２番 新城一智議員。 

○ ２番（新城一智） では一括交付金、前もありましたが、仮称とさせていただきます。の活用につ
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いて。 

 平成24年度一括交付金（仮称）、これはソフト事業分と認識しているんですが、市町村の配分額が新

聞紙面等で明らかになりました。大宜味村においては２億7,000万円が交付されることが決定されてい

るようですが、そこで村当局はこの交付金をどのように活用していくお考えなのかお伺いします。また

予定している事業等があればお示し願いたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

 （島袋義久村長 登壇） 

○ 村長（島袋義久） ただいまの新城一智議員の一括交付金の活用についての御質問にお答えいたし

ます。 

 平成24年度から創設される一括交付金（仮称）は、ソフト事業分については沖縄振興特別調整交付金、

これも仮称です。としておりましたが、現時点では名称を沖縄振興特別推進交付金、これも仮称であり

ます。として変わっております。国においては現在、まだこの交付金の交付要綱等が定められておらず、

この３月中に設定される見込みとのことであります。大宜味村の配分額については、沖縄振興市町村協

議会で決定された額が２億6,000万円となっておりまして、第４次総合計画の実施に向けて活用してい

きたいと考えております。要綱等がまだ定められていない中で沖縄県から平成24年度要望予定事業調べ

がありましたので、平成24年１月11日付で平成24年度予算要求のあったものなど、15件の予定事業を提

出してきましたが、沖縄振興に資する事業や沖縄の特殊事情に起因する事業の観点からマッチしないな

ど、県からの助言を受けていまして、予定事業の決定には至っておりません。今後、県との調整を図り

つつ予定事業の決定、事業計画書等の作成、事業採択に向けて努力していきたいと思っております。 

○ 議長（金城 勇） ２番 新城一智議員。 

○ ２番（新城一智） 交付額は２億6,000万円ということですが、かなり大きな額が交付され、大宜

味村にとってはですね。事業として15件ぐらい上げてそれに合わないということで、要綱が決まってい

ない分、そういう形になっているんだろうと思いますが、推察されるには、やっぱり沖縄の特性、特殊

事情という話もありましたが、これにマッチしていないということもあると思うんです。沖縄にマッチ

している、マッチしていないは理論構成の中でも、企画立案の中でも、大宜味村独自のものが、考えが

沖縄の振興、観光などにつながるところもあるわけです。特殊事情とかというと、例えば教育関係でい

けば複式とか、そういう対策、または過疎も含めて。観光でいえば、今文化財等、ある程度世の中に知

らしめるためにこういうパンフレットとか、ホームページの作成だとかありますが、それの内容の拡充

だとか、私個人的に思うには、前にも大宜味大工の話をしたんですけれども、そういう技術の伝承を活

用した、これは個人的に期待を持っているところは、例えば結の浜は団地20戸のみで生活、村診療所も

あるんですが、今後ふえていく予想もされるので、例えばそういう伝統、技術の伝承を生かした集会所

とか、そういう建物をつくったりとか、子供たちの教育環境でいえば、少人数学級でありますので、交

流事業だとか、今複式でやっているんですけれども、交流事業だとか、そういうふうに活用するために、

なかなか補助事業ではできない10人乗り程度のバスの配置だとか、ワゴン車の配置だとか、そういうの

も活用できる事業内容ではないのかなと思っておりますが、その辺も視野に入れて後で検討されたら幸

いです。それも含めて、独自で考えてアピールしていくということが、要するにジンブン勝負ですよね。

そういうジンブンが必要にこれからもなってきます。これは一括交付金と言われても、仮称ではありま

すけれども、何年度まで続くかはわりません。また政府が変わればそれも打ち切られる可能性もあるし、
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やっぱりあるものを最大限に生かす努力を大宜味村のためにやる姿勢は強く持って、例えば意見の集約

だとか、住民のニーズがどうなのか、また観光客のニーズがどうなのか、そういうものも含めて、企画

観光課も今、観光には力入れたりしていますので、そういうニーズを精査してしっかりとした将来に残

る事業に活用していただきたいと思いますけれども、村長の見解、また各担当、もし何かの事業が控え

ているところがあれば担当の課長の見解もお聞きしたいと思いますけれども、よろしくお願いします。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

○ 村長（島袋義久） ただいま御指摘のあります一括交付金、仮称ではございますが、その活用につ

きましてはいろいろ議論をされております。県の持ち分の相当分があって、先ほど御指摘のありました

複式関係の事業などは県のほうでも一部考えられてはいるんです。村でこれが使えるかということは

はっきりしないわけです。かなりの制約は受けております。一括交付金の自由度の高いということでは

あったんですけれども、実際の段階における制約みたいなものがありますから、県としても、我々市町

村会としても、そのいわゆる制約みたいなものをできるだけ少なくして、今あるものをどんどん排除し

ていって、使い勝手のいいものにしていこうよと、そういうことは県としても内閣府と交渉というか、

要請をするという動きにはなっております。今御指摘のように、村民がプラスになるというか、喜べる

ような、安心して、安全な生活ができる生活環境をどうつくっていくのか。村民福祉のニーズにこたえ

られるような内容というものを私どもはしっかり考えなければいけないとは思いますが、当面やるべき

事業等が出て、要請は出ているところなんですけれども、さっき申し上げた15件は一応事業として出し

てありますよと。それをさっき言った基準を合わせながら、県のほうにも担当がいまして、それをやっ

ているところなんですが、その厳しい面もいっぱいあるよというような指摘は受けていますけれども、

そういうことをできるだけ今さっきジンブン勝負とありましたけれども、その理由書をどうつくってい

くのかということで今担当のほうでも非常に苦慮しているところでございまして、その辺の努力をしっ

かりやっていきたいと、そして村民ニーズに、村民の福祉の向上に役立てていけるように頑張っていこ

うということでございます。 

○ 議長（金城 勇） ２番 新城一智議員。 

○ ２番（新城一智） ぜひしっかりと取り組んでいただきたいと思います。県のソフト事業分を活用

できることも視野に入れながら、大宜味村は大宜味村の独自のことを、このお金を活用してやっていた

だければと思います。先ほども子供の環境、複式の環境、改善、統合も検討されている中ですが、やっ

ぱり10人程度のバスとなると動きやすいわけですよね、１学年今10人満たないところ、そこが交流して、

各学年の単元が、この事業によって交流できたりとか、あと部活動の育成とかですね、中学校において

もそうですけれども、やっぱりだんだん人数が減っている中で、そういうことも必要に感じます、感じ

ています実際。耳の痛い話になると思いますが、交流広場用地につくった広場でも、あれは当時、光を

そそぐ交付金ですか、きめ細かな交付金ですか、2,000万円余り使って、まだ運用というか、使える状

態ではないわけです。そういうワゴン車購入でも１台300万円としても、５校で1,500万円、これがどれ

ぐらいに貢献できるかというと、やっぱり波及効果はすごくあると思います。例えば大宜味大工の技術

の継承についても、やはりそれを生かしながら結の浜の景観のシンボルとしてそういう昔の技術を再現

した集会所的なものの位置づけだとか、ほかにも文化財、イヌガキ、ヤマシシガキも含めて、いろんな

文化財の案内とか、説明とか、そういうものにも活用できますし、塩屋のウンガミなんかでもそうです

けれども、そういうものも含めて使いやすいところ、なかなか事業にしにくいところ、補助金がなかな
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かつかないところにジンブン使って、そういうお金を使っていただきたいと思います。最後に村長の決

意を聞いて終わります。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

○ 村長（島袋義久） ただいま御指摘のように、いろいろ夢を膨らませることがありますけれども、

何せ採択基準というのがございますので、そこに向けながら、また村が急といいますか、今必要として

いる部分が出されておりますので、それを中心にしながらしっかり取り組みを強化していただきたい。

一括交付金をどう使っていくのか、まだまだこれは採択事務を含めて課題がふくれるといいますか、課

題が残されますのでしっかり検討していきたいと、有効に使えるように努力していきたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 以上で新城一智議員の質問を終わります。 

 これで一般質問を終わります。 

 

◎散会の宣告 

○ 議長（金城 勇） 以上で本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これで散会します。 

 御苦労さまでした。 

（午後１２時５５分） 
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15 
議 案 

第 1 3 号 

平成23年度大宜味村国民健康保険特別会計補正予算（第３

号） 

質 疑 

委員会付託 

16 
議 案 

第 1 4 号 

平成23年度大宜味村簡易水道事業特別会計補正予算（第６

号） 

質 疑 

委員会付託 

17 
議 案 

第 1 5 号 

平成23年度大宜味村公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号） 

質 疑 

委員会付託 

18 
議 案 

第 1 6 号 

平成23年度大宜味村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号） 

質 疑 

委員会付託 

19 
議 案 

第 1 7 号 
平成24年度大宜味村一般会計予算 

質 疑 

委員会付託 
 



- 73 - 

 

日程番号 事件番号 件     名 摘 要 
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質 疑 

委員会付託 
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◎開議の宣告 

○ 議長（金城 勇） おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

 

◎同意第１号の質疑、委員会付託の省略、討論、採決 

○ 議長（金城 勇） 日程第１ 同意第１号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題と

します。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 同意第１号については、会議規則第39条第２項の規定によって委員会付託を省略することについて採

決します。 

 本件は、委員会の付託を省略することに賛成の方は挙手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって同意第１号 固定資産評価審査委員会委員の選任については、委員会の付託を省略するこ

とを可決されました。委員会の付託を省略します。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから同意第１号 固定資産評価審査委員会委員の選任について採決します。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は挙手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって同意第１号 固定資産評価審査委員会委員の選任については、同意することに決定しまし

た。 

 

◎同意第２号の質疑、委員会付託の省略、討論、採決 

○ 議長（金城 勇） 日程第２ 同意第２号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題と

します。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 同意第２号については、会議規則第39条第２項の規定によって委員会付託を省略することについて採

決します。 

 本件は、委員会の付託を省略することに賛成の方は挙手願います。 
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 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって同意第２号 固定資産評価審査委員会委員の選任については、委員会の付託を省略するこ

とを可決されました。委員会の付託を省略します。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから同意第２号 固定資産評価審査委員会委員の選任について採決します。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は挙手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって同意第２号 固定資産評価審査委員会委員の選任については、同意することに決定しまし

た。 

 

◎同意第３号の質疑、委員会付託の省略、討論、採決 

○ 議長（金城 勇） 日程第３ 同意第３号 教育委員会委員の任命についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 同意第３号については、会議規則第39条第２項の規定によって委員会付託を省略することについて採

決します。 

 本件は、委員会の付託を省略することに賛成の方は挙手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって同意第３号 教育委員会委員の任命については、委員会の付託を省略することを可決され

ました。委員会の付託を省略します。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから同意第３号 教育委員会委員の任命について採決します。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は挙手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって同意第３号 教育委員会委員の任命については、同意することに決定しました。 

 

◎諮問第１号の質疑、委員会付託の省略、討論、採決 

○ 議長（金城 勇） 日程第４ 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 
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 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 諮問第１号については、会議規則第39条第２項の規定によって委員会付託を省略することについて採

決します。 

 本件は、委員会の付託を省略することに賛成の方は挙手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦については、委員会の付託を省略することを可

決されました。委員会の付託を省略します。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦についてをお諮りします。 

 本件は、お手元にお配りしました意見のとおり適任と答申したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（金城 勇） 異議なしと認めます。 

 したがって諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦については、お手元にお配りしました意見のと

おり適任と答申することに決定しました。 

 

◎議案第３号の質疑、委員会付託 

○ 議長（金城 勇） 日程第５ 議案第３号 沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議につ

いてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第３号 沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議について

は、総務常任委員会に付託します。 

 

◎議案第４号の質疑、委員会付託 

○ 議長（金城 勇） 日程第６ 議案第４号 国頭地区行政事務組合規約の変更に関する協議につい

てを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第４号 国頭地区行政事務組合規約の変更に関する協議については、

総務常任委員会に付託します。 
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◎議案第５号の質疑、委員会付託 

○ 議長（金城 勇） 日程第７ 議案第５号 大宜味村総合計画策定条例を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第５号 大宜味村総合計画策定条例は、総務常任委員会に付託しま

す。 

 

◎議案第６号の質疑、委員会付託 

○ 議長（金城 勇） 日程第８ 議案第６号 大宜味村総合開発審議会条例を廃止する条例を議題と

します。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第６号 大宜味村総合開発審議会条例を廃止する条例は、総務常任

委員会に付託します。 

 

◎議案第７号の質疑、委員会付託 

○ 議長（金城 勇） 日程第９ 議案第７号 大宜味村総合計画審議会条例を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第７号 大宜味村総合計画審議会条例は、総務常任委員会に付託し

ます。 

 

◎議案第８号の質疑、委員会付託 

○ 議長（金城 勇） 日程第10 議案第８号 大宜味村税条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第８号 大宜味村税条例の一部を改正する条例は、総務常任委員会

に付託します。 

 

◎議案第９号の質疑、委員会付託 

○ 議長（金城 勇） 日程第11 議案第９号 大宜味村財産形成基金条例の一部を改正する条例を議

題とします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 ６番 前田 孝議員。 
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○ ６番（前田 孝） それでは質疑を行います。 

 附則のほうなんですけれども、公布の日から施行ということなんですが、きりがいいように４月１日

施行だったらやりやすいんだが、公布の日から施行するという何か引っかかる。その理由についてお聞

かせいただきたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 財務課長。 

○ 財務課長（神里富松） ただいまの質疑にお答えします。 

 ４月１日からということも考えたわけですが、歯切れのいいというのはやっぱり年度初めということ

になるかと思うんですけれども、現在行われている結の浜での産業支援等に絡んで、導水施設の設計委

託等という形のものがあります。それでできるんであれば、解釈の云々ということで、12月の議会でい

ろいろ解釈の云々があるということで、それでできれば早いほうの施行にしたいということで、公布の

日から施行したいということで判断しております。以上です。 

○ 議長（金城 勇） ほかに質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第９号 大宜味村財産形成基金条例の一部を改正する条例は、総務

常任委員会に付託します。 

 

◎議案第１０号の質疑、委員会付託 

○ 議長（金城 勇） 日程第12 議案第10号 大宜味村企業支援賃貸工場の設置及び管理に関する条

例を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第10号 大宜味村企業支援賃貸工場の設置及び管理に関する条例は、

総務常任委員会に付託します。 

 

◎議案第１１号の質疑、委員会付託 

○ 議長（金城 勇） 日程第13 議案第11号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第11号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例は、総務常任委員会に付

託します。 

 

◎議案第１２号の質疑、予算審査特別委員会の設置、委員会付託 

○ 議長（金城 勇） 日程第14 議案第12号 平成23年度大宜味村一般会計補正予算を議題とします。 
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 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 ６番 前田 孝議員。 

○ ６番（前田 孝） それでは40ページをお願いします。 

 ６款２項３目林道事業費ですが、その15節工事請負費の中で4,847万4,000円の減、これは喜如嘉林道

のものだと思うんですが、その減方、理由は何ですか。その理由について説明をお願いいたします。 

○ 議長（金城 勇） 産業振興課長。 

○ 産業振興課長（新城 寛） 議員が今おっしゃったように、15節の4,800万円余りの補正について

は、喜如嘉林道の補正であります。喜如嘉林道におきましては、昨年３月定例議会当初予算のときに村

単独でやっていこうと、県のほうともそのときには確認をとって、村単独事業の起債事業を充てており

ました。その間、また県のほうとも調整を図りながら、現在、沖縄県における林道事業、県及び各市町

村の林道の補助事業が現在ストップしているところです。そこにつきましては自然環境の配慮等の諸事

情がございまして、その分、県のほうとの調整の中で最終的に今回我々単独事業で行う予定であったん

ですが、あとしばらく、補助事業での展開も考えられる中であとしばらく時間がほしいと。その中での

補正減であります。これにつきましては、次年度の平成24年度当初予算にも計上がまだ上げられており

ません。その中で現在、平成19年度から施行を始めている林道事業ではありますが、残り約800メート

ルの延長残があります。この分につきましては、村としてはやはり１本の道路につなげたいという思い

はあります。より効果的な、財政にも負担をかけないような補助事業でとれないかということを模索し

ながら考えていきたいと思っております。よろしいでしょうか。 

○ 議長（金城 勇） ６番 前田 孝議員。 

○ ６番（前田 孝） 今の説明では県との調整というお話なんですが、やっぱり当初予算に計上され

ておったわけですから、残り800メートルといっても、やっぱり道路というのは完成して初めてその利

用価値があるし、効果が出ると思うんです。それでその周辺の方々は道路が通るからということで、こ

ういう事業やりたいなということも計画していたんです。それがだめになった場合に非常にがっかりし

て、意欲も減退するんじゃないかと思うんですが、この県との調整で事業がストップしたという時期は

いつなんですか。お伺いいたします。 

○ 議長（金城 勇） 産業振興課長。 

○ 産業振興課長（新城 寛） 当初の話からずっとありまして、９月、10月ぐらいに最終的に確認を

したところであります。村としての考えで自然環境に配慮した工事をしたいということで計画の見直し

も図りながら、周りの住民とのコンセンサスもとりながらやっていきたいということで、あとしばらく

の時間がほしいということで今回計上を見合わせて補正を行っているところです。自然に配慮する中で

現道の維持を行いながらやっていきたいという判断で現在思っているところです。 

○ 議長（金城 勇） ６番 前田 孝議員。 

○ ６番（前田 孝） これから努力されると思うんですが、大体何年度ごろという目安はここでお話

できませんか。大体の目安は。 

○ 議長（金城 勇） 産業振興課長。 

○ 産業振興課長（新城 寛） 県との話の中で二、三年という話であると思います。その中で我々も

結論を出して、この道路を議員御指摘のとおり、やはり１本の道を完成しないことには、無駄な道に

なってしまうということを重々認識しておりますので、この二、三年また検討させていただきたいと
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思っております。よろしくお願いします。 

○ 議長（金城 勇） ほかに質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） これで質疑を終わります。 

 本案については、９人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査すること

にしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（金城 勇） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第12号については、９人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託

して審査することに決定しました。 

 

◎議案第１３号の質疑、予算審査特別委員会の設置、委員会付託 

○ 議長（金城 勇） 日程第15 議案第13号 平成23年度大宜味村国民健康保険特別会計補正予算を

議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 本案については、９人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査すること

にしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（金城 勇） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第13号については、９人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託

して審査することに決定しました。 

 

◎議案第１４号の質疑、予算審査特別委員会の設置、委員会付託 

○ 議長（金城 勇） 日程第16 議案第14号 平成23年度大宜味村簡易水道事業特別会計補正予算を

議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 本案については、９人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査すること

にしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（金城 勇） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第14号については、９人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託
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して審査することに決定しました。 

 

◎議案第１５号の質疑、予算審査特別委員会の設置、委員会付託 

○ 議長（金城 勇） 日程第17 議案第15号 平成23年度大宜味村公共下水道事業特別会計補正予算

を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 本案については、９人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査すること

にしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（金城 勇） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第15号については、９人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託

して審査することに決定しました。 

 

◎議案第１６号の質疑、予算審査特別委員会の設置、委員会付託 

○ 議長（金城 勇） 日程第18 議案第16号 平成23年度大宜味村後期高齢者医療特別会計補正予算

を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 本案については、９人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査すること

にしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（金城 勇） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第16号については、９人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託

して審査することに決定しました。 

 

◎議案第１７号の質疑、予算審査特別委員会の設置、委員会付託 

○ 議長（金城 勇） 日程第19 議案第17号 平成24年度大宜味村一般会計予算を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 １番 大城佐一議員。 

○ １番（大城佐一） 予算書の133ページ、10款１項２目、この事務賃金なんですが、説明を見ると

統廃合基本方向決定に要する補助賃金、平成24年度限りとあるんですが、この統廃合を今年度で決定す

るための賃金なのか、その辺をちょっとお聞きしたいんですが。 

○ 議長（金城 勇） 教育課長。 
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○ 教育課長（大嶺 実） ただいまの議員にお答えします。 

 賃金の139万2,000円の計上は、教育委員会のほうで、平成24年度、小学校４校の統廃合の方針をしよ

うということで、今現在のスタッフではいろいろ厳しいということで、地域の懇談会とか説明会、いろ

いろ説明する資料を作成する事務賃金に充てております。以上です。 

○ 議長（金城 勇） １番 大城佐一議員。 

○ １番（大城佐一） ちょっと声が小さくてはっきり聞き取れないところもあったんですが、この今

までの委員が地域で説明するために、その傭人を雇わないとその事務が追いつけないということでやっ

たのか、その１点ですね。 

 あと１点は、村長にひとつこれも、施政方針の中でも述べているように、村民へ丁寧に説明し、合意

形成を図りつつ、本村、学校の望ましいあり方の方針を固めてまいりたいと思いますということであり

ますので、今年度ではっきり白黒つけるのか、その辺を、さっき言った教育委員会とまた村長からもひ

とつお願いしたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 教育長。 

○ 教育長（友寄景善） お答えします。 

 小学校と中学校の統廃合問題につきましては、過去数年、いろいろ住民説明会等を開いてきましたし、

かなり住民にもこのことについての認識というのは、熟度というのは高まってまいりました。そこで統

廃合についていつまでもというんですか、長い時間をかけてやることも大変重要なんですが、子供たち

のこともありまして、この問題について早く決定してくれと、早く決着をつけてくれという声もかなり

ありまして、教育委員会としましてもこの問題について、平成24年度で集中的に住民に説明して、合意

を図って、できれば平成24年度内では方向を決定していきたいと。そうすることで事務量がかなりふえ

ることが予測されますので、事務賃金で対応して事業を進めていきたいということです。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

○ 村長（島袋義久） ただいまの大城佐一議員の御質疑にお答えいたします。 

 先ほどの教育長の説明のとおりでございまして、私たちも教育委員会の方針を尊重しながら進めてい

くということです。 

○ 議長（金城 勇） １番 大城佐一議員。 

○ １番（大城佐一） ちょっとさっきの質疑についてのアンサーがなっていないんですが、この望ま

しいあり方の方針を固めるということですから、統合するとかしないとかはまだ決まっていないわけで

すよね。その辺の返答がなかったものだから、これは財政的にもあるのか、その辺も。また予算のほう

もあるのか。これはひとつは、予算的には統合しても、今回も教育費、小学校費が4,200万円あるわけ

です、予算化されているわけです。これは統合しなくても、今、大宜味村に４校あっても大体地方交付

税が各１校1,100万円ぐらい入ってくるわけなんです。これは大体4,000万円、財政的にもこれはプラマ

イゼロになる確率はあると思うんですけれども、これからどう削減されるかわからないんですが、最後

にあと１点、この望ましいあり方を今年で結論つけると言っているんですが、統合についての結論なの

か、その辺をはっきり返答してもらえますか。 

○ 議長（金城 勇） 教育長。 

○ 教育長（友寄景善） 統合するかということなんですけれども、教育委員会内部では方向性は持っ

ておりますが、これはあくまでも教育委員会内部での考え方でありまして、教育委員会の内部である程
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度方向性を持っています。これを住民に説明して、住民の理解のもとにこの事業を進めていくというこ

とで、この時点で今統合するということはまだはっきり述べることはできませんので御理解お願いした

いと思います。 

○ 議長（金城 勇） ほかに質疑ありませんか。 

 ９番 平良嗣男議員。 

○ ９番（平良嗣男） それでは同じく教育委員会にお尋ねしたいんですが、34ページ、19款５項３目

７節、滞納繰越分が10万円あります。皆さんの説明資料を見ると、84ページに説明があるんだけれども、

その中においても説明が全くなされていない。10万円の滞納分とあるけれども、ただ同じく、結局予算

書と同じような感じで書いてある。そこに滞納分が幾らあって、どうであるということを書いておけば

別に質疑する必要ないわけだが、これじゃあ意味がわからない。この滞納分の10万円、これが何件ある

のか。前回は200万円余の滞納分があったと思うんだけれども、これが今、10万円計上されている。こ

の10万円は何人分なのか、そこら辺をちょっと示していただきたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 教育課長。 

○ 教育課長（大嶺 実） ただいまの議員にお答えいたします。 

 滞納繰越分の10万円の計上は、はっきりした人数の把握はしておりませんが、とりあえず10万円とい

うことで計上してあります。 

○ 議長（金城 勇） ９番 平良嗣男議員。 

○ ９番（平良嗣男） 皆さん、同じく事務をしていて、何件あって、だれだれが滞納しているかわか

らないで仕事できるね。そこら辺ちゃんと把握してやらないと、給食センターの担当がいるでしょう、

そこら辺と調整しながら滞納がいち早く解消できるようにやらないと、これは食べ物をこういうふうに

滞納して、ちゃんと払っている皆さん方に対しては大変失礼なこと。これはまた卒業して払っていない

方もいるでしょう、実際。そういうこともあるでしょうから、せめて滞納が何件あって、どこどこのだ

れだれが滞納しているんだというのを把握しておかないと、件数もわからない、だれがやっているかわ

からないと、どうやって回収できるのか。そこら辺ちゃんと把握してやっていただきたいということで

ありますが、いずれにしても滞納の回収というのはみんなが一つになって、各課連携しながら、職員も

連携しながら回収に努めてもらいたいということでお願いしたいと思います。これで教育委員会の給食

センターの件を終わります。 

 それから52ページ、２款総務費、１項総務管理費、７目、そこの中で消防設備点検委託料12万円が計

上されていますが、村長の施政方針の中に「初期消火等を敏速に実施できるよう、消火栓等の消防設備

整備に向けて検討してまいります」とあります。そこで関連しましてお伺いしますが、前回一般質問を

させてもらいましたが、大宜味村全体の中で消火栓の配置、そこら辺で田嘉里、謝名城、喜如嘉、そし

て塩屋方面に関してはある程度の消火栓の設備がなされております。しかしながら、特に大宜味校区に

おいては、路線の旧国道等の、饒波でしたら、その饒波部落の中央位置の一、二カ所にしか消火栓が配

置されていない。そのために前回図面をつけて、すぐ皆さんがわかるようにということでその初期消火

用の消火栓の設置をしていただきたいということを申し上げました。そこで皆様方が今、施政方針にう

たわれているように、いつごろどういうふうな予算でやっていくのか、そこら辺をお伺いしたいと思い

ます。 

○ 議長（金城 勇） 総務課長。 
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○ 総務課長（島袋一道） 消火栓の整備については、初期消火が重要でありますので、特に今、塩屋

とか田嘉里方面はきれいに整備はある程度されているんですけれども、まだ整備が不十分な地域につい

ては、整備しないといけないということを考えております。それで平成24年度当初予算には計上できな

かったことでありますけれども、平成24年度早目に、あれは水道事業、水源基金が最終の事業になりま

すので、それからの事業費の捻出をいたしまして、平成24年度には消火栓が不十分なところは整備して

いきたいと考えております。以上です。 

○ 議長（金城 勇） ９番 平良嗣男議員。 

○ ９番（平良嗣男） 大変ありがとうございます。そのような感じで一日も早く、やっぱり初期消火

が必要でありますので、そこら辺はそういう設置もお願いしたいと思っております。この施政方針にあ

りますように、そういうふうにうたわれている中で、なぜ予算と関連したものがなかったのかなという

のが、私が今、ちょっと不思議に思っているんです。これぐらいの施政方針にあるわけですから、そこ

にあるように、これから行くと予算とも関連してあるべきじゃなかったかなというのが私の考えなんで

すけれども、そこで本来は予算と方針と関連した状況を行ったほうがいいんじゃないかと思っておりま

すので、今後ともまたよろしくお願いしたいと思っております。 

○ 議長（金城 勇） ほかに質疑ありませんか。 

 ６番 前田 孝議員。 

○ ６番（前田 孝） それでは予算書の17ページ、12款１項６目３節、特産品加工施設使用料、これ

が費目存置となっております。これは決算ベースでは155万1,900円、平成21年度ですね、となっており

ます。そして次に28ページの15款１項１目財産貸付収入の２節の滞納繰越分、これはゴルフ場のもので、

これも費目存置と、これは平成８年度から10年度分で4,721万9,167円ということで滞納額があります。

そして34ページの19款５項３目雑入、それの６、村有林野賃貸契約解除に伴う明渡損害金、これも費目

存置と、これは決算ベースでは9,085万8,884円となっているんですが、この３件について、現状はどう

なっているのか、ひとつ説明をお願いしたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 産業振興課長。 

○ 産業振興課長（新城 寛） ただいまの３点について御説明いたします。 

 まず特産品加工施設使用料につきまして、これは滞納処分分の話でよろしいでしょうか。滞納処分分

については特産品加工施設使用料、費目存置として置いております。前回までに取られていない部分

150万円ほどあるという話、そこはもう一度、前指定管理者、そことの話し合いを持ってもう一度確認

をしながらやっていきたいと思っております。 

 あとのゴルフ場関連に関しての２件、それについては顧問弁護士とも相談をしながら、現在、債権管

理マニュアル等に基づいて今勉強しているところです。うちの顧問弁護士との話の中ではなかなか取る

部分については難しい部分があるんじゃないかという報告は受けております。ただし、どういう処分が

対応できるのか、それについてちょっと勉強して皆さんのところに計上して御理解いただきたいと思っ

ております。残っている金額については、説明資料のほうにも載せてちゃんと把握できるような形で

やっていきたいと思っております。 

○ 議長（金城 勇） ６番 前田 孝議員。 

○ ６番（前田 孝） 今、課長のお話では顧問弁護士ともお話なされたようなんですが、去年９月の

決算の会議録を見たらおわかりだと思いますけれども、顧問弁護士さんとも相談してみたらということ



- 85 - 

 

も提起はしているんですが、そういうことで、その件では進んでいると思います。それでですね、自治

六法をお持ちですか、持っていなければ地方自治法第240条で債権については、政令の定めるところに

より督促、強制執行、その他、保全及び取り立てに関して必要な措置をとらなければならないというの

があるんです。そしてその政令では171条と171条の２にきちんと明記されているんです、自治法上。そ

ういう措置も今までとられたかどうか非常に疑問なんです。そうするとそれがそのままいきますと、あ

とは施行令171条の７の規定による債権放棄と、いわゆる10年経過したら債権放棄という、そこに行き

着く可能性が十分あるんです。これはトータルしますと、この３件で１億3,000万円超しています。今、

話題になっている一括交付金が２億6,000万円ですから、その半分なんです。約50％を占めるんです、

それの。これだけの大きい金額をそのまま放っておいたら大変じゃないかなと。うんと努力して、これ

は政治生命かけるぐらいやらないと大変なことになると思います。なぜそう言うかといいますと、他の

納税義務者、村の個人の納税義務者が納税意欲減退します。極論から言うと、納税危惧運動が出る可能

性があるんです。何でこういう大きいものをやらないで、こんな小さいものばかりやるかということも、

当然納税の問題もあるんですが、税とはこれはちょっと性格違うんです。だけど歳入財源はそれだけあ

るんだということはわかっておりますから、本当にきつく言って申しわけないんですけれども、これは

大変難しいことだと理解はしているんです。しかし難しいなりに、それなりの行動を起こしておかない

と、批判の矢面に立たされるのは執行部なんです。まだ去年９月から弁護士との調整でそういう方向性

を見いだそうという、まだそこなんです。そうするとこの特産品加工施設の問題も村内の方が一所懸命

いろいろつくり、大分選定委員会でもやって、選定委員の意見は半々だったですね、これ。鳴り物入り

でやったかもしれないんですが、とうとう150万円余りの収入も入らないと。これは村内の方ですから、

いつでも会って話はすぐできると思うんです。ゴルフ場の問題については、その課税客体であるその方

が今どうなっているのか、それに督促とかいろいろやっておられると思うんですが、その通知とやった

結果、どういう状態なんでしょうか。最後にこれだけをお伺いしておきます。 

○ 議長（金城 勇） 産業振興課長。 

○ 産業振興課長（新城 寛） ゴルフ場の件について、毎年請求を出しているところであります。請

求箇所については、届いたり届かなかったり、取っている部分もあります。ですけれども現状として

取っている住所には事務所がありません。しかし郵便局のもの、送った場合に確認届けでサインはされ

ている話もある中なんですが、それを実際に運営会社のほうに届いているかというと、それは非常に届

いていないような状況だと今思っております。登記所等の住所と、あと税のほうとも話をしながら、今、

対策をどういうふうに考えているかということをみんなで話し合いをしながらどうにか対応をやってい

きたいと思っておりますので、申しわけございませんが、あとしばらく勉強させてください。よろしく

お願いします。 

○ 議長（金城 勇） ６番 前田 孝議員。 

○ ６番（前田 孝） 課長も非常に答弁苦しいだろうと思うんです。今、課長の答弁は去年９月の決

算審議の本会議で述べた、そのとおりしか言っていないんです、今のお答えは。その方々の資産等も調

査して、強制執行できるようなものがあるのかどうか、滞納処分というのは資産調査まで始まらないと

いかんわけです。そういうものから順を追って、滞納整理のいろはというのは皆さんが一番わかるはず

です、私が言わないでも。そういうことをきちんと滞納処分の、これをきちんとノウハウをやって、踏

んでいって最終的な結論はさっき言った債権消滅の問題もあろうかと思うんです。恐らく弁護士もそう
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いうお考えは頭にあると思います、私はそう感じています。ですが努力は努力として、跡は残さないと

いかんと思います、軌跡として。そういうものにはひとつ努力することは不可欠ですから絶対やってい

ただきたいと思うんですが、この件について、ひとつ村長の決意のほどをお伺いして質疑を終わります。 

○ 議長（金城 勇） 村長。 

○ 村長（島袋義久） ただいまの前田 孝議員の鋭いといいますか、本当に実態を何とかせいと、こ

ういう切実な課題だったということは我々も当然理解をしているところでありますが、努力はこれまで

以上の努力をしないと前に進まないなというような御指摘と思いますので、我々もそういう御指摘を受

けてこれから強化をしていきたいと思っております。 

○ 議長（金城 勇） ほかにありませんか。 

 ５番 宮城辰德議員。 

○ ５番（宮城辰德） 前田議員と関連質疑ですけれども、ちょっと確認できないことがありましたの

で、確認させてもらいます。 

 シークヮーサー加工施設の使用料の件ですけれども、私が去年３月に一般質問したんですけれども、

その後に話し合いを持たれたのかどうか、その件がちょっとはっきりしなかったので御答弁お願いしま

す。 

○ 議長（金城 勇） 産業振興課長。 

○ 産業振興課長（新城 寛） 滞納分についての話し合い、実際には集めてという話は行っておりま

せんでした。そこについて、ここでの話はやっておりますけれども、もう少し今後どういう対応になる

のかということを、前の指定管理者と、やっぱり代表者も集めながら考えていきたいと思っております。 

○ 議長（金城 勇） ５番 宮城辰德議員。 

○ ５番（宮城辰德） やはりこれは住民説明会等もして、相当こういう話題になってやっている件で

すから、みんな全部わかっているわけです、お金払っていないということ。それでも行政が何もしな

かったということになれば、私、信頼感がなくなると思います、行政と村民とですね。ぜひ進めていっ

ていただきたいと、よろしくお願いします。以上です。 

○ 議長（金城 勇） ほかに質疑ありませんか。 

 ２番 新城一智議員。 

○ ２番（新城一智） では再度になりますけれども、まず17ページの12、１、６、２、１、シー

クヮーサー加工施設運営主体使用料と22ページ、13、３、２、５、１、生物多様性保全活動支援事業委

託金、このシークヮーサー加工施設運営使用料、これはシークヮーサー加工施設ということであります

けれども、特産品加工施設のことだと思いますけれども、この名称でいいのかどうかというのをどう解

釈したらいいのかというのと、あと生物多様性保全活動支援事業委託金、これは新しく入ってきた事業

だと思いますけれども、どういう事業内容なのか説明お願いします。 

○ 議長（金城 勇） 産業振興課長。 

○ 産業振興課長（新城 寛） 新城一智議員の御質疑にお答えします。 

 確かに今、シークヮーサー加工施設運営主体使用料とあるのは、特産加工施設のことです。節のほう

に特産加工施設使用料という話の中で、わかりやすいような形で今シークヮーサーと前に置いていると

いうことで御確認お願いしたいと思います。 

○ 議長（金城 勇） 企画観光課長。 
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○ 企画観光課長（島袋幸俊） 国庫支出金委託金の中の総務費委託金ですね、生物多様性保全活動支

援事業委託金として550万円計上しております。これは昨年も補正で組みました。その中でも説明して

きたんですが、大宜味の貴重な石灰岩の山は生物多様性ということで非常に貴重な生植物があるという

ことで、そのあたりの調査等も含めて、国庫の100％の補助事業として組んでおります。細かい点につ

いては、また委員会等でも説明していきたいと思います。よろしくお願いします。 

○ 議長（金城 勇） ２番 新城一智議員。 

○ ２番（新城一智） シークヮーサーの加工施設ということで、やっぱり認識としては特産品加工施

設という名称もきちっとあるわけですから、それは誤解を招く表記の仕方だと思いますので、また後々

検討していただきたいと思います。 

 22ページの生物多様性保全事業については、どういう方々に委託をして、補正であったということで

ちょっと私のほうが思い違いというか、そういうこともありましたので、どういう方々にこういう事業

を委託しているのか、また今後していくのか、その辺を伺って終わります。 

○ 議長（金城 勇） 企画観光課長。 

○ 企画観光課長（島袋幸俊） 独自でできる調査等もあります。村が直接行う事業と、あるいはまた

村内のＮＰＯ等を活用して調査書を、報告書あたりをまとめるものもあります。今、二通りを考えてお

ります。 

○ 議長（金城 勇） ほかに質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） これで質疑を終わります。 

 本案については、９人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査すること

にしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（金城 勇） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第17号については、９人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託

して審査することに決定しました。 

 

◎議案第１８号の質疑、予算審査特別委員会の設置、委員会付託 

○ 議長（金城 勇） 日程第20 議案第18号 平成24年度大宜味村国民健康保険特別会計予算を議題

とします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 本案については、９人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査すること

にしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（金城 勇） 異議なしと認めます。 
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 したがって議案第18号については、９人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託

して審査することに決定しました。 

 

◎議案第１９号の質疑、予算審査特別委員会の設置、委員会付託 

○ 議長（金城 勇） 日程第21 議案第19号 平成24年度大宜味村簡易水道事業特別会計予算を議題

とします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 本案については、９人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査すること

にしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（金城 勇） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第19号については、９人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託

して審査することに決定しました。 

 

◎議案第２０号の質疑、予算審査特別委員会の設置、委員会付託 

○ 議長（金城 勇） 日程第22 議案第20号 平成24年度大宜味村公共下水道事業特別会計予算を議

題とします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 本案については、９人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査すること

にしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（金城 勇） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第20号については、９人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託

して審査することに決定しました。 

 

◎議案第２１号の質疑、予算審査特別委員会の設置、委員会付託 

○ 議長（金城 勇） 日程第23 議案第21号 平成24年度大宜味村後期高齢者医療特別会計予算を議

題とします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 本案については、９人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査すること
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にしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（金城 勇） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第21号については、９人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託

して審査することに決定しました。 

 

○ 議長（金城 勇） お諮りします。ただいま設置されました予算審査特別委員会の委員の選任につ

いては、委員会条例第７条第１項の規定によって、お手元にお配りしました名簿のとおり指名したいと

思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（金城 勇） 異議なしと認めます。 

 したがって予算審査特別委員会の委員は、お手元にお配りしました名簿のとおり選任することに決定

しました。 

 

○ 議長（金城 勇） 休憩します。 

（午前１１時０２分） 

 

○ 議長（金城 勇） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１２分） 

 

◎諸般の報告 

○ 議長（金城 勇） これから諸般の報告をします。 

 休憩中に予算審査特別委員会において、委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果の報告が議長

の手元にまいりましたので報告します。 

 委員長に宮城辰德議員、副委員長に前田 孝議員、以上のとおり互選された旨の報告がありました。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

◎散会の宣告 

○ 議長（金城 勇） 以上で本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これで散会します。 

 お疲れさまでした。 

（午前１１時１３分） 
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平成２４年第３回大宜味村議会定例会会議録 

 

（第４号）平成24年３月14日 

 

１．開議、散会の日時 

開  議（平成24年３月14日 午後12時12分） 

散  会（平成24年３月14日 午後12時20分） 

 

２．出席議員（10名） 

１番議員  大 城 佐 一 ６番議員  前 田   孝 

２番議員  新 城 一 智 ７番議員  安 里 重 和 

３番議員  平 良 英 勝 ８番議員  具志堅 朝 秀 

４番議員  東   武 久 ９番議員  平 良 嗣 男 

５番議員  宮 城 辰 德 10番議員  金 城   勇 

 

３．欠席議員（０名） 

な  し 

 

４．地方自治法第121条の規定により説明のため議場に出席した者の職・氏名は次のとおりである。 

村 長 島 袋 義 久  建設環境課長 山 城   均 

副 村 長 山 城 清 臣  村史編纂室長 米 須 邦 雄 

総 務 課 長 島 袋 一 道  会 計 課 長 山 城 文 子 

財 務 課 長 神 里 富 松  教 育 長 友 寄 景 善 

住民福祉課長 大 城   武  教 育 課 長 大 嶺   実 

企画観光課長 島 袋 幸 俊  
選 挙 管 理 
委員会書記長 

島 袋 一 道 

産業振興課長 新 城   寛  
農業委員会 
局 長 

宮 城 博 俊 

シークヮーサー 
振 興 室 長 

新 城   寛  監査事務局長 宮 城   豊 

 

５．職務のため議場に出席した事務局員の職・氏名は次のとおりである。 

事 務 局 長 宮 城   豊  主 事 松 川 雄 太 
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６．議事日程（第４号） 

日程番号 事件番号 件     名 摘 要 

１ 
議 案 

第 1 2 号 
平成23年度大宜味村一般会計補正予算（第７号） 

委員長報告 

質疑～表決 

２ 
議 案 

第 1 3 号 

平成23年度大宜味村国民健康保険特別会計補正予算（第３

号） 

委員長報告 

質疑～表決 

３ 
議 案 

第 1 4 号 

平成23年度大宜味村簡易水道事業特別会計補正予算（第６

号） 

委員長報告 

質疑～表決 

４ 
議 案 

第 1 5 号 

平成23年度大宜味村公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号） 

委員長報告 

質疑～表決 

５ 
議 案 

第 1 6 号 

平成23年度大宜味村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号） 

委員長報告 

質疑～表決 
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◎開議の宣告 

○ 議長（金城 勇） こんにちは。 

 これから本日の会議を開きます。 

（午後１２時１２分） 

 

◎議案第１２号～議案第１６号の一括上程、委員長報告、質疑、討論、採決 

○ 議長（金城 勇） 日程第１ 議案第12号 平成23年度大宜味村一般会計補正予算、日程第２ 議

案第13号 平成23年度大宜味村国民健康保険特別会計補正予算、日程第３ 議案第14号 平成23年度大

宜味村簡易水道事業特別会計補正予算、日程第４ 議案第15号 平成23年度大宜味村公共下水道事業特

別会計補正予算及び日程第５ 議案第16号 平成23年度大宜味村後期高齢者医療特別会計補正予算の５

件について、一括して議題とします。 

 一括して委員長の報告を求めます。予算審査特別委員会委員長。 

平成24年３月14日 

大宜味村議会議長 金 城   勇 殿 

予算審査特別委員会 

委員長 宮 城 辰 德 

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により

報告します。 

 

記 

 

事件の番号 件     名 審査の結果 

議案第12号 
平成23年度大宜味村一般会計補正予算（第７号） 原案可決 

全会一致 

議案第13号 
平成23年度大宜味村国民健康保険特別会計補正予算

（第３号） 

原案可決 

全会一致 

議案第14号 
平成23年度大宜味村簡易水道事業特別会計補正予算

（第６号） 

原案可決 

全会一致 

議案第15号 
平成23年度大宜味村公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号） 

原案可決 

全会一致 

議案第16号 
平成23年度大宜味村後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号） 

原案可決 

全会一致 

 

 （宮城辰德予算審査特別委員会委員長 登壇） 
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○ 予算審査特別委員会委員長（宮城辰德） ただいま議題となりました議案第12号から議案第16号ま

での５件について、予算審査特別委員会における審査の結果について、一括して報告いたします。 

 本委員会におきましては、説明員として副村長、関係課長等の出席を求め、３月14日午前10時から審

査を行いました。 

 議案第12号 平成23年度大宜味村一般会計補正予算、議案第13号 平成23年度大宜味村国民健康保険

特別会計補正予算、議案第14号 平成23年度大宜味村簡易水道事業特別会計補正予算、議案第15号 平

成23年度大宜味村公共下水道事業特別会計補正予算及び議案第16号 平成23年度大宜味村後期高齢者医

療特別会計補正予算の５件について、いずれも質疑、討論はなく、全会一致をもって原案のとおり可決

すべきものと決定しました。 

 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告といたします。 

○ 議長（金城 勇） 以上で委員長の報告を終わります。 

 これから議案第12号 平成23年度大宜味村一般会計補正予算について、委員長の報告に対する質疑を

行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第12号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第12号 平成23年度大宜味村一般会計補正予算について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって議案第12号 平成23年度大宜味村一般会計補正予算については、委員長の報告のとおり可

決されました。 

 これから議案第13号 平成23年度大宜味村国民健康保険特別会計補正予算について、委員長の報告に

対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第13号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第13号 平成23年度大宜味村国民健康保険特別会計補正予算について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって議案第13号 平成23年度大宜味村国民健康保険特別会計補正予算については、委員長の報
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告のとおり可決されました。 

 これから議案第14号 平成23年度大宜味村簡易水道事業特別会計補正予算について、委員長の報告に

対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第14号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第14号 平成23年度大宜味村簡易水道事業特別会計補正予算について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって議案第14号 平成23年度大宜味村簡易水道事業特別会計補正予算については、委員長の報

告のとおり可決されました。 

 これから議案第15号 平成23年度大宜味村公共下水道事業特別会計補正予算について、委員長の報告

に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第15号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第15号 平成23年度大宜味村公共下水道事業特別会計補正予算について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって議案第15号 平成23年度大宜味村公共下水道事業特別会計補正予算については、委員長の

報告のとおり可決されました。 

 これから議案第16号 平成23年度大宜味村後期高齢者医療特別会計補正予算について、委員長の報告

に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第16号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第16号 平成23年度大宜味村後期高齢者医療特別会計補正予算について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙
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手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって議案第16号 平成23年度大宜味村後期高齢者医療特別会計補正予算については、委員長の

報告のとおり可決されました。 

 

◎休会について 

○ 議長（金城 勇） お諮りします。３月15日及び16日の２日間は、委員会審査のため休会としたい

と思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（金城 勇） 異議なしと認めます。 

 したがって３月15日及び16日の２日間は、休会とすることに決定しました。 

 

◎散会の宣告 

○ 議長（金城 勇） 以上で本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これで散会します。 

 御苦労さまでした。 

（午後１２時２０分） 
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平成２４年第３回大宜味村議会定例会会議録 

 

（第５号）平成24年３月19日 

 

１．開議、閉会の日時 

開  議（平成24年３月19日 午後３時00分） 

閉  会（平成24年３月19日 午後３時46分） 

 

２．出席議員（10名） 

１番議員  大 城 佐 一 ６番議員  前 田   孝 

２番議員  新 城 一 智 ７番議員  安 里 重 和 

３番議員  平 良 英 勝 ８番議員  具志堅 朝 秀 

４番議員  東   武 久 ９番議員  平 良 嗣 男 

５番議員  宮 城 辰 德 10番議員  金 城   勇 

 

３．欠席議員（０名） 

な  し 

 

４．地方自治法第121条の規定により説明のため議場に出席した者の職・氏名は次のとおりである。 

な  し 

 

５．職務のため議場に出席した事務局員の職・氏名は次のとおりである。 

事 務 局 長 宮 城   豊  主 事 松 川 雄 太 
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６．議事日程（第５号） 

日程番号 事件番号 件     名 摘 要 

１ 
議 案 

第 ３ 号 
沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議について 

委員長報告 

質疑～表決 

２ 
議 案 

第 ４ 号 
国頭地区行政事務組合規約の変更に関する協議について 

委員長報告 

質疑～表決 

３ 
議 案 

第 ５ 号 
大宜味村総合計画策定条例 

委員長報告 

質疑～表決 

４ 
議 案 

第 ６ 号 
大宜味村総合開発審議会条例を廃止する条例 

委員長報告 

質疑～表決 

５ 
議 案 

第 ７ 号 
大宜味村総合計画審議会条例 

委員長報告 

質疑～表決 

６ 
議 案 

第 ８ 号 
大宜味村税条例の一部を改正する条例 

委員長報告 

質疑～表決 

７ 
議 案 

第 ９ 号 
大宜味村財産形成基金条例の一部を改正する条例 

委員長報告 

質疑～表決 

８ 
議 案 

第 1 0 号 
大宜味村企業支援賃貸工場の設置及び管理に関する条例 

委員長報告 

質疑～表決 

９ 
議 案 

第 1 1 号 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例 

委員長報告 

質疑～表決 

10 
議 案 

第 1 7 号 
平成24年度大宜味村一般会計予算 

委員長報告 

質疑～表決 

11 
議 案 

第 1 8 号 
平成24年度大宜味村国民健康保険特別会計予算 

委員長報告 

質疑～表決 

12 
議 案 

第 1 9 号 
平成24年度大宜味村簡易水道事業特別会計予算 

委員長報告 

質疑～表決 

13 
議 案 

第 2 0 号 
平成24年度大宜味村公共下水道事業特別会計予算 

委員長報告 

質疑～表決 

14 
議 案 

第 2 1 号 
平成24年度大宜味村後期高齢者医療特別会計予算 

委員長報告 

質疑～表決 

15 
陳 情 

第 2 0 号 
八重山地区教科書問題の解決に向けての要請 

委員長報告 

質疑～表決 

16 
陳 情 

第 ２ 号 
沖縄戦遺族のＤＮＡ鑑定実施の国への要請の陳情 

委員長報告 

質疑～表決 

17 
陳 情 

第 ３ 号 
消費税増税に反対する陳情 

委員長報告 

質疑～表決 

18 
陳 情 

第 1 8 号 

継続審査の件 

「風力発電」設置に対し白紙撤回を強く求める（要請書） 

委員長報告 

質疑～表決 
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日程番号 事件番号 件     名 摘 要 

19 
意 見 案 

第 １ 号 
沖縄戦遺族のＤＮＡ鑑定実施の意見書 

提 案 説 明 

付 託 省 略 

20 
意 見 案 

第 ２ 号 
消費税率の引き上げに反対する意見書 

提 案 説 明 

付 託 省 略 

 

 



- 100 - 

 

 

◎開議の宣告 

○ 議長（金城 勇） こんにちは。 

 これから本日の会議を開きます。 

（午後 ３時００分） 

 

◎議案第３号～議案第１１号の一括上程、委員長報告、質疑、討論、採決 

○ 議長（金城 勇） 日程第１ 議案第３号 沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議につ

いて、日程第２ 議案第４号 国頭地区行政事務組合規約の変更に関する協議について、日程第３ 議

案第５号 大宜味村総合計画策定条例、日程第４ 議案第６号 大宜味村総合開発審議会条例を廃止す

る条例、日程第５ 議案第７号 大宜味村総合計画審議会条例、日程第６ 議案第８号 大宜味村税条

例の一部を改正する条例、日程第７ 議案第９号 大宜味村財産形成基金条例の一部を改正する条例、

日程第８ 議案第10号 大宜味村企業支援賃貸工場の設置及び管理に関する条例及び日程第９ 議案第

11号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の

施行に伴う関係条例の整備に関する条例の９件について、一括して議題とします。 

 一括して委員長の報告を求めます。総務常任委員会委員長。 

平成24年３月19日 

大宜味村議会議長 金 城   勇 殿 

総務常任委員会 

委員長 新 城 一 智 

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により

報告します。 

記 

 

事件の番号 件     名 審査の結果 

議案第３号 
沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議につ

いて 

原案可決 

全会一致 

議案第４号 
国頭地区行政事務組合規約の変更に関する協議につい

て 

原案可決 

全会一致 

議案第５号 大宜味村総合計画策定条例 
原案可決 

全会一致 

議案第６号 大宜味村総合開発審議会条例を廃止する条例 
原案可決 

全会一致 
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事件の番号 件     名 審査の結果 

議案第７号 大宜味村総合計画審議会条例 
原案可決 

全会一致 

議案第８号 大宜味村税条例の一部を改正する条例 
原案可決 

全会一致 

議案第９号 大宜味村財産形成基金条例の一部を改正する条例 
原案可決 

全会一致 

議案第10号 
大宜味村企業支援賃貸工場の設置及び管理に関する条

例 

原案可決 

全会一致 

議案第11号 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例 

原案可決 

全会一致 

 

 （新城一智総務常任委員会委員長 登壇） 

○ 総務常任委員会委員長（新城一智） ただいま議題となりました議案第３号から議案第11号までの

９件について、総務常任委員会における審査の経過及び結果について、一括して報告いたします。 

 本委員会におきましては、説明員として副村長、総務課長、企画観光課長及び財務課長の出席を求め、

３月14日午後１時30分から審査をいたしました。 

 まず議案第３号 沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議について報告いたします。 

 本案は、「中頭郡北谷町」を「中頭郡読谷村」に改めるものです。なお、この規約は、広域連合長が

規則で定める日から施行することとなっております。 

 次に議案第４号 国頭地区行政事務組合規約の変更に関する協議について報告します。 

 改正内容は、国頭村に駐在所を置くことを追加するものです。この規約は、沖縄県知事の許可があっ

た日から施行することとなっております。 

 次に議案第５号 大宜味村総合計画策定条例について報告します。 

 この条例は、総合的かつ計画的な村政の運営を図るため、総合計画の策定に必要な事項を定める条例

であります。なお、第４条で基本構想を策定しようとするときは、議会の議決を経ることとなっており

ます。この条例は、平成24年４月１日から施行することとなっております。 

 次に議案第６号 大宜味村総合開発審議会条例を廃止する条例について報告します。 

 この条例は、大宜味村総合計画審議会条例を制定することに伴い、廃止する条例であります。この条

例は、平成24年４月１日から廃止することとなっております。 

 次に議案第７号 大宜味村総合計画審議会条例について報告します。 

 この条例は、総合計画について、村長の諮問に応じ審議するための審議会を設置する条例であります。

この条例は、平成24年４月１日から施行することとなっております。 

 次に議案第８号 大宜味村税条例の一部を改正する条例について報告します。 

 今回の改正は、たばこ税の税率を1,000本につき4,618円から5,262円、さらにたばこ税の税率の特例

改正、村民税の分離課税に係る所得割の額の特例等の削除、個人の村民税の均等割に500円を加算する

改正及び東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の改正であります。施行期日は、公布の日からとなっ
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ておりますが、たばこ税については平成25年１月１日から、個人村民税の均等割に500円を加算する改

正は平成26年から平成35年までの確年度分への適用となっております。 

 次に議案第９号 大宜味村財産形成基金条例の一部を改正する条例について報告します。 

 改正内容は、第１条中「公有」を削り、第７条第１項第３号で前号以外の施設の整備事業に必要な経

費をつけ加えるものです。この条例は、公布の日から施行することとなっております。 

 次に議案第10号 大宜味村企業支援賃貸工場の設置及び管理に関する条例について報告します。 

 この条例は、本村への企業進出、創業企業等を支援する大宜味村企業支援賃貸工場を設置することに

伴い設置する条例であります。使用者の募集や申請資格、管理義務、使用料の納付や減免などをうたっ

ております。この条例は、公布の日から施行することとなっております。 

 次に議案第11号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について報告いたします。 

 この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行に伴い、関係条例を整備するための条例で、主に各項や字句の整理であります。この条例

は、平成24年４月１日から施行することとなっております。 

 ９件については、いずれも質疑、討論はなく、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 

 よろしく御審議のほどをお願い申し上げ報告といたします。よろしくお願いします。 

○ 議長（金城 勇） 以上で委員長の報告を終わります。 

 これから議案第３号 沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議について、委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第３号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第３号 沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって議案第３号 沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議については、委員長の報告

のとおり可決されました。 

 これから議案第４号 国頭地区行政事務組合規約の変更に関する協議について、委員長の報告に対す

る質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第４号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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 これから議案第４号 国頭地区行政事務組合規約の変更に関する協議について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって議案第４号 国頭地区行政事務組合規約の変更に関する協議については、委員長の報告の

とおり可決されました。 

 これから議案第５号 大宜味村総合計画策定条例について、委員長の報告に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第５号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第５号 大宜味村総合計画策定条例について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって議案第５号 大宜味村総合計画策定条例については、委員長の報告のとおり可決されまし

た。 

 これから議案第６号 大宜味村総合開発審議会条例を廃止する条例について、委員長の報告に対する

質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第６号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第６号 大宜味村総合開発審議会条例を廃止する条例について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって議案第６号 大宜味村総合開発審議会条例を廃止する条例については、委員長の報告のと

おり可決されました。 

 これから議案第７号 大宜味村総合計画審議会条例について、委員長の報告に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 
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○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第７号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第７号 大宜味村総合計画審議会条例について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって議案第７号 大宜味村総合計画審議会条例については、委員長の報告のとおり可決されま

した。 

 これから議案第８号 大宜味村税条例の一部を改正する条例について、委員長の報告に対する質疑を

行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第８号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第８号 大宜味村税条例の一部を改正する条例について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって議案第８号 大宜味村税条例の一部を改正する条例については、委員長の報告のとおり可

決されました。 

 これから議案第９号 大宜味村財産形成基金条例の一部を改正する条例について、委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第９号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第９号 大宜味村財産形成基金条例の一部を改正する条例について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって議案第９号 大宜味村財産形成基金条例の一部を改正する条例については、委員長の報告
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のとおり可決されました。 

 これから議案第10号 大宜味村企業支援賃貸工場の設置及び管理に関する条例について、委員長の報

告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第10号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第10号 大宜味村企業支援賃貸工場の設置及び管理に関する条例について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって議案第10号 大宜味村企業支援賃貸工場の設置及び管理に関する条例については、委員長

の報告のとおり可決されました。 

 これから議案第11号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について、委員長の報告に対する質疑を行い

ます。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第11号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第11号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって議案第11号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例については、委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 

◎議案第１７号～議案第２１号の一括上程、委員長報告、質疑、討論、採決 

○ 議長（金城 勇） 日程第10 議案第17号 平成24年度大宜味村一般会計予算、日程第11 議案第

18号 平成24年度大宜味村国民健康保険特別会計予算、日程第12 議案第19号 平成24年度大宜味村簡

易水道事業特別会計予算、日程第13 議案第20号 平成24年度大宜味村公共下水道事業特別会計予算及

び日程第14 議案第21号 平成24年度大宜味村後期高齢者医療特別会計予算の５件について、一括して
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議題とします。 

 一括して委員長の報告を求めます。予算審査特別委員会委員長。 

平成24年３月19日 

大宜味村議会議長 金 城   勇 殿 

予算審査特別委員会 

委員長 宮 城 辰 德 

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により

報告します。 

記 

 

事件の番号 件     名 議決の結果 

議案第17号 平成24年度大宜味村一般会計予算 
原案可決 

全会一致 

議案第18号 平成24年度大宜味村国民健康保険特別会計予算 
原案可決 

全会一致 

議案第19号 平成24年度大宜味村簡易水道事業特別会計予算 
原案可決 

全会一致 

議案第20号 平成24年度大宜味村公共下水道事業特別会計予算 
原案可決 

全会一致 

議案第21号 平成24年度大宜味村後期高齢者医療特別会計予算 
原案可決 

全会一致 

 

 （宮城辰德予算審査特別委員会委員長 登壇） 

○ 予算審査特別委員会委員長（宮城辰德） ただいま議題となりました議案第17号から議案第21号ま

での５件について、予算審査特別委員会における審査の結果について、一括して報告いたします。 

 本委員会は、村長以下、副村長、教育長、関係課長等の出席を求め、３月15日、16日及び19日の３日

間にわたって審査を行い、その結果は次のとおりとなっております。 

 まず議案第17号 平成24年度大宜味村一般会計予算は、交付税、繰越金、漁港建設費等により、対前

年度比1.8％の伸びとなっております。 

 本案に対する質疑は２件ありました。質疑の内容について説明いたします。 

 教育委員会の給食費の件で、滞納額の決算額と提出資料の相違があるが、６月定例会までには報告で

きるのか、また９名の不納欠損を行う予定とのことであるが、法令に従ってやってほしいとの質疑に対

し、教育長より教育費の滞納分の報告については６月の定例会までに公表できるようしたい。また不納

欠損については、適正に処理していきたいとの答弁でした。大幅な人事異動に伴って、予算の適正な執

行が懸念されるがどう考えあるか、また再雇用制度等を利用して人材活用できる体制づくりをしてはど
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うかとの質疑に対し、村長より予算の執行については、庁議や課長等会議で強化していきたい。また再

雇用制度については、今後活用していきたいとの答弁でした。 

 討論はなく、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第18号 平成24年度大宜味村国民健康保険特別会計予算は、前年度比0.2％の増額となっており

ます。 

 議案第19号 平成24年度大宜味村簡易水道事業特別会計予算は、前年度比40.1％の減となっておりま

す。 

 議案第20号 平成24年度大宜味村公共下水道事業特別会計予算は、前年度比27.6％の増となっており

ます。 

 議案第21号 平成24年度大宜味村後期高齢者医療特別会計予算は、前年度比0.4％の減となっており

ます。 

 本４会計については、いずれも質疑、討論はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

 なお、５会計の予算総額は34億1,839万8,000円で、前年度比で5,971万9,000円、1.7％の増となって

おります。 

 よろしく御審議のほどお願い申し上げまして報告といたします。 

○ 議長（金城 勇） 以上で委員長の報告を終わります。 

 これから議案第17号 平成24年度大宜味村一般会計予算について、委員長の報告に対する質疑を行い

ます。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第17号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第17号 平成24年度大宜味村一般会計予算について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって議案第17号 平成24年度大宜味村一般会計予算については、委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 これから議案第18号 平成24年度大宜味村国民健康保険特別会計予算について、委員長の報告に対す

る質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第18号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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 これから議案第18号 平成24年度大宜味村国民健康保険特別会計予算について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって議案第18号 平成24年度大宜味村国民健康保険特別会計予算については、委員長の報告の

とおり可決されました。 

 これから議案第19号 平成24年度大宜味村簡易水道事業特別会計予算について、委員長の報告に対す

る質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第19号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第19号 平成24年度大宜味村簡易水道事業特別会計予算について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって議案第19号 平成24年度大宜味村簡易水道事業特別会計予算については、委員長の報告の

とおり可決されました。 

 これから議案第20号 平成24年度大宜味村公共下水道事業特別会計予算について、委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第20号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第20号 平成24年度大宜味村公共下水道事業特別会計予算について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって議案第20号 平成24年度大宜味村公共下水道事業特別会計予算については、委員長の報告

のとおり可決されました。 

 これから議案第21号 平成24年度大宜味村後期高齢者医療特別会計予算について、委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 
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○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第21号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第21号 平成24年度大宜味村後期高齢者医療特別会計予算について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって議案第21号 平成24年度大宜味村後期高齢者医療特別会計予算については、委員長の報告

のとおり可決されました。 

 

◎陳情第２０号、陳情第２号、陳情第３号及び陳情第１８号の一括上程、委員長報告、

質疑、討論、採決 

○ 議長（金城 勇） 日程第15 陳情第20号 八重山地区教科書問題の解決に向けての要請、日程第

16 陳情第２号 沖縄戦遺族のＤＮＡ鑑定実施の国への要請の陳情、日程第17 陳情第３号 消費税増

税に反対する陳情及び日程第18 陳情第18号 「風力発電」設置に対し白紙撤回を強く求める（要請

書）の４件を一括して議題といたします。 

 一括して委員長の報告を求めます。総務常任委員会委員長。 

平成24年３月19日 

大宜味村議会議長 金 城   勇 殿 

総務常任委員会 

委員長 新 城 一 智 

 

陳情審査報告書 

 

 本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第１項の規定

により報告します。 

記 

 

受理 

番号 

受 理 

年月日 
件   名 

審査の 

結 果 
委員会の意見 措  置 

20 
平成23年 

12月19日 

八重山地区教科書問題の解決に向

けての要請 
採  択   

２ 
平成24年

２月７日 

沖縄戦遺族のＤＮＡ鑑定実施の国

への要請の陳情 
採  択  

地方自治法第99条

の措置 
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受理 

番号 

受 理 

年月日 
件   名 

審査の 

結 果 
委員会の意見 措  置 

３ 
平成24年 

２月８日 
消費税増税に反対する陳情 採  択  

地方自治法第99条

の措置 

18 
平成23年 

12月５日 

風力発電」設置に対し白紙撤回を

強く求める（要請書） 
不 採 択   

 

 （新城一智総務常任委員会委員長 登壇） 

○ 総務常任委員会委員長（新城一智） ただいま議題となりました陳情第20号 八重山地区教科書問

題の解決に向けの要請、陳情第２号 沖縄戦遺族のＤＮＡ鑑定実施の国への要請の陳情、陳情第３号 

消費税増税に反対する陳情について、３月13日に審査をいたしました結果、お手元に配付してあります

審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。 

 また陳情第２号及び第３号の採択に関連いたしまして、関係機関へ要請するための意見書の提出が妥

当との意見の一致を見ております。 

 また継続審査中でありました陳情第18号 「風力発電」設置に対し白紙撤回を強く求める（要請書）

については、１月31日及び２月27日に調査を行ってまいりました。 

 まず１月31日に糸満市、うるま市、今帰仁村で聞き取り調査を行った結果、風を切る音が若干すると

の一部の意見はあったものの、ほとんどの住民は余り気にならないとのことでした。また低周波による

健康被害については確認できませんでした。 

 次に２月27日、国頭村で調査を行いましたが、同様の意見がございました。人間ではなく畜産に対す

る影響はどうかとの質問に対し、全然問題がないとのことでありました。 

 総合的な見地から考えると、陳情者の健康被害での風力発電設置の白紙撤回には賛同できず、不採択

にするとの意見の一致を見ております。 

 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告といたします。よろしくお願いします。 

○ 議長（金城 勇） 以上で委員長の報告を終わります。 

 これから陳情第20号 八重山地区教科書問題の解決に向けての要請について、委員長の報告に対する

質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから陳情第20号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから陳情第20号 八重山地区教科書問題の解決に向けての要請について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は採択です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって陳情第20号 八重山地区教科書問題の解決に向けての要請については、委員長の報告のと
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おり採択することに決定しました。 

 これから陳情第２号 沖縄戦遺族のＤＮＡ鑑定実施の国への要請の陳情について、委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから陳情第２号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから陳情第２号 沖縄戦遺族のＤＮＡ鑑定実施の国への要請の陳情について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は採択です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって陳情第２号 沖縄戦遺族のＤＮＡ鑑定実施の国への要請の陳情については、委員長の報告

のとおり採択することに決定しました。 

 これから陳情第３号 消費税増税に反対する陳情について、委員長の報告に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから陳情第３号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから陳情第３号 消費税増税に反対する陳情について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は採択です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって陳情第３号 消費税増税に反対する陳情については、委員長の報告のとおり採択すること

に決定しました。 

 これから陳情第18号 「風力発電」設置に対し白紙撤回を強く求める（要請書）について、委員長の

報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから陳情第18号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから陳情第18号 「風力発電」設置に対し白紙撤回を強く求める（要請書）について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は不採択です。 
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 休憩します。 

（午後 ３時３０分） 

 

○ 議長（金城 勇） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時３３分） 

 

○ 議長（金城 勇） これから陳情第18号 「風力発電」設置に対し白紙撤回を強く求める（要請

書）について採決します。 

 本案に対する委員長の報告は不採択です。本陳情に賛成の方は挙手願います。 

 （挙手なし） 

○ 議長（金城 勇） 挙手なしです。 

 したがって陳情第18号 「風力発電」設置に対し白紙撤回を強く求める（要請書）については、委員

長の報告のとおり不採択することに決定しました。 

 

◎意見案第１号の上程、説明、質疑、委員会付託の省略、討論、採決 

○ 議長（金城 勇） 日程第19 全員発議により提出されました意見案第１号 沖縄戦遺族のＤＮＡ

鑑定実施の意見書を議題といたします。 

 提案者から提案理由の説明を求めます。新城一智議員。 

 （２番 新城一智議員 登壇） 

○ ２番（新城一智） 意見案第１号 沖縄戦遺族のＤＮＡ鑑定実施の意見書 

 上記の意見案を別紙のとおり、会議規則第14条第１項及び第２項の規定により提出します。 

 平成24年３月19日 

 大宜味村議会議長 金城 勇 殿 

 提出者 新城一智 東 武久 宮城辰德 安里重和 具志堅朝秀 平良英勝 前田 孝 大城佐一 

 賛成者 平良嗣男 

 提案理由 戦没者の遺骨を一柱でも多く遺族の元へ帰す為。 

沖縄戦遺族のＤＮＡ鑑定実施の意見書 

 沖縄戦遺骨収集ボランティア「ガマフヤー」が2011年７月７日に厚生労働省、援護局外事室に於いて

【これから県内で出土する遺骨で歯がある遺骨はＤＮＡ鑑定をして下さい】との要請を行いました。こ

れに対する外事室室長からの回答は「戦没者の遺骨の身元を特定して遺族の元へ帰す為、沖縄戦戦没者

の遺骨は全部ＤＮＡ鑑定をやります」という回答でした。要請に対する回答としては満足のいく回答で

した。しかし、実際に遺族の元へ帰すには、今度は沖縄戦全遺族の側の（希望者の）ＤＮＡ鑑定の作業

を行う必要があります。 

 遺骨と遺族の両方のＤＮＡの照合が必要なのです。このことは日本に於いて初めての事ではありませ

ん。シベリアの遺骨に対しては全遺族にＤＮＡ鑑定への参加を呼びかけたのです。そのおかげで800体

余の遺骨が遺族の元へ帰る事が出来ました。沖縄においては「ガマフヤー」要請により2011年２月22日

に判明した千葉県の朽方精さん一人のみです。沖縄でも同じようにして下さいという要望です。沖縄で

はこれまで出土した戦没者の遺骨は記名の有る遺品を伴ってなければ身元の特定につながらず遺族の元
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へ帰ることは出来ませんでした。兵隊ですから記名遺品を伴う出土は５％未満です。住民にいたっては

皆無です。 

 戦死者の遺骨が遺族の元へ帰るためにはＤＮＡ鑑定しかありません。遺族の高齢化を考えると残され

た時間は多くありません。戦没者の遺骨を遺族の元へ帰す為、そして国家が国民を戦死させた責任を国

家として果たす意味でも沖縄戦遺族のＤＮＡ鑑定の実施を要請します。 

要望事項 

Ⅰ 沖縄戦遺族のＤＮＡ鑑定を実施すること 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する 

 平成24年３月19日 

沖縄県国頭郡大宜味村議会 

 あて先 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 厚生労働大臣 

 以上、よろしくお願いします。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 意見案第１号については、会議規則第39条第２項の規定によって委員会付託を省略することについて

採決いたします。 

 本案は、委員会の付託を省略することに賛成の方は挙手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって意見案第１号については、委員会の付託を省略することを可決されました。委員会の付託

を省略します。 

 これから意見案第１号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから意見案第１号 沖縄戦遺族のＤＮＡ鑑定実施の意見書について採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって意見案第１号 沖縄戦遺族のＤＮＡ鑑定実施の意見書については、原案のとおり可決され

ました。 

 

◎意見案第２号の上程、説明、質疑、委員会付託の省略、討論、採決 

○ 議長（金城 勇） 日程第20 全員発議により提出されました意見案第２号 消費税率の引き上げ

に反対する意見書を議題といたします。 

 提案者から提案理由の説明を求めます。大城佐一議員。 

 （１番 大城佐一議員 登壇） 
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○ ２番（新城一智） 意見案第２号 消費税率の引き上げに反対する意見書 

 上記の意見案を別紙のとおり、会議規則第14条第１項及び第２項の規定により提出します。 

 平成24年３月19日 

 大宜味村議会議長 金城 勇 殿 

 提出者 大城佐一 新城一智 平良英勝 前田 孝 具志堅朝秀 安里重和 東 武久 宮城辰德 

 賛成者 平良嗣男 

 提案理由 社会保障財源は消費税に頼らず能力に応じて負担するという税制改革で賄うよう求めるた

め。 

消費税率の引き上げに反対する意見書 

 政府は本年１月６日、「社会保障と税の一体改革素案」を決定し消費税率を2014年に８％、2015年に

10％にする法案を今通常国会に提出する動きである。社会保障の給付削減と消費税増税を明記した「社

会保障と税の一体改革」が実施されると、ただでさえ震災関連で直接的、間接的被害を受けて苦しむ国

民の生活は一層厳しくなり、更なる景気悪化は避けられない。 

 消費税率が３％から５％に引き上げられた当時も国民生活と中小企業の経営に大打撃を与え、不況を

一層深刻にしたことも教訓にしなければならない。無駄づかいを続けながらの消費税増税は国民の理解

を得られないのは明らかである。 

 昨年11月30日に東日本大震災の復興財源を賄うための臨時増税法が成立したが、その内容は庶民には

10年間で９兆円の負担増、一方法人税は実質２％減税という大企業と大資産家を優遇した不平等な法律

となっている。法人税は、国税で現行30％の税率を4.5％引き下げた上で、１割の付加税を課すとして

おり、政府自身も「実質は税率が28％台に下がる」ことを認めている。国民には、すでに子ども手当の

廃止、扶養控除の縮減など増税が行われている。さらに社会保障の給付削減などの負担増がつづき、国

民の重税感は一層広がっている。 

 特に本県においては、全国一高い失業率と全国最下位の県民所得という厳しい環境の中で消費税が増

税されると県民生活は一層困難に陥ることになる。さらに、復興に向け必死に立ち上がろうとする被災

者にも重税を強いることになる。 

 欧米ではすでに富裕層に対する増税の流れが広がっている。法人税の実効税率５％引き下げをやめれ

ば、10年間で12兆円の財源が確保できることは財務省の試算からも明らかである。社会保障財源は、消

費税に頼らず能力に応じて負担するという税制改革で賄うよう求めるものである。 

 よって、消費税率の引き上げを行わないよう要請する。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する 

 平成24年３月19日 

沖縄県国頭郡大宜味村議会 

 あて先 内閣総理大臣 消費者担当大臣 衆議院議長 参議院議長 

 以上です。 

○ 議長（金城 勇） これで提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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 意見案第２号については、会議規則第39条第２項の規定によって委員会付託を省略することについて

採決いたします。 

 本案は、委員会の付託を省略することに賛成の方は挙手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって意見案第２号については、委員会の付託を省略することを可決されました。委員会の付託

を省略します。 

 これから意見案第２号について討論を行います。討論ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○ 議長（金城 勇） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから意見案第２号 消費税率の引き上げに反対する意見書について採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （挙手全員） 

○ 議長（金城 勇） 挙手全員です。 

 したがって意見案第２号 消費税率の引き上げに反対する意見書については、原案のとおり可決され

ました。 

 

○ 議長（金城 勇） お諮りします。会議規則第45条の規定により、本議会に付議された事件の議決

の結果生じた条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任された

いと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（金城 勇） 異議なしと認めます。 

 したがって条項、字句、数字、その他の整理は、議長に委任することに決定しました。 

 

◎閉会の宣告 

○ 議長（金城 勇） これで本日の日程は、全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 平成24年第３回大宜味村議会定例会を閉会します。 

 御苦労さまでした。 

（午後 ３時４６分） 
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